
熊本市障がい者生活プランに関する

施策の実施状況等について

熊本市障害者施策推進協議会

令和５年（２０２３年）８月７日

資料1
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目標3

安心・安全な
まちづくり

防災対策の推進（災害時の支援体制の充実）

安
心
し
て
暮
ら
せ
る

社
会
体
制
の
整
備

防犯対策の推進

   情報提供、
意思疎通支援の充実

障がいのある人に配慮した情報提供の充実

情報・意思疎通支援の充実

住まい・住環境の整備促進

ユニバーサルデザインの推進

スポーツ・文化芸術
活動に対する支援

スポーツ・文化芸術活動の推進

学習の機会や余暇活動の推進

雇用と就労の促進

雇用の場の確保

一般就労への移行と定着の支援

福祉的就労への支援

難病に関する保健・医療施策の推進

精神保健・医療施策の推進

発達障がい児への支援

障がいの原因となる疾病等の予防・早期発見

適切な保健・医療サービスの充実

障がい児支援の充実

ライフステージに応じた切れ目のない支援体制の充実

療育・相談支援体制の充実

学校教育の充実 

利用者本位の
地域生活支援

施設等から地域生活への移行支援

質
の
高
い
地
域
生
活
の
実
現

障がい特性に応じた相談・支援体制の充実

生活を支援する障害福祉サービス等の充実

情報提供の充実

移動しやすい環境の整備

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

福祉に携わる人材の育成

保健と医療サービスの
適切な提供

権利擁護の推進、虐待の防止

自
立
と
共
生
の
ま
ち
づ
く
り

目標1
障がいのある人に

対する理解の促進、
周知、啓発の推進

障がい及び障がいのある人に対する理解促進

障
が
い
へ
の

理
解
促
進
と

権
利
擁
護

ボランティア活動の推進

行政等における合理的配慮の充実

障がい福祉施策の 周知、啓発活動の推進

目標2

施策の体系図

基本理念 基本目標 分野別施策 施策の方向性

差別の解消及び
権利擁護の推進

障がいを理由とする差別解消の推進

1

2

1

２

3

4
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1

2
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計画の基本目標

基本目標１

基準値 実績値 目標値

2017 2022 2023

％ 35.5 - 25 

基準値 実績値 目標値

2017 2022 2023

人 2,421 7,291 4,200

基本目標2

基準値 実績値 目標値

2017 2022 2023

人 22,925 25,329 24,500

基本目標3

基準値 実績値 目標値

2018 2022 2023

％ 35 - 50

障がいへの理解促進と権利擁護

質の高い地域生活の実現

安心して暮らせる社会体制の整備

障がいがあることで差別を感じたり嫌な思いをした経

験

検証指標

検証指標

単位

障がい者サポーターの登録者数（累計）

障がいや障がいのある人について正しく理解を深める取組や、障がいのある人の権利を擁護する取組を進めます。

障がいのある人の日々の暮らしを支えるために、必要なサービスを適切に提供する仕組みと利用しやすい相談体制の充実を

図るとともに、地域全体で生活を支える体制づくりに取り組みます。

また、障がいのある人の自立や社会参加を推進するために、障がいの特性を踏まえた教育や適性に応じてその能力を発揮で

きる社会環境の整備に取り組みます。

※基準値は、障がい児者対象の調査結果より（2017年7月実施）

※「熊本市障がい福祉計画」や「熊本市障がい者生活プラン」の策定時にアンケートを実施しており、2023年度実施予

定。

【評価】熊本市障がい者相談支援センターにおいて、専門性を必要とする困難ケースへの対応や各種相談に応じ、適切

な支援を行っている。

【評価】2021年度から熊本市障がい者相談支援センター（市内9か所）に地域支援員を配置し、地域での障がいへ

の理解促進の取り組みとして、市と連携して障がい者サポーター研修を実施している。

単位

単位

障がいのある人が地域で安心して暮らすことができるよう、災害発生時における障がい特性に配慮した支援や安全の確保、防

犯対策を推進します。

また、障がいのある人が必要な時に必要な情報が得られるよう、障がい特性に配慮した情報の提供など情報のバリアフリーを

推進します。

熊本市障がい者相談支援センターの延利用者数

検証指標

単位

※基準値は、障がい児者対象の調査結果より（2018年7月実施）

※「熊本市障がい福祉計画」や「熊本市障がい者生活プラン」の策定時にアンケートを実施しており、2023年

度実施予定。

熊本市が障がいのある人にとって暮らしやすいまちだと

思う割合

検証指標
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Ａ
実施

Ｂ
一部実施

Ｃ
未実施

評価
なし

Ｐ 20 1 （１） ① 障がい者サポーター制度による理解啓発 ○ 9

Ｐ 21 1 （１） ② 様々な媒体を用いた理解促進 ○ 9

Ｐ 21 1 （１） ③ 講演会や啓発イベントによる理解促進 ○ 9

Ｐ 21 1 （１） ④ 共に学ぶ教育の推進 ○ 10

Ｐ 21 1 （１） ⑤ 精神障がいについての理解促進 ○ 10

Ｐ 21 1 （１） ⑤ 精神障がいについての理解促進 ○ 10

Ｐ 21 1 （１） ⑥ 発達障がいについての理解促進（前段） ○ 11

Ｐ 21 1 （１） ⑥ 発達障がいについての理解促進（後段） ○ 11

Ｐ 21 1 （１） ⑦ 難病についての理解促進 ○ 11

Ｐ 21 1 （１） ⑦ 難病についての理解促進 ○ 11

Ｐ 21 1 （１） ⑧ ヘルプマークやヘルプカードの普及 ○ 12

Ｐ 22 1 （２） ① ボランティア活動の啓発 ○ 13

Ｐ 22 1 （２） ② ボランティアの養成 ○ 13

Ｐ 22 1 （２） ② ボランティアの養成 ○ 13

Ｐ 22 1 （２） ③ ボランティア活動の支援 ○ 14

Ｐ 23 1 （３） ① 障がい福祉施策の広報・啓発活動 ○ 15

Ｐ 23 1 （３） ② 障害者週間における広報・啓発活動の強化 ○ 15

Ｐ 23 1 （３） ③ 地域に対する広報・啓発活動 ○ 16

Ｐ 23 1 （３） ③ 地域に対する広報・啓発活動（まちづくりセンターとの連携に関する部分） ○ 16

Ｐ 25 2 （１） ① 障害者差別解消法の広報・啓発 ○ 17

Ｐ 25 2 （１） ② 差別解消のための取組 ○ 17

Ｐ 25 2 （２） ① 権利擁護に関する啓発 ○ 18

Ｐ 26 2 （２） ② 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業） ○ 18

Ｐ 26 2 （２） ③ 権利擁護に対する支援（成年後見制度） ○ 19

Ｐ 26 2 （２） ④ 虐待防止に関する取組 ○ 19

Ｐ 26 2 （３） ① 職員等への啓発・資質の向上（職員研修に関する部分） ○ 20

Ｐ 26 2 （３） ① 職員等への啓発・資質の向上（職員向けサポーター研修に関する部分） ○ 20

Ｐ 27 2 （３） ②
行政サービス等における差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の徹底（催事における

合理的配慮の部分）
○ 21

Ｐ 27 2 （３） ②
行政サービス等における差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の徹底（選挙における

合理的配慮の部分）
○ 21

Ｐ 27 2 （３） ②
行政サービス等における差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の徹底（職員採用時の

合理的配慮の部分）
○ 21

Ｐ 27 2 （３） ②
行政サービス等における差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の徹底（職員採用時の

合理的配慮の部分）
○ 21

【基本目標１】障がいへの理解促進と権利擁護

【基本目標２】質の高い地域生活の実現

熊本市障害者生活プラン分野別施策一覧

プランの
掲載頁

分野別
施策

施策の
方向性

具体的な取り組み

令和4年度の実績評価

ページ
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Ａ
実施

Ｂ
一部実施

Ｃ
未実施

評価
なし

熊本市障害者生活プラン分野別施策一覧

プランの
掲載頁

分野別
施策

施策の
方向性

具体的な取り組み

令和4年度の実績評価

ページ

Ｐ 29 1 （１） ① 地域生活支援拠点等の整備 ○ 22

Ｐ 29 1 （１） ② グループホームの利用促進 ○ 22

Ｐ 29 1 （２） ① 相談支援事業の充実（相談支援センターに関する部分） ○ 23

Ｐ 29 1 （２） ① 相談支援事業の充実（相談支援事業所に関する部分） ○ 23

Ｐ 30 1 （２） ② 発達障がい者に対する支援 ○ 24

Ｐ 30 1 （２） ③ 難病患者に対する支援 ○ 24

Ｐ 30 1 （２） ④ 障がいのある高齢者に対する支援 ○ 24

Ｐ 30 1 （２） ⑤ 家族に対する支援 ○ 25

Ｐ 30 1 （２） ⑤ 家族に対する支援 ○ 25

Ｐ 30 1 （２） ⑥ 家族会・当事者会の活動支援 ○ 25

Ｐ 30 1 （２） ⑥ 家族会・当事者会の活動支援 ○ 25

Ｐ 30 1 （２） ⑦ 関係機関・団体との連携による支援体制の充実 ○ 26

Ｐ 31 1 （２） ⑧ 身体障がい者及び知的障がい者相談員 ○ 26

Ｐ 31 1 （２） ⑨ 民生委員・児童委員 ○ 26

Ｐ 31 1 （３） ① 障害福祉サービス等の円滑な提供（施設整備に関する部分） ○ 27

Ｐ 31 1 （３） ① 障害福祉サービス等の円滑な提供（サービスの提供に関する部分） ○ 27

Ｐ 31 1 （３） ① 障害福祉サービス等の円滑な提供（ふれあい収集に関する部分） ○ 27

Ｐ 31 1 （３） ② 障害福祉サービス事業所の質の向上 ○ 28

Ｐ 31 1 （４） ① 地域生活への移行支援 ○ 29

Ｐ 31 1 （４） ① 地域生活への移行支援 ○ 29

Ｐ 31 1 （４） ① 地域生活への移行支援 ○ 29

Ｐ 32 1 （４） ② 地域移行支援・地域定着支援 ○ 30

Ｐ 32 1 （４） ③ 保健・医療・福祉関係者等による協議の場の設置 ○ 30

Ｐ 32 1 （４） ④ ピアサポータ―の活動支援 ○ 30

Ｐ 32 1 （４） ⑤ 当事者交流・活動の支援 ○ 31

Ｐ 32 1 （４） ⑥ 家族に対する支援 ○ 31

Ｐ 32 1 （５） ① 社会参加等を支援する人材の育成 ○ 32

Ｐ 32 1 （５） ② 福祉に携わる職員の資質の向上（難病患者等ヘルパー研修に関する部分） ○ 32

Ｐ 32 1 （５） ② 福祉に携わる職員の資質の向上（事業所職員対象の研修等に関する部分） ○ 32

Ｐ 33 1 （５） ③ 福祉に携わる職員の処遇改善等 ○ 33

Ｐ 33 1 （５） ④ 介護分野の人材不足への対応（介護職員実務者研修に関する部分） ○ 33

Ｐ 33 1 （５） ④ 介護分野の人材不足への対応（就職面談会等に関する部分） ○ 33

Ｐ 33 1 （６） ① ふくしのしおり ○ 34

Ｐ 33 1 （６） ② 市ホームページ等における情報の充実 ○ 34
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Ａ
実施

Ｂ
一部実施

Ｃ
未実施

評価
なし

熊本市障害者生活プラン分野別施策一覧

プランの
掲載頁

分野別
施策

施策の
方向性

具体的な取り組み

令和4年度の実績評価

ページ

Ｐ 33 1 （７） ① 公共交通機関等による外出の支援 ○ 35

Ｐ 33 1 （７） ② 自家用車による外出の支援 ○ 35

Ｐ 35 2 （１） ① 障がい児保育の充実 ○ 36

Ｐ 35 2 （１） ② 就学・進学における支援（発達相談等に関する部分） ○ 36

Ｐ 35 2 （１） ② 就学・進学における支援（就学説明会、移行支援シートに関する分） ○ 36

Ｐ 35 2 （１） ③ 成人期への移行支援 ○ 37

Ｐ 35 2 （１） ③ 成人期への移行支援 ○ 37

Ｐ 35 2 （１） ④ 家族に対する支援（短期入所、日中一時支援に関する部分） ○ 38

Ｐ 35 2 （１） ④ 家族に対する支援（ペアレントプログラム等に関する部分） ○ 38

Ｐ 35 2 （１） ④ 家族に対する支援（放課後児童クラブに関する部分） ○ 38

Ｐ 36 2 （２） ① 早期療育の充実 ○ 39

Ｐ 36 2 （２） ① 早期療育の充実（あゆみの教室、ことばの教室に関する部分） ○ 39

Ｐ 36 2 （２） ② 地域療育体制の整備 ○ 39

Ｐ 36 2 （２） ② 地域療育体制の整備 ○ 39

Ｐ 36 2 （２） ③ 障がい児支援に関するサービスの充実 ○ 40

Ｐ 36 2 （２） ④ 障がい児支援に携わる職員の質の向上 ○ 40

Ｐ 36 2 （２） ⑤ 児童相談所による相談支援 ○ 41

Ｐ 36 2 （２） ⑥ 子ども発達支援センターによる相談支援 ○ 41

Ｐ 37 2 （２） ⑦ 児童発達支援センターの機能充実 ○ 42

Ｐ 37 2 （３） ① 教職員の専門性の向上 ○ 43

Ｐ 37 2 （３） ② 就学支援委員会 ○ 43

Ｐ 38 2 （３） ③ 校内支援体制の充実 ○ 44

Ｐ 38 2 （３） ④ 施設等環境整備 ○ 44

Ｐ 38 2 （３） ⑤ 進路指導の充実 ○ 44

Ｐ 38 2 （３） ⑥ 多様な学びの場の整備 ○ 45

Ｐ 38 2 （３） ⑦ 大学就学支援 ○ 45

Ｐ 38 2 （３） ⑧ 家族に対する支援（児童育成クラブに関する部分） ○ 45

Ｐ 38 2 （３） ⑧ 家族に対する支援（タイムケア事業に関する部分） ○ 45

Ｐ 39 2 （４） ① 子ども発達支援センターによる支援 ○ 46

Ｐ 39 2 （４） ② 発達障がい者支援センターによる支援 ○ 46

Ｐ 41 3 （１） ① 疾病の予防（生活習慣病予防に関する部分） ○ 47

Ｐ 41 3 （１） ① 疾病の予防（妊産婦や乳幼児への健診に関する部分） ○ 47

Ｐ 41 3 （１） ② 早期発見・適切な対応（検診に関する部分） ○ 48

Ｐ 41 3 （１） ② 早期発見・適切な対応（妊産婦や乳幼児への健診に関する部分） ○ 48
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Ａ
実施

Ｂ
一部実施

Ｃ
未実施

評価
なし

熊本市障害者生活プラン分野別施策一覧

プランの
掲載頁

分野別
施策

施策の
方向性

具体的な取り組み

令和4年度の実績評価

ページ

Ｐ 41 3 （２） ① 重症心身障がい児・者等の支援の充実 ○ 49

Ｐ 41 3 （２） ① 重症心身障がい児・者等の支援の充実 ○ 49

Ｐ 42 3 （２） ② 医療費の助成（重度障がい者の医療費助成） ○ 50

Ｐ 42 3 （２） ② 医療費の助成 ○ 50

Ｐ 42 3 （２） ② 医療費の助成（自立支援医療の給付に関する部分） ○ 50

Ｐ 42 3 （２） ③ 歯科保健医療の推進 ○ 51

Ｐ 42 3 （２） ③ 歯科保健医療の推進 ○ 51

Ｐ 42 3 （２） ③ 歯科保健医療の推進 ○ 51

Ｐ 42 3 （２） ④ 二次障がいの予防 ○ 52

Ｐ 42 3 （２） ④ 二次障がいの予防 ○ 52

Ｐ 42 3 （２） ④ 二次障がいの予防（学級支援員への研修に関する部分） ○ 52

Ｐ 42 3 （３） ① 難病対策の推進（小児慢性特定疾病医療費に関する部分） ○ 53

Ｐ 42 3 （３） ① 難病対策の推進 ○ 53

Ｐ 42 3 （３） ② 難病患者等に対する障害福祉サービス等の利用支援 ○ 54

Ｐ 43 3 （４） ① 精神科医療機関等との連携の強化 ○ 55

Ｐ 43 3 （４） ② 相談支援体制 ○ 55

Ｐ 43 3 （４） ③ 依存症の対策 ○ 56

Ｐ 43 3 （４） ④ ひきこもりへの対策 ○ 56

Ｐ 43 3 （４） ⑤ 高次脳機能障がいへの対応 ○ 56

Ｐ 43 3 （４） ⑥ 発達障がいへの対応 ○ 57

Ｐ 43 3 （４） ⑦ 自殺予防への対策 ○ 57

Ｐ 46 4 （１） ① 事業主への啓発 ○ 58

Ｐ 46 4 （１） ① 事業主への啓発（雇用奨励金に関する部分） ○ 58

Ｐ 46 4 （１） ② 雇用にあたっての支援 ○ 59
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1

1

（１）

プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

R４年度 障がい者サポーター研修会や出前講座をさらに充

実するために、障がい者相談支援センターと連携

を図り、障がい特性やその配慮方法について市民

への啓発を行う。また、障がい者サポート企業・団

体の認定数を増やすために、企業への働きかけを

行うとともに、認定団体の取組を広く事業者や市

民に周知し、障がいのある方の働きやすい環境づ

くりを進める。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、集

合型の障がい者サポーター研修会は開催できな

かったが、地域や学校、企業等に対し出前講座

を開催し、障がいや障がいのある人に対する理解

促進を図る機会を作ることができた。また、障がい

者相談センターの地域支援員による出前講座を

推し進め、計38回の出前講座を開催した（うち

30回が地域支援員による出前講座）。サポー

ターハンドブックの更新も行った。さらに、障がい者

サポート企業・団体として新たに2団体の認定を

行った。

A 引き続き、障がい者相談支援セ

ンターと協力しながら、障がい者

サポーター制度に関する取り組み

を実施し、障がいや障がいのある

人に対する理解促進を図ってい

く。

R５年度 障がいの特性やその配慮方法について市民の理

解啓発を促すため、障がい者相談支援センターと

連携しさらに充実した障がい者研修会や出前講

座を実施する。障がい者サポート企業・団体の認

定数を増やすために、企業への働きかけを行うとと

もに、障がい福祉課公式SNS等を通じて認定団

体の取組を広く事業者や市民に周知し、障がい

のある方の働きやすい環境づくりを進める。

R４年度 市政だよりや市ホームページをはじめ、新聞・ラジ

オ・テレビ・ＳＮＳ等の多様な情報メディアの活用

や、リーフレットの作成、障がい者相談支援セン

ターの地域支援員との連携による啓発活動等を

行っていく。

市の広報媒体である市政だより、ラジオ、ホーム

ページ、LINE、ツイッターに加え、障がい福祉課

公式フェイスブック、インスタグラムを活用し、啓発

活動を行うことができた。

A 引き続き、市の広報媒体等、さ

まざまなメディアを活用した啓発

活動を行っていく。

R５年度 市政だよりや市ホームページ、新聞、ラジオ、テレ

ビ、ＳＮＳ等の多様な情報メディアを活用、リーフ

レットを作成し、啓発活動を行う。また、当課の公

式SNSを使い、定期的な情報発信を行う。

R４年度 障がいについての市民の関心を高めるため、新型

コロナウイルス感染症の感染状況に留意しなが

ら、理解促進のための障がい者サポーター研修会

や、交流の機会を提供するためのワークショップの

開催を検討していく。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、障

がい者サポーター研修会は開催できなかったもの

の、ワークショップは障がい者相談支援センターと

協力し開催した。また、ZOOMを活用した初のオ

ンラインセミナーを実施した。他に、地域や教育機

関に対し出前講座を実施した。（R4実績：38

回）

A 出前講座において、障がい者相

談支援センターと連携し研修内

容を工夫することができた。引き

続き、障がいに関する理解を深

めることのできる研修内容となる

よう工夫していく。

R５年度 障がいについての市民の関心を高めるため、障が

い者相談支援センターと協力し、障がい者サポー

ター研修会を開催する。また、交流の機会を提供

するためのワークショップ等の開催を検討していく。

② 様々な媒体を用いた

理解促進

障がいや障がいのある人に対す

る理解を促進するため、市政だ

よりや市ホームページをはじめ、

新聞・ラジオ・テレビ・ＳＮＳ等の

多様な情報メディアを活用した

り、リーフレットを作成するなどし

て、啓発活動を計画的かつ効果

的に推進します。

ー 障がい福祉課

（企画調整

班）

③ 講演会や啓発イベン

トによる理解促進

研修会や啓発イベントの開催、

障害者週間の周知により、市民

の関心を高め、障がいや障がい

のある人に対する理解の促進を

図ります。

　また、地域や民間事業者等に

出向いて障がい者サポーター研

修を行い、障がいの特性や配慮

方法を周知啓発していきます。

熊本市障がい

者理解促進事

業

障がい福祉課

（企画調整

班）

障がい福祉課

（企画調整

班）

基本目標 障がいへの理解促進と権利擁護

分野別施策 障がいのある人に対する理解の促進、周知、啓発の推進

施策の方向性 障がい及び障がいのある人に対する理解の促進

具体的な取り組み

① 障がい者サポーター

制度による理解啓発

障がい者サポーター研修を開催

し、様々な障がいの特性やその

配慮方法について啓発を行い、

障がい者サポーターの輪を広げて

いきます。また、障がい者サポート

企業・団体の取組を通して、障

がいのある人を地域全体で支え

ていくという意識の向上を図りま

す。

熊本市障がい

者理解促進事

業
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課具体的な取り組み

R４年度 第２次熊本市特別支援教育推進計画の方針

４に「共生社会の実現に向けた教育の推進」の

実践に取り組み、より充実した交流及び共同学

習につなげる。

あおば支援学校と城東小学校　藤園中学校との

行事や集会での交流を実施。各学校における障

がい理解教育や交流及び共同学習についての啓

発を行った。

A どのような学びがより充実した相

互理解につながるのか、その内容

を検討していく必要がある。

R５年度 第２次熊本市特別支援教育推進計画の方針

４に「共生社会の実現に向けた教育の推進」の

実践に取り組み、より充実した交流及び共同学

習につなげる。

引き続き、自殺予防週間等の機会を通じ、普及

啓発に取り組む。区役所等へポスターやチラシを

配布し、広く市民の目に届くようにする。

自殺予防週間（９月）、自殺対策強化月間

（３月）に市役所１階でのパネル展示、フリー

ペーパー（生活情報誌）への掲載等を行った。

また、普及啓発のためのリーフレット（ゲートキー

パーについて）を作成し、関係機関へ配布した。

A 精神障がいについての正しい理

解を促進していくためには、より広

く市民への普及啓発を行う必要

がある。

地域自殺対策

強化事業

引き続き、支援者向け研修会や市民向け後見

会を開催するなど普及啓発に取り組む。

支援者向け研修会（20回、延べ3,748名参

加）、市民向け講演会（7回、延べ276名参

加）を実施。

A 継続して行う。また、状況に応じ

てオンラインでの開催も行う。

精神保健研

究・啓発事業

経費

引き続き、自殺予防週間等の機会を通じ、普及

啓発に取り組む。区役所等へポスターやチラシを

配布し、広く市民の目に届くようにする。

地域自殺対策

強化事業

引き続き、支援者向け研修会や市民向け講演

会を開催するなど普及啓発に取り組む。

精神保健研

究・啓発事業

経費

R５年度 こころの健康セ

ンター

⑤ 精神障がいについて

の理解促進

精神障がいについての偏見や差

別をなくすため、精神福祉保健

普及運動や自殺対策強化月間

において、また、ピアサポーターの

活動を通じて精神障がいに関す

る正しい理解の促進に努めま

す。

R４年度 こころの健康セ

ンター

④ 共に学ぶ教育の推進 障がいの有無に関わらず、児童

生徒が共に学校生活や学習に

取り組む中で、障がいについての

正しい理解とノーマライゼーション

の推進を図ります。また、子どもの

頃から障がいのある人に対する

理解が深まるよう、学校での福

祉教育の充実を図ります。

- 総合支援課
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課具体的な取り組み

特別支援教育についての内容をより充実させた

家庭・地域啓発リーフレットを電子データとしても

提供することで、活用の幅を広げ、発達障がいに

関する正しい知識の普及に努める。

リーフレットの内容を見直して新小１と新中１の

全家庭にリーフレットを配付し、市のホームページ

に掲載し障がいに関する正しい知識の普及に務

めた。一人一台配付されているタブレット端末での

閲覧についても検討した。

A リーフレット内容を見直しを行うと

ともに電子データを用いた、様々

な周知方法の検討を行い、

総合支援課

引き続き、多くの市民が参加しやすい開催方法で

講演会を開催し、発達障がいの理解について啓

発をする。

こども発達支援センター主催講演会は、Web配

信を行い、231名の参加があった。発達障がい者

支援センターみなわもWeb配信を行い、208名

の申込があった。

A Web配信による講演会は多くの

住民が視聴できるというメリットも

あり、今後も活用していきたい。

・ペアレントト

レーニング事業

・発達障がい者

支援センター運

営事業経費

こども発達支援

センター

特別支援教育についての内容をより充実させた

家庭・地域啓発リーフレットを電子データとしても

提供することで、活用の幅を広げ、発達障がいに

関する正しい知識の普及に努める。

総合支援課

こども発達支援センター主催の講演会は、今年

度もWeb配信で開催予定。発達障がい者支援

センター主催の講演会もWeb配信で7月に開催

予定であり、市民向け研修会も実施する。

・ペアレントト

レーニング事業

・発達障がい者

支援センター運

営事業経費

こども発達支援

センター

難病患者の当事者会等の意見も踏まえながら、

障がい者サポーター研修等を通じて、難病に関す

る市民への理解啓発に繋げる.

障がい者サポーター研修等において難病に関する

内容を取り上げて、市民への周知啓発に努めた。

A 障がい者サポーター研修等を通

じて、市民への理解啓発を図る

ことができた。引き続き、難病に

関する市民への理解促進を図っ

ていく。

熊本市障がい

者理解促進事

業

障がい福祉課

（企画調整

班）

熊本県難病相談・支援センターや患者会等の当

事者団体等と連携した関係者への研修や医療

相談会・講演会等の実施していくとともに、パネル

展示等の啓発活動も継続して行っていく。

医療講演会・相談会を3回、訪問相談員育成

事業研修会を1回実施した（WEBまたはハイブ

リッド開催）。その他、市政だよりによる広報や患

者会のパネル展示など、様々な機会において啓

発活動を行った。

A 引き続き、熊本県難病相談・支

援センターや患者会などの当事

者団体等と連携し、研修会や講

演会・相談会等を継続して行っ

ていく。

難病相談支援

センター事業

医療政策課

難病患者の当事者会等との意見交換等を通し

て、難病に関する情報収集に努め、市民への理

解啓発に努めていく。

熊本市障がい

者理解促進事

業

障がい福祉課

（企画調整

班）

熊本県難病相談・支援センターや患者会等の当

事者団体等と連携した関係者への研修や医療

相談会・講演会等を実施していくとともに、パネル

展示等の啓発活動も継続して行っていく。

難病相談支援

センター事業

医療政策課

⑦ 難病についての理解

促進

熊本県難病相談・支援センター

において医療講演会やシンポジ

ウムを開催するほか、当事者会

と連携した研修会を実施するな

ど、難病に関する正しい理解の

促進に努めます。

R４年度

R５年度

⑥ 発達障がいについて

の理解促進

小学校や中学校において、特別

支援教育や発達に関わる相談

窓口について記載したリーフレット

を配布し、発達障がいについての

正しい理解の促進に努めます。

また、講演会や研修事業を行

い、発達障がいの特性理解や配

慮方法を周知啓発していきま

す。

R４年度

R５年度
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課具体的な取り組み

R４年度 障がい者サポーター研修や公共交通機関の車両

広告等による周知活動を行う。

また、新たに配布を開始したヘルプマークストラップ

について、周知方法等の新たな検討を行ってい

く。

これまで行ってきた障がい者サポーター研修での周

知や市電の車両広告に加えて、バスや駅の広告

を活用し、幅広い世代へ向けた周知を図った。

A 今後も、県と連携しながら公共

交通機関での周知やその他の周

知方法について検討を進めていく

とともに、県作成のヘルプマークス

トラップの配付について準備を進

めていく。

R５年度 市の広報媒体にて周知を行うとともに、今後も公

共交通機関等の事業者による広報を行う。

また、ヘルプカードの周知方法や配付方法等につ

いても新たな検討を行っていく。

熊本市障がい

者理解促進事

業

障がい福祉課

（企画調整

班）

⑧ ヘルプマークやヘルプ

カードの普及

ヘルプマークや、災害時などのい

ざという時に必要な配慮事項を

記載したヘルプカードの周知・普

及を通じて、外見から分かりづら

い障がいのある人への理解促進

を図ります。
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1

（２）

プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

R４年度 引き続きボランティア情報の収集に努め、ホーム

ページ等を活用して効果的に情報の提供を行う。

ホームページや情報誌等による定期的な情報の

発信ができた。

A 引き続きボランティア情報の収集

に努め、効果的な情報の提供に

努める。

ー

R５年度 引き続きボランティア情報の収集に努め、ホーム

ページ等を活用して効果的に情報の提供を行う。

引き続きボランティア活動に参加しやすい取り組み

や研修及びセミナーを開催する。R3年度からR4

年度に延期した「ボランティアのススメ」(発達障が

い)(要約筆記)についても、新型コロナウイルス感

染症の感染状況に留意しながら、実施する。

コロナの影響に留意しながら、参加しやすいボラン

ティアの場の提供や研修を行った。「ボランティアの

ススメ」(発達障がい)は予定どおり実施した。（要

約筆記）に代わり、障がいへ発展しかねない

（依存症）に関する講座を行った。

B 引き続きボランティア活動に参加

しやすい取り組みや研修及びセミ

ナーを開催する。

ー 地域活動推進

課

障がい者サポーター研修会や出前講座を実施す

ることで障がいへの理解や正しい知識を普及して

いくことで、受講者に対して障がいに関するボラン

ティアへの参加を促していく。

地域や学校、企業等に対し出前講座を開催し、

障がいへの正しい知識を普及するとともに、受講

者に対して障がいに関するイベントやボランティア

等への参加を促した。

A 引き続き、障がい者サポーター研

修等を通じて、障がいや障がいの

ある人に対する理解促進を図

り、ボランティアへの参加を促して

いく。

熊本市障がい

者理解促進事

業

障がい福祉課

（企画調整

班）

引き続きボランティア活動に参加しやすい取り組み

や研修及びセミナーを開催する。

地域活動推進

課

障がい者サポーター研修会や出前講座などを通じ

て、障がいへの理解の促進を図っていくとともに、イ

ベントやボランティアへの参加を促していく。

熊本市障がい

者理解促進事

業

障がい福祉課

（企画調整

班）

具体的な取り組み

① ボランティア活動の啓

発

市民活動支援センター・あいぽー

とにおいて、障がい福祉に関する

様々なボランティア情報の収集

及び効果的な情報提供に取り

組みます。

地域活動推進

課

② ボランティアの養成 障がい者サポーター制度の拡充

等により障がいへの正しい知識を

普及し、障がい者支援の活動に

携わるボランティアを養成します。

養成にあたってはボランティア活

動を行う人のニーズにあった研修

やセミナーを開催します。

R４年度

R５年度

基本目標 障がいへの理解促進と権利擁護

分野別施策 障がいのある人に対する理解の促進、周知、啓発の推進

施策の方向性 ボランティア活動の推進
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課具体的な取り組み

R４年度 引き続きボランティア活動を行う団体の相談・支

援を行う。また、昨年度実施ができなかった出前

相談窓口の開設を検討する。

あいぽーとにおいて相談窓口を開設し、相談・支

援を行った。各区役所にて出前相談窓口を開設

した。

A 引き続きボランティア活動を行う

団体の相談・支援を行う。

ー

R５年度 引き続きボランティア活動を行う団体の相談・支

援を行う。

③ ボランティア活動の支

援

障がいのある人を支援する個人

及び団体の活動が継続できるよ

うに、ボランティアの相談、登録、

紹介、ボランティア活動保険の加

入等の窓口を設置し、活動の普

及と支援を行うほか、ボランティア

と市民活動団体のマッチングの

機会の提供に取り組みます。

地域活動推進

課
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1

1

（３）

プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

R４年度 障がい福祉施策について市民の理解促進を図る

ため、ホームページの見直しを行うとともに、その他

の市の広報媒体を活用し、効果的な広報・啓発

活動を行っていく。

障がい者施策に関する情報について、市の広報

媒体やふくしのしおりなどを通じて、情報提供する

ことができた。また、当事者の視点をと入り入れた

就労支援に関するリーフレットや出生から福祉制

度利用までのリーフレットを作成した。

A 引き続き、市の広報媒体等を活

用しながら市民への周知を図ると

ともに、市民にわかりやすい情報

提供に心掛けていく。

ー

R５年度 市の広報媒体等の様々な手段や機会を活用

し、障がい福祉施策について市民に分かりやすい

広報・啓発活動を進める。

R４年度 障害者週間に合わせて、「心の輪を広げる体験

作文・ポスターコンクール」の表彰式やおとなりマル

シェ（障がい者施設商品販売会）の開催等、

各種イベントや広報を行い、市民に対し障害者

週間の認知度を高めるとともに、障がい福祉施策

への関心を高める機会を作っていく。

障害者週間に合わせて、障がい及び障がいのあ

る人への理解と関心を深めることを目的とした「心

の輪を広げる体験作文・ポスターコンクール」の受

賞作品の展示を行った。また、市内バス会社５

社および市電にてヘルプカードの車両広告、おとな

りマルシェ（障がい者施設商品販売会）のビジョ

ン広告や啓発イベントの開催等、市民の障がい

福祉施策への関心を高める機会を提供すること

ができた。

A 引き続き、障害者週間に合わせ

て、市民の障がい福祉施策への

関心を高める機会の提供を強

化していく。

熊本市障がい

者理解促進事

業

R５年度 障害者週間に合わせて、おとなりマルシェ等の各

種イベントや広報を行い、障害者週間の認知度

を高めるとともに、障がい福祉施策について市民

の関心を高める機会を作っていく。

② 障害者週間における

広報・啓発活動の強

化

障害者基本法に基づく障害者

週間においては、各種行事の開

催とあわせて広報の機会を増や

す等、市民の障がい福祉施策へ

の関心を高める機会の提供を強

化します。

障がい福祉課

（企画調整

班）

基本目標 障がいへの理解促進と権利擁護

分野別施策 障がいのある人に対する理解の促進、周知、啓発の推進

施策の方向性 障がい福祉施策の周知、啓発活動の推進

具体的な取り組み

① 障がい福祉施策の広

報・啓発活動

障がい福祉施策を幅広い市民

の理解を得ながら進めていくた

め、様々な手段を活用した市民

にわかりやすい広報・啓発活動を

計画的かつ効果的に推進し、障

がい福祉施策の意義について理

解の促進を図ります。

障がい福祉課

（企画調整

班）
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課具体的な取り組み

障がいへの理解が広がるよう、障がい者相談支援

センターや地域活動支援センターと連携し、障が

い者サポーター研修の内容を工夫するなど、地域

住民への分かりやすい広報・啓発活動を行う。

障がい者相談支援センターや地域活動支援セン

ターと連携し、地域住民の障がいへの理解が広が

るように、出前講座や広報・啓発活動を行った。

A 引き続き、関係機関と連携し、

地域住民への広報・啓発活動を

行う。

障がい福祉課

（企画調整

班）

令和4年度も引き続き、まちづくりセンターなどの区

役所がその地域ごとのニーズを把握し、地域ニー

ズ反映の仕組みに基づく区・局協議を実施予

定。また、協議後の対応状況等の進捗整理を適

宜行っていく。

まちづくりセンターの地域担当職員が中心となり、

障がいに関する理解を深める活動を行った。、区

役所が把握した地域のニーズを区と本庁が協議

し、市の施策に反映させる仕組みである地域ニー

ズ反映の仕組みでは、障がいに係る地域課題は

挙がらなかった。

A 区・局協議後の課題への対応

状況を確認し、必要に応じて進

捗整理を行う。

また、地域ニーズの把握に努め

る。

地域政策課

障がいへの理解が広がるよう、障がい者相談支援

センターや地域活動支援センターと連携し、地域

自治会や学校等へ障がい者サポーター制度につ

いて周知などの広報を行い、啓発活動の機会を

創出を図る。

また、障がい者サポーター研修の内容を工夫し、

分かりやすい情報の提供を検討する。

障がい福祉課

（企画調整

班）

令和5年度も引き続き、まちづくりセンターなどの区

役所がその地域ごとのニーズを把握し、地域ニー

ズ反映の仕組みに基づく区・局協議を実施予

定。また、協議後の対応状況等の進捗整理を適

宜行っていく。

また、まちづくりセンターと障がい者相談支援セン

ターが連携し、障がいの理解を深めるイベント等を

開催する。

地域政策課

③ 地域に対する広報・

啓発活動

障がいのあるなしに関わらず、誰

もが地域で安心して生活できる

環境を整備するため、障がい者

相談支援センターや地域活動

支援センターと協力して地域向

けの障がい者サポーター研修など

の理解啓発に取り組みます。ま

た、地域社会全体に障がいへの

理解が広がるよう、地域支援の

拠点施設であるまちづくりセン

ターとも連携して取組を進めま

す。

R４年度

R５年度
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2

（１）

プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

R４年度 障がい者サポーター研修やリーフレットの配付等を

通じて障害者差別解消法についてわかりやすく周

知することで、市民や事業者の理解促進に努め

ていく。

障がい者相談支援センターと連携して、地域や

学校、企業等に対する障がい者サポーター研修

の出前講座やリーフレットの配付等を通じて、障

害者差別解消法の周知・啓発を行った。

A 引き続き障がい者サポーター研

修の中で障害者差別解消法に

ついて説明を行う。

R５年度 障がい者サポーター研修を通じた障害者差別解

消法の周知に努めるとともに、市の広報媒体を活

用した啓発を行っていく。また、わかりやすい啓発

手段の検討を継続する。

R４年度 障がい者サポーター研修において、障害者差別

解消法の周知啓発に努めるとともに、障がいのあ

る方からの差別的取り扱いや合理的配慮の不提

供に対する相談について、相談窓口での対応を

行っていく。

また、関係機関における相談・対応事例の共有

を行うため、障害者差別解消支援地域協議会

を開催し、地域で安心して生活できる環境づくり

に努める。

障がい者サポーター研修を通じて障害者差別解

消法の周知を図るとともに、障がいのある方からの

差別的取り扱いや合理的配慮の不提供に対す

る相談について相談窓口での対応を行った。

また、障害者差別解消支援地域協議会を開催

し、相談事例や取組内容等について関係機関

間で情報共有・協議を行った。

A 引き続き、障害者差別解消法

の周知啓発に努めるとともに、相

談窓口での対応を行っていく。

また相談対応事例の共有するた

め、障害者差別解消支援地域

協議会を開催する。

R５年度 様々な機会を通じて障害者差別解消法の周知

を図る。

また、差別的取り扱いや合理的配慮の不提供に

対する相談において、相談窓口での対応を行うと

ともに、障害者差別解消支援地域協議会におい

て、相談事例や取組内容等について情報共有

や協議を行う。

② 差別解消のための取

組

障害者差別解消法に基づき、

市民や民間事業者への研修を

とおして啓発に努めるとともに、差

別的取扱いに関する相談窓口

を周知し、障がいを理由とする差

別の解消及び合理的配慮の提

供の推進に取り組みます。

障害者差別解消支援地域協

議会を設置し、相談事例や取

組内容等について情報共有や

協議を行います。相談・対応事

例を蓄積し関係機関等で共有

することで、障がいのある人が地

域で安心して生活できる環境づ

くりに努めます。

障がい者差別

解消推進経費

障がい福祉課

（企画調整

班）

障がい福祉課

（企画調整

班）

基本目標 障がいへの理解促進と権利擁護

分野別施策 差別の解消及び権利擁護の推進

施策の方向性 障がいを理由とする差別解消の推進

具体的な取り組み

① 障害者差別解消法

の広報・啓発

障がい者サポーター研修会や啓

発イベントのほか、イラスト入りの

リーフレット等で障害者差別解

消法について分かりやすく周知

し、市民や民間事業者の理解

促進に努めます。

障がい者差別

解消推進経費
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

R４年度 市の広報媒体等を通じて、障害者虐待防止セン

ターや障がい者への差別的取扱いに関する相談

窓口についての周知に努める。また、障がい者サ

ポーター研修において、障がい者差別解消法の

具体的な説明を取り入れながら、障がいのある人

への権利擁護に関する正しい理解を促進してい

く。

市の広報媒体や障がい者相談支援センター等を

通じて、障害者虐待防止センターや障がい者へ

の差別的取扱いに関する相談窓口についての周

知を行った。

A 引き続き、市の広報媒体等を通

じて、権利擁護における各種窓

口の周知を行っていく。

R５年度 引き続き、市の広報媒体等を通じて、障害者虐

待防止センターや障がい者への差別的取扱いに

関する相談窓口についての周知に努める。

R４年度 引き続き熊本市社会福祉協議会において、認

知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等

のうち判断能力が不十分な者に対して、福祉

サービスの利用に関する援助等を行い、地域にお

いて自立した生活が送れるよう支援する。また、そ

のために必要な地域生活支援員の確保に向けた

取り組みを検討していく。

本事業に係る相談181件の内、86件が新規利

用相談に繋がった。年間を通して36件の新規契

約が締結され、現在162名の利用者を支援して

いる。

また、新たに６名の地域生活支援の登録があ

り、専門員や（地域）生活支援員向けの研修

会の開催、外部研修への参加を通して体制の強

化を図ることができた。

B 相談件数は横ばいないし微増

傾向にあり、第２期成年後見

制度利用促進計画にも位置付

けられていることから今後も増加

する見込みであるが、複合的な

課題を抱えるケースが多く各ケー

スの支援時間が増加し、十分な

新規相談に係る時間が確保で

きず慢性的な待機が起きてい

る。

R５年度 引き続き地域生活支援員の確保に努めるととも

に、各種研修会の開催及び参加を通して質の高

いサービス提供ができる体制を目指す。また、業

務の標準化に引き続き取り組み専門員の負担

軽減を図り、十分な新規相談に係る時間の確保

に努める。併せて本事業の広報に努め、本事業

の理解を促進し、効率的な相談支援ができるよ

う取り組みを進める。

② 日常生活自立支援

事業（地域福祉権

利擁護事業）

判断能力が充分でない障がいの

ある人が、地域で安心した生活

を送れるように、日常的な相談

や援助、財産の保全・管理等の

サービスを行う日常生活自立支

援事業（地域福祉権利擁護

事業）の周知・普及を図りま

す。

日常生活自立

支援事業経費

健康福祉政策

課

障がい福祉課

（企画調整

班）

基本目標 障がいへの理解促進と権利擁護

分野別施策 差別の解消及び権利擁護の推進

施策の方向性 権利擁護の推進、虐待の防止

具体的な取り組み

① 権利擁護に関する啓

発

障がいのある人の人権尊重を図

り、障がい及び障がいのある人に

対する正しい理解を促進するた

め、障害者基本法や障害者権

利条約等の障がい者関係法令

の周知を図るほか、各種相談窓

口の紹介など、権利擁護に関す

る広報・啓発に努めます。

熊本市障がい

者理解促進事

業
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R４年度 引き続き、報酬助成及び市長申立の相談対応

について広報・啓発するとともに成年後見制度の

利用促進を図る。

また、「市民後見人養成講座」及び「市民後見

人任フォローアップ研修」も実施し、法人後見協

力員及び市民後見人の増加を目指す。

報酬助成について、実績は報酬助成47件、市

長申立案件20件となった。

「市民後見人養成講座」及び「フォローアップ研

修」を実施し、法人後見協力員及び市民後見

人の担い手を輩出することができた。

A 引き続き、報酬助成及び市長

申立について周知するとともに、

市民後見人養成を行っていく。

R５年度 引き続き、報酬助成及び市長申立の相談対応

について広報・啓発するとともに成年後見制度の

利用促進を図る。

また、「市民後見人養成講座」及び「市民後見

人任フォローアップ研修」も実施し、法人後見協

力員及び市民後見人の増加を目指す。

R４年度 障害者虐待等緊急一時保護実施要綱に沿っ

て、協力施設と協定を締結し、地域の支援体制

の構築を図る。

R3年度に制定した障害者虐待等緊急一時保

護実施要綱に基づき、1件の協力施設と協定を

締結した。また、当該要綱に基づき1件の緊急一

時保護を行った。

B 引き続き、虐待防止連絡会議

を開催するとともに、協力施設と

協定を締結することで、一時保

護の受け入れ先を確保する。

R５年度 障害者虐待等緊急一時保護実施要綱に沿っ

て、協力施設と協定を締結し、地域の支援体制

の構築を図る。

④ 虐待防止に関する取

組

障害者虐待防止法に係る広

報・啓発に努めるとともに、熊本

市障害者虐待防止センターを窓

口として、障がいのある人に対す

る虐待に関する通報等の受付け

や、虐待に関する啓発活動、障

害福祉サービスを実施する事業

者に対しては指導の強化を行

い、障がい者虐待の防止とその

解消を図ります。また、熊本市

障がい者虐待防止連絡会議に

おいて、情報の共有と関係機関

の連携強化を図ります。

障がい福祉課

（地域生活支

援班

③ 権利擁護に対する支

援（成年後見制

度）

障がいのある人の権利を保護す

るため、成年後見制度利用支

援が必要な方の申立手続きを

行います。

また、後見等の業務を適正に行

うことができる法人後見人及び

市民後見人の育成に取り組み、

障がいのある人の権利擁護に関

する相談支援体制の強化を図り

ます。

障がい福祉課

（地域生活支

援班）
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

障がいに対する正しい知識を持ち、よりよい支援・

市民サービスを提供できる職員を育成するため、

福祉疑似体験等理解を深められる研修を検

討、実施していく。

庁内掲示板等を用いて情報発信を行っていく。

新規採用職員に対し、障がい者サポーター研修

を行うとともに、全職員を対象とした「障がいについ

ての意識調査」を実施し、障がいに関する理解促

進を図った。

A 職員に対する障がいや障がい者

についての正しい理解や支援方

法について効果的な啓発方法を

検討していく。

熊本市障がい

者理解促進事

業

障がい福祉課

（企画調整班

・新規採用職員研修時に福祉疑似体験、講演

会を実施する

・新規採用職員へ動画配信による研修を実施す

る。

・障がいのある職員対応研修（※障がいのある

職員が配属されている管理職及び主査級・指導

員向け）を実施する。

・新規採用職員研修時に福祉疑似体験、講演

会を実施した。

・新規採用職員研修時に動画配信による研修

を実施した。

・障がいのある職員が配属されている管理職及び

主査級・指導員に向けて、障がいのある職員対

応研修を実施した。

A 継続して実施する。より効果的

な研修方法を検討していく。

新規採用職員

採用時研修等

人材育成セン

ター

職員が障がい者への正しい知識や具体的な支

援についての理解を深めることができるように、福

祉疑似体験を組み込んだ研修を実施する。その

ほか動画研修についても検討していく。

また、研修以外にも庁内掲示板等でも情報発

信を行っていく。

熊本市障がい

者理解促進事

業

障がい福祉課

（企画調整班

・新規採用職員研修時に福祉疑似体験、講演

会を実施する。

・各階層別研修時に動画配信による研修を実

施する。

・障がいのある職員が配属されている管理職及び

主査級・指導員向けに、障がいのある職員対応

研修を実施する。また、任意参加者も募集する。

新規採用職員

採用時研修等

人材育成セン

ター

具体的な取り組み

① 職員等への啓発・資

質の向上

福祉疑似体験などを含んだ職

員研修や障がい者サポーター研

修会を通して、障がい当事者と

直接交流することにより、障がい

のある人についての正しい知識と

具体的な支援のあり方について

の理解を深めます。

R４年度

R５年度

基本目標 障がいへの理解促進と権利擁護

分野別施策 差別の解消及び権利擁護の推進

施策の方向性 行政等における合理的配慮の充実
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課具体的な取り組み

全職員に対して障害者差別解消法の周知を行

い、職員対応要領及びその他ハンドブック等を用

いた研修等を通じて啓発を図る。

全職員を対象とした「障がいについての意識調

査」を実施し、障害者差別解消法や具体的な

配慮の方法等について周知啓発に取り組んだ。

A 障害者差別解消法及び職員対

応要領について、全職員に対し

て、研修等を通じた周知啓発を

図っていく。

障がい者差別

解消推進経費

障がい福祉課

（企画調整

班）

段差解消が要検討とされた投票所について、必

要に応じ施設管理者や地域自治会との意見交

換も行い投票環境の整備に取り組んでいく。

段差解消が必要とされた投票所については、必

要に応じ区選管から施設管理者に今後の整備

計画等の聞き取りを行った。

A 段差解消が必要とされる投票所

については、段差の形状に応じた

段差解消スロープの設置、人的

介助等、投票環境の整備を継

続する。

参議院議員選

挙経費

市長選挙経費

統一地方選挙

経費

選挙管理委員

会事務局

引き続き主査級、課長級の昇任者研修等にお

いて差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の周

知を図る。障がいのある新規採用職員の職場訪

問面談等機会を通して、働きやすい環境づくりを

行う。

・主査級及び課長級の昇任者研修等で差別的

取り扱いの禁止及び合理的配慮について周知を

図った。

・障がいのある新規採用職員等の職場訪問・面

接を実施し、合理的配慮について理解啓発を

図った。

A 引き続き、研修や職場訪問等の

機会を利用し、合理的配慮の

周知を図る。

人事課

採用試験問題及び解答用紙の拡大やルビ振

り、座席配置、受験者本人の要望等、受験者そ

れぞれの障がいの種類や程度に応じた配慮を行

う。

筆記試験の際の別室受験や障がいに応じた座

席配置、また、面接時に就労支援機関の職員の

同席を認めるなど障害特性への配慮を行った。

A 引き続き障害特性への配慮を

行う。

採用試験 人事委員会事

務局

障害者差別解消法及び職員対応要領につい

て、全職員に対して研修等を通じた周知啓発を

図っていく。

障がい者差別

解消推進経費

障がい福祉課

（企画調整

班）

熊本県点字図書館に登録されている方を対象

に、候補者の政策等を音声で入力した選挙公

報音声CDを作成し、発送する。また段差解消が

必要な投票所においては、引き続き段差解消ス

ロープの設置や人的介助等の投票環境の整備

に取り組んでいく。

統一地方選挙

経費

県知事選挙経

費

選挙管理委員

会事務局

引き続き主査級、課長級の昇任者研修等にお

いて差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の周

知を図る。障がいのある新規採用職員の定期的

な面談等により、働きやすい環境づくりに努める。

人事課

採用試験問題及び解答用紙の拡大やルビ振

り、座席配置、受験者本人の要望等、受験者そ

れぞれの障がいの種類や程度に応じた配慮を行

う。

採用試験 人事委員会事

務局

② 行政サービス等におけ

る差別的取扱いの禁

止及び合理的配慮

の徹底

　障がいを理由とする差別の解

消の推進に関する対応要領

（職員対応要領）に関する研

修・周知を行い、障がいのある人

に対し、職員による障がいを理

由とした不当な差別的取扱いを

禁止し、窓口その他の行政サー

ビスにおいて配慮するほか、以下

の点についても障がいのある人へ

の配慮の徹底に努めます。

・催事における合理的配慮

　障がいのある人が参加する催

事においては、障がいの特性に

応じた情報提供やコミュニケー

ションに配慮するよう努めます。

・選挙における合理的配慮

　熊本市の選挙においては、熊

本県点字図書館に登録されて

いる有権者に、候補者等を紹介

する点字版や音声CDを送付し

ます。また、選挙人が自ら投票

所に足を運び投票できるよう可

能な限りバリアフリーの施設を選

定し、点字の候補者名簿、点

字器、車椅子用記載台を設置

するなど投票環境を整備し、代

理投票や不在者投票の案内を

行うなど、障がいのある人への配

慮を行います。

・職員採用時の合理的配慮

　市職員採用試験の際は、障が

いのある人に配慮した対応に努

めます。また、採用後は職場環

境の改善や職員の理解啓発に

より、働きやすい条件整備を行

います。

R４年度

R５年度

21 ページ



2

1

（1）

プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

R４年度 障がい者相談支援センターと連携し、引き続き地

域の体制づくりを進める。また、不足する緊急時

の受入れ・対応、体験の機会・場の提供の機能

についても対応ができる施設を確保するための検

討を進めていく。

障がい者相談支援センターと連携し、相談支援

及び地域の体制づくりを進めることができた。また、

取り組みが停滞している緊急時の受入対応、体

験の機会・場の提供の機能について、今後の進

め方等についての検討を進めた。

B 引き続き、緊急時の受入れ・対

応、体験の機会・場の提供の機

能について、検討を進めていく。

R５年度 障がい者相談支援センターを地域生活支援拠

点の中核として位置づけ、相談支援及び地域の

体制づくりを進めていく。また、緊急時の受入れ・

対応、体験の機会・場の提供の機能について

は、障がい者相談支援センターと連携して、あり

方について検討を進めていく。

R４年度 共同生活援助事業所への参入勧奨を行い、指

定事業所数の増加を図るとともに、計画相談支

援を実施する中で、施設入所者等の地域移行

を進めていく。

共同生活援助事業所への参入勧奨を行い、指

定事業所数の増加を図り、R4年度は新たに6事

業所を指定した。また、計画相談支援を実施す

る中で、施設入所者等の地域移行を図った。

A 共同生活援助事業所への参入

勧奨を行い、指定事業所数の

増加を図るとともに、計画相談

支援を実施する中で、施設入

所者等の地域移行を進めてい

く。

R５年度 R5年度についても、共同生活援助事業所への

参入勧奨を行い、指定事業所数の増加を図ると

ともに、計画相談支援を実施する中で、施設入

所者等の地域移行を進めていく。

② グループホームの利用

促進

地域で自立した生活が送れるよ

うに、グループホームの利用を促

進します。利用促進にあたって

は、利用者のニーズをもとに計画

的に施設整備することにより、障

がいのある人の地域での住まい

の確保に努めます。

介護給付費等

支給決定事務

障がい福祉課

（自立支援

班）

障がい福祉課

（企画調整

班）

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 利用者本位の地域生活支援

施策の方向性 施設等から地域生活への移行支援

具体的な取り組み

① 地域生活支援拠点

等の整備

障がいのある人の高齢化や障が

いの重度化、さらには親なき後も

見据え、障がいのある人やその

家族が地域で安心して生活でき

るよう、地域の社会資源を活用

して居住支援の機能（相談、

緊急時の受入れ・対応、体験の

機会・場の提供、専門的人材の

確保・養成、地域の体制づく

り）を備えた地域生活支援拠

点等の整備に取り組みます。
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障がい者相談支援センターにおいて、相談支援

事業所の後方支援や困難ケースへの対応、地

域支援員を中心とした地域の関係機関等のネッ

トワークづくりや理解促進の取り組みを進めてい

く。

障がい者相談支援センターを基幹相談支援セン

ターと位置づけて、専門性を必要とする困難ケー

スへの対応や各種相談に応じ、適切な支援を

行った。また、地域支援員を配置して地域の関

係機関のネットワークの構築等の体制づくりを進

めた。

A 引き続き、必要な支援を行うとと

もに、地域の相談機能の充実に

取り組んでいく。

相談支援事業

経費

障がい福祉課

（企画調整

班）

計画相談支援事業所及び障がい児相談支援

事業所を増やすために参入勧奨を行い、多くの

ケースを抱える相談支援専門員の負担を軽減し

提供するサービスの質の向上を図る。

障害福祉サービス事業者等に対して相談支援

事業への参入勧奨を行い、指定事業所数を７

事業所増やすことが出来た。また相談支援部会

を通じ、事業所同士の情報共有の場を設け、質

の確保を行った。

A 引き続き、計画相談支援事業

所及び障がい児相談支援事業

所の参入勧奨を行い、相談支

援専門員の負担軽減並びに質

の向上を図っていく。

①計画相談支

援事業

②障害児相談

支援事業

障がい福祉課

（自立支援

班）

障がい者相談支援センターにおいては、相談支

援事業所の後方支援や特に専門性を必要とす

る困難ケースに対応するほか、各センターに配置

する地域支援員において、地域の体制づくりを進

める。

また、地域の相談支援事業所の専門性の向上

を図りながら、体制づくりと機能の充実を促進す

る。

相談支援事業

経費

障がい福祉課

（企画調整

班）

前年度同様、相談支援事業への参入勧奨を行

うと同時に、既存事業者については、加算の取得

促進や関係機関等との連携強化を行うことで、

相談支援の向上を図っていく。

①計画相談支

援事業

②障害児相談

支援事業

障がい福祉課

（自立支援

班）

具体的な取り組み

① 相談支援事業の充

実

障がいのある人の日常生活や社

会参加を支援するため、障がい

種別に関わらず、身近な地域で

相談支援を受けることができるよ

う、相談支援事業所の周知に

努めるとともに、体制の整備と機

能の充実を促進します。また、相

談支援事業所と区役所、その

他相談窓口等の連携を図ること

で、総合的な相談支援体制の

提供に努めます。

市内9ヵ所に設置する熊本市障

がい者相談支援センターにおい

ては、相談支援事業所の後方

支援や特に専門性を必要とする

困難ケースに対応するほか、地

域支援員を配置して、地域の関

係機関や福祉関係者とのネット

ワークの構築、理解促進に関す

る取組を行います。

R４年度

R５年度

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 利用者本位の地域生活支援

施策の方向性 障がい特性に応じた相談・支援体制の充実
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R４年度 発達障がい者支援センターにおいて、各関係機

関と連携しながら、発達障がいのある人及びその

家族等に対する相談支援や発達支援、就労支

援等を実施する。

発達障がいのある人及びその家族等に対し、相

談支援や発達支援、就労支援等を行った。

A 今後も関係機関と連携を図り、

ニーズに沿った支援に努める。

R５年度 引き続き、発達障がい者支援センターにおいて、

発達障がいのある人及びその家族等に対し、相

談支援や発達支援、就労支援等を行う。

R４年度 引き続き熊本県難病相談・支援センターや患者

会などの当事者団体等と連携し、Webを活用し

た関係者への研修や相談会、講演会等の実施

を継続して行っていく。また、新型コロナ感染症の

感染状況に留意しながら、訪問相談事業も再

開していく。

難病相談・支援センターや患者会などの当事者

団体と連携し、医療講演会・相談会を3回、訪

問相談員育成研修会を1回開催した（Webま

たはハイブリッド開催）。

その他、市政だよりによる広報や患者会パネル展

示など様々な機会において啓発活動を行った。ま

た、訪問相談事業を1回実施した。

A 研修会・相談会については、

Web活用等により、新型コロナ

対策や患者の病状に応じた参

加方法がとれるよう進めていく。

また、訪問相談事業も実施して

いく。

R５年度 引き続き、熊本県難病相談・支援センターや患

者会などの当事者団体等と連携し、Webを活用

した関係者への研修や相談会、講演会等の実

施を継続して行っていく。また、訪問相談事業も

実施する。

R４年度 高齢者は障がいのみならず、多様な問題を抱え

ている場合が多い。引き続き、障がい者相談支

援センターと地域包括支援センター等の関係機

関との連携に努める。

個別ケースの支援を通して、障がい者支援セン

ターと地域包括支援センターの連携を強化するこ

とができた。

A 引き続き、障がい者相談支援セ

ンターと地域包括支援センターの

連携強化に努める。

R５年度 連携をより強化するため、障がい者相談支援セン

ターと地域包括支援センターとの合同研修会を

開催し、連携した支援の事例を共有するほか、

「お互いのことが分かる関係づくり」に取り組む。

④ 障がいのある高齢者

に対する支援

障がいのある高齢者が必要な支

援を切れ目なく受けられるよう、

障がい者相談支援センターと地

域包括支援センター（通称　高

齢者支援センターささえりあ）※

等の関係機関との連携に努めま

す。また、新たに設けられた共生

型サービス※の導入により、介護

保険サービスの円滑な利用につ

いて検討します。

- 高齢福祉課

② 発達障がい者に対す

る支援

発達障がい者支援センターにお

いて、発達障がいのある人及び

その家族等に対し、相談支援や

発達支援、就労支援等を行い

ます。

発達障がい者

支援センター運

営事業経費

こども発達支援

センター

③ 難病患者に対する支

援

熊本県難病相談・支援センター

において、難病患者やその家族

の日常生活や就労についての相

談、医療講演会や患者・家族

交流会の開催など、必要な情報

の提供や支援を行います。

難病相談支援

センター事業

医療政策課
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家族が抱えるニーズの多様化に加え、増加する

相談件数に対応できるよう、業務整理や関係機

関との連携に努め、相談支援の充実を図る。

こどもやその家族からの相談について、電話相談

5,241件、来所相談3,869件、園・学校等への

訪問43件対応した。

A 相談は増加傾向であるため、関

係機関との連携により早期支援

が行えるよう相談支援体制の整

備を行う。

子ども発達支

援センター運営

経費

こども発達支援

センター

引き続き、家族が抱える多様なニーズに対応でき

るよう、相談対応に取り組む。

家族・親族からの相談について、以下のとおり対

応。

電話相談件数（延）7,938件中567件

来所相談（延）413件中115件

訪問相談（延）253件中1件、合計683件

A 今後も相談対応を行っていく。 精神保健相談

支援事業経費

こころの健康セ

ンター

引き続き、家族が抱える多様なニーズに対応でき

るよう、相談対応や関係機関と連携した支援に

取り組む。

子ども発達支

援センター運営

経費

こども発達支援

センター

引き続き、相談対応に取り組む。 精神保健相談

支援事業経費

こころの健康セ

ンター

引き続き、熊本県肢体不自由児協会等の障が

い者団体に対し、運営費の一部助成を行う。

団体が企画した事業（聴覚障がい者に対する

情報文化事業等）が円滑に実施できるよう事

業費の一部補助を行う。

計７団体へ補助金の交付を行った。

補助金の交付対象となる運営費や事業費の実

績報告書にて、活動内容や参加者数等の確認

を行った。

A 今後も充実した活動が継続でき

るよう必要な支援を行う。

障がい福祉団

体助成

障がい福祉課

（総務班）

引き続き、精神保健家族教室（年12回）を開

催する。また、サービスを必要としている市民が新

たに家族教室に参加できるよう、周知を図ってい

く。

精神保健家族教室は8月以外毎月開催。（8

月は新型コロナウイルスの感染拡大により中止）

偶数月は市職員も参加し、家族会との連携を図

ることができ、その場で家族相談を受け付けること

もできた。家族相談では社会資源や制度などの

情報提供を行うことができた。

A 引き続き家族教室での家族相

談や、電話・面接等にて家族相

談を継続して行っていく。

精神保健対策

経費

こころの健康セ

ンター

引き続き、熊本県肢体不自由児協会等の障が

い者団体に対し、運営費の一部助成を行う。

団体が企画した事業（聴覚障がい者に対する

情報文化事業等）が円滑に実施できるよう事

業費の一部補助を行う。

障がい福祉団

体助成

障がい福祉課

（総務班）

引き続き、精神保健家族教室（年12回）を開

催する。また、サービスを必要としている市民が新

たに家族教室に参加できるよう、周知を図ってい

く。

精神保健対策

経費

こころの健康セ

ンター

⑥ 家族会・当事者会の

活動支援

障がいのある人やその家族が当

事者の視点に立った相談支援を

行うことで、より当事者の課題を

解決できるよう各家族会・当事

者会と連携し、その活動の支援

を図ります。

R４年度

R５年度

⑤ 家族に対する支援 乳幼児期から成人期、親なき後

まで、家族が抱える多様なニーズ

に対応できるよう、相談支援を

充実させるとともに、家族の負担

を軽減するための支援の充実を

図ります。

R４年度

R５年度
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R４年度 各部会にて発見した課題等について、障がい者

自立支援協議会で全体共有・協議していく。ま

た、障害者施策推進協議会でも、地域の現状

及び課題について協議・共有を図る。以上のこと

を通じて、関係機関や当事者団体の連携強化

に努める。

障がい者自立支援協議会や障害者施策推進

協議会を開催するとともに、4つの部会において年

間を通じて意見交換を行った。

各協議会で、関係機関の支援体制や地域の現

状、地域課題について共有した。

A 引き続き、各協議会を開催する

ことで関係機関との連携を図り、

支援体制の拡充に努める。

R５年度 障がい者自立支援協議会や各部会、障害者施

策推進協議会などで、地域の現状や地域課題

について協議・共有し、関係機関や当事者団体

の連携強化に努める。

R４年度 引き続き、身体障がい者相談員及び知的障がい

者相談員を選任し、地域における身近な相談窓

口体制の確立を目指す。

身体障がい者相談員及び知的障がい者相談員

を選任するとともに「ふくしのしおり」等で周知し、

地域の身近な相談窓口体制を確立した。

A 今後も事業を継続し、地域にお

ける身近な相談窓口体制を維

持する。

R５年度 身体障がい者相談員及び知的障がい者相談員

を選任し、地域における身近な相談窓口体制の

確立を目指す。相談員に対して、相談状況に関

する対応状況を調査し、必要に応じて情報提供

ができるよう務める。

R４年度 会長研修会、大学講座、全体研修会、新任者

研修会、主任児童委員研修会など、様々な機

会を通し、資質の向上を目指す。

動画視聴研修と集合研修を組み合わせたハイブ

リッド研修として、市民児協にて熊本市民生委

員・児童委員大学講座を開催するなど、感染対

策も含め、仕事をしている方でも研修に参加しや

すい環境を作るためにICTを活用した研修を行っ

た。

B 参加しやすい研修のあり方とし

て、動画視聴と集合研修を組み

合わせた形式での研修会の実

施や、各種研修をビデオ録画

し、記録や配信をすることで民生

委員が学べる機会を確保できる

ようにデジタル活用をしていく。

R５年度 引き続き、会長研修会、大学講座、全体研修

会、新任者研修会、主任児童委員研修会な

ど、様々な機会を通し、さらなるICTの活用を推

進しながら、民生委員の資質の向上を目指す。

⑨ 民生委員・児童委員 地域に密着した身近な相談者と

して気軽に相談ができるよう、研

修や啓発を通じて資質の向上を

図ります。

民生委員活動

等経費

健康福祉政策

課

①相談支援事

業経費

②地方障害者

施策推進協議

会経費

障がい福祉課

（企画調整

班）

⑧ 身体障がい者及び知

的障がい者相談員

障がいのある人の生活全般や福

祉サービス利用などについての相

談支援を行います。

障がい者相談

員設置経費

障がい福祉課

（地域生活支

援班）

⑦ 関係機関・団体との

連携による支援体制

の充実

支援機関や関係機関・団体、

有識者などで構成する各種協

議会を設置し、本市の現状や、

各機関における課題や情報を共

有したうえで、本市の支援の方

向性等を協議し、障がいのある

人の支援体制の充実に努めま

す。
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障がい福祉計画・障がい児福祉計画や当事者

や関係機関等からのニーズに基づいて、計画的に

施設整備を進める。

障がい福祉計画・障がい児福祉計画に基づき対

象施設の選定を行い、施設整備を行う法人に対

し、補助金の交付を行った。

A 引き続き、障がい福祉計画・障

がい児福祉計画や当事者の

ニーズに基づき、施設整備対象

施設を選定し、計画的に施設

整備を進める。

障害者社会福

祉施設整備費

助成

障がい福祉課

（企画調整

班）

事業所数が不足するサービスについては、既存事

業者に対し開設を促すなど、利用者の選択の幅

を広げ利便性の向上を図る。

障がい者福祉計画・障害児福祉計画に基づく指

定件数に加え、利用者のニーズに沿ったサービス

の指定を行った。

また、H30年度法改正時に追加された就労定

着支援の利用も徐々に増加している。

A 障害者（児）の支給決定者数

等の把握を行い、利用者のニー

ズに沿った事業所数の確保に努

める。

障がい福祉課

（自立支援

班）

引き続き、家庭から排出される廃棄物を収集場

所まで持ち出すことが困難な世帯に対し、廃棄

物の処分の支援を図る。

収集場所までごみ出しが困難な世帯に対し、必

要な支援を実施することができた。

また、案内チラシを活用し、関係部署を通じて広

く周知することができた。

実施内訳（R3→R4）

身体対象者:160件→161件（1件増）

精神対象者:4件→6件（2件増）

療育対象者:0件

A 令和5年度も案内チラシ等を通

じて、サービスが必要な方へ情報

が届くよう周知に取り組む。

廃棄物計画課

障がい福祉計画・障がい児福祉計画や当事者

等のニーズに基づいて、計画的に施設整備を進

める。

障害者社会福

祉施設整備費

助成

障がい福祉課

（企画調整

班）

引き続き、利用者のニーズ等を踏まえた事業所

数の確保を行い、利用者の選択の幅の確保に努

める。

障がい福祉課

（自立支援

班）

引き続き、家庭から排出される廃棄物を収集場

所まで持ち出すことが困難な世帯に対し、廃棄

物の処分の支援を図る。

- 廃棄物計画課

具体的な取り組み

① 障害福祉サービス等

の円滑な提供

障害者総合支援法及び児童福

祉法に基づく障害福祉サービス

等や地域生活支援事業の提供

基盤の充実を図るとともに、新た

に設けられた自立生活援助や就

労定着支援等のサービスについ

て、円滑な提供に努めます。併

せて、本市が特に推進する障害

福祉サービスを実施する事業者

に対する施設整備の補助につい

ても、熊本市障がい福祉計画・

熊本市障がい児福祉計画に基

づいて、計画的に進めるととも

に、その施設の選定にあたって

は、多核連携都市の実現のた

め、熊本市立地適正化計画に

ついても考慮するものとします。

また、ごみ出しが困難な世帯を

対象に玄関先までごみ収集に伺

う「ふれあい収集」などの実施に

より、障がいのある人の日常生

活を支援します。

R４年度

R５年度

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 利用者本位の地域生活支援

施策の方向性 生活を支援する障害福祉サービス等の充実
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R４年度 障害福祉サービス等情報公表制度については、

事業所の新規指定の際に登録を促し、その後は

毎年1回の更新作業を行う必要があるため、全

サービス事業所が正確な情報を発信できるよう更

新作業の勧奨を行う。

また、事業者と連携を図り、サービスの質の向上

及び苦情解決に努める。

情報公表制度については、専任の職員を配置し

登録後の情報管理や更新作業の勧奨に努める

ことができたため、正確な情報の発信に繋がった。

また、本市へ寄せられた事業所に対する苦情も

事業者に共有を図ることで、サービスの質の向上

に繋げることが出来た。

A 情報公表制度について正確な

情報を素早く発信できるよう努

め、苦情解決体制の充実につい

ては、障害者（児）の理解促

進を行うとともに、サービスの質の

向上を図る。

R５年度 引き続き、情報公表制度について正確な情報を

素早く発信できるよう努め、苦情解決体制の充

実については、障害者（児）の理解促進を事業

者に対し行うとともに、サービスの質の向上を図

る。

② 障害福祉サービス事

業所の質の向上

障害福祉サービス事業者の第

三者評価の受審及び評価結果

の公表を促進するとともに、障害

福祉サービス等情報公表制度

の活用により、障害福祉サービス

等を利用する障がいのある人等

が個々のニーズに応じて必要な

サービス事業所を選択できるよう

に努めます。

また、障がいのある人が事業者と

対等な関係で意見や苦情を伝

えられ、それがサービスの質の向

上に反映される環境づくりを促

進し、各施設における苦情相談

窓口と苦情解決体制の充実を

図ります。

- 障がい福祉課

（自立支援

班）
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

障がい者相談支援センターと連携し、地域の住民

や学校に対して出前講座を行うなど障がいの理解

啓発活動を行う。また、地域支援員を中心とした

地域の相談支援体制や、障害福祉サービス等の

提供基盤を充実させる。

障がい者相談支援センターに地域支援員を配置

するなど、地域の相談支援体制を充実させ、地域

で安心して暮らすことが地域住民への障がいの理

解啓発活動を行った。

A 関係機関と連携し、精神障がい

のある人が暮らしやすい地域づく

りを進めるため、さらに地域住民

への障がいの理解啓発活動を行

う。

相談支援事業

経費

障がい福祉課

（企画調整

班）

共同生活援助事業所への参入勧奨を行い、指

定事業所数の増加を図るとともに、計画相談支

援を実施する中で、施設入所者等の地域移行を

進めていく。

共同生活援助事業所への参入勧奨を行い、指

定事業所数の増加を図り、R4年度は6事業所

指定した。また、計画相談支援を実施する中で、

施設入所者等の地域移行を図った。

B 共同生活援助事業所への参入

勧奨を行い、指定事業所数の

増加を図るとともに、計画相談支

援を実施する中で、施設入所者

等の地域移行を進めていく。

共同生活援助 障がい福祉課

（自立支援

班）

引き続き地域移行支援（個別給付）の制度の

啓発および、制度利用による退院支援を図ってい

く。

精神科病院と相談支援事業所の連携促進の機

会を作っていく。

毎月コアメンバー会議を開催し、その会議内容を

区部会や全体部会等に反映させることで、地域

移行支援の取組みの把握及び課題の共有を行っ

ていく。

コアメンバー会議は毎月開催し、区部会や全体

会に反映させることで、課題共有や取組をスムー

ズに図ることができた。病院や相談支援事業所に

対しても全体会を通じて啓発や連携の機会を持

つことができた。

A 地域移行支援制度の利用につ

いて課題や問題点を洗い出し、

利用促進を目指す。

精神障害者地

域生活移行支

援事業

こころの健康セ

ンター

障がい者相談支援センターや地域活動支援セン

ターにて、地域住民へ出前講座を行うなど障がい

の理解啓発活動を行うとともに、地域の相談支援

体制や障害福祉サービス等の提供基盤を充実さ

せる。

相談支援事業

経費

障がい福祉課

（企画調整

班）

引き続き、共同生活援助事業所への参入勧奨を

行い、指定事業所数の増加を図るとともに、計画

相談支援を実施する中で、施設入所者等の地

域移行を進めていく。

共同生活援助 障がい福祉課

（自立支援

班）

引き続き、地域移行支援（個別給付）の制度

の啓発および、制度利用による退院支援を図って

いく。

精神科病院と相談支援事業所の連携促進の機

会を作っていく。

毎月コアメンバー会議を開催し、その会議内容を

区部会や全体部会等に反映させることで、地域

移行支援の取組みの把握及び課題の共有を行っ

ていく。

精神障害者地

域生活移行支

援事業

こころの健康セ

ンター

具体的な取り組み

① 地域生活への移行支

援

精神障がいのある人が住み慣れ

た地域の一員として自分らしい暮

らしをすることができるよう、相談

支援体制や障害福祉サービス等

の提供基盤を充実させます。

R４年度

R５年度

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 利用者本位の地域生活支援

施策の方向性 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築
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R４年度 入所施設や病院への訪問による相談、障害福祉

サービス事業所等への同行支援、住居を確保す

るための入居支援、連絡体制や緊急対応など、

地域移行・地域定着に向けた取組を図る。そのた

めに必要な支給決定処理を遅滞なく迅速に行う

よう努める。

精神障害者地域生活移行支援事業所と連携

し、課題の共有を図った。

A 地域移行支援の支給決定まで

利用者の意欲が低下しないよう

迅速な支給決定を行う必要があ

る。

R５年度 入所施設や病院への訪問による相談、障害福祉

サービス事業所等への同行支援、住居を確保す

るための入居支援、連絡体制や緊急対応など、

地域移行・地域定着に向けた取組を図る。そのた

めに必要な支給決定処理を遅滞なく迅速に行う

よう努める。

R４年度 精神障がいのある人にも対応可能な地域包括ケ

アシステムを構築するための検討会を実施する。

協議の場の活用に関する国の会議へ参加する。

新たな協議の場の進捗確認を行う。

アドバイザーを配置しており毎月会議を開催し方

針のすり合わせを行った。国の会議にも出席し内

容はコアメンバー会議で共有した。リモート会議も

積極的に活用し定着させた。

A リモートも積極的に活用しながら

協議の場を確保する。

R５年度 精神障がいのある人にも対応可能な地域包括ケ

アシステムを構築するための検討会を実施する。

協議の場の活用に関する国の会議へ参加する。

新たな協議の場の進捗確認を行う。

R４年度 引き続き、ピアサポート講演会やピアサポート講座

を行うとともに、相談対応・普及啓発に取り組む。

ピアサポート講演会は18人が参加した。また、ピア

サポート講座は、延べ25人が参加した。

A 今後も普及啓発事業を実施す

る。

R５年度 引き続き、相談対応・普及啓発に取り組む。

④ ピアサポータ―の活動

支援

精神障がいのある人が自らの経

験を生かして相談や支援を行うピ

アサポートの普及・啓発に努め、

フォローアップの研修を行うことで、

ピアサポーターの活動を支援しま

す。

社会復帰支援

事業経費

こころの健康セ

ンター

② 地域移行支援・地域

定着支援

入所施設や病院への訪問による

相談、障害福祉サービス事業所

等への同行支援、住居を確保す

るための入居支援、連絡体制や

緊急対応など、地域移行・地域

定着に向けた取組を推進しま

す。

地域相談支援

事業

障がい福祉課

（自立支援

班）

③ 保健・医療・福祉関

係者等による協議の

場の設置

精神障がいのある人を地域で支

える環境を整備するため、協議の

場を設置し、精神障がいにも対

応した地域包括ケアシステムの構

築について検討を進めます。

精神障害者地

域生活移行支

援事業

こころの健康セ

ンター
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R４年度 引き続き、ピアサポーターグループの育成、活動支

援を行う。

また、新型コロナ感染症の感染状況に留意しなが

ら、対面もしくは電話等にて家族相談を受け付

け、対応していく。

新型コロナ感染症流行により、病院での活動や個

別の活動も中止となったため、病院からの依頼は

無かった。地域移行支援部会全体部会の中で普

及啓発活動を実施した。月1回の連絡会は新型

コロナ感染症の影響による中止となった月もあった

が、ピアサポーターのモチベーション維持の意味合い

も含め実施した。

A 今後は新型コロナ感染症の影響

も少なくなると予想されるため、ピ

アサポーター活動の場につながる

よう普及啓発活動を行っていく。

R５年度 引き続き、ピアサポーターグループの育成、活動支

援を行う。

対面もしくは電話等にて家族相談を受け付け、対

応していく。

R４年度 引き続き家族会と連携した相談支援を行う。

新型コロナ感染症の感染状況に留意しながら、面

接・訪問等による家族相談への対応を行い、必

要に応じて家族会と連携していく。

精神保健家族教室は8月以外毎月開催した。

（8月は新型コロナウイルスの感染拡大により中

止）偶数月は市職員も参加し、家族会との連携

を図るとともに、その場で家族相談を受け付けるこ

とができた。家族相談では社会資源や制度などの

情報提供を行った。

A 引き続き家族教室での家族相

談や、電話・面接等にて家族相

談を継続して行っていく。

R５年度 引き続き家族会と連携した相談支援を行う。

面接・訪問等による家族相談への対応を行い、

必要に応じて家族会と連携していく。

⑥ 家族に対する支援 家族教室や訪問指導等を通し

て、家族への支援を実施します。

‐ こころの健康セ

ンター

⑤ 当事者交流・活動の

支援

精神障がいのある人の相互交流

と社会参加を促すために、自主

組織の支援や日中活動・交流の

場の情報提供を行い、社会復

帰への支援に努めます。

精神障害者地

域生活移行支

援事業

こころの健康セ

ンター
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R４年度 視覚や聴覚に障がいのある方等の意思疎通支

援を行う手話通訳奉仕員、手話通訳者、要約

筆記者、盲ろう者通訳・介助員、点訳・朗読

（音訳）奉仕員の養成を行う。

新型コロナウイルス感染症の感染防止を図りなが

ら、視覚や聴覚に障がいのある方等の意思疎通

支援を行う手話通訳奉仕員（修了者24名）、

手話通訳者（修了者5名）、要約筆記者（修

了者8名）、盲ろう者通訳・介助員（修了者9

名）、点訳・朗読（音訳）奉仕員（修了者15

名）の養成を行った。

A 引き続き、視覚や聴覚に障がい

のある方等の意思疎通支援を

行う手話通訳奉仕員、手話通

訳者、要約筆記者、盲ろう者通

訳・介助員、点訳・朗読（音

訳）奉仕員の養成を継続する。

R５年度 視覚や聴覚に障がいのある方等の意思疎通支

援を行う手話通訳奉仕員、手話通訳者、要約

筆記者、盲ろう者通訳・介助員、点訳・朗読

（音訳）奉仕員の養成を行う。

令和２年度から実施できない状況が続いているこ

とから、今後の事業実施について、県との協議も

含め検討していく。

難病患者等ホームヘルパー養成研修について、

県と共同で開催していたが、令和2年度から実施

できない状況が続いており、令和4年度からは県

は当該研修会の開催はしない方針となった。

C 令和２年度から実施できない状

況が続いていることから、今後の

事業実施について、県との協議

も含め検討していく。

難病患者等

ホームヘルパー

養成研修経費

医療政策課

引き続き、他課の主催する研修の企画運営に協

力する。また、事業者間の連携が進むよう、意見

交換の場を作るとともに、職員の資質の向上を図

る。

他課が主催する障害児通所支援事業所等を対

象とする研修会の運営に協力した。また、各区支

援者ネットワークで企画する研修会の中で、福祉

関係施設や園・学校等による意見交換の場を設

けた。

A 研修会の周知を積極的に行い、

事業者等の参加を呼び掛ける。

地域療育関連

経費

子ども発達支援

センター

令和２年度から実施できない状況が続いているこ

とから、今後の事業実施について、県との協議も

含め検討していく。

医療政策課

引き続き、他課の主催する研修会の企画運営に

協力する。また、各区支援者ネットワークで企画

する研修会の中で、関係機関の連携による支援

の実践を共有する場を設ける。

子ども発達支援

センター

② 福祉に携わる職員の

資質の向上

障害福祉サービス事業者等を対

象に、障がいや障がいのある人に

ついての正しい知識と理解の啓

発や、サービス提供に係る技術

的な支援や質の向上を図るため

の研修を実施し、職員の資質の

向上を図ります。

また、難病患者等の多様なニー

ズに対応するため、難病患者等

ホームヘルパー養成研修を行い

ます。

R４年度

R５年度

障がい福祉課

（総務班）

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 利用者本位の地域生活支援

施策の方向性 福祉に携わる人材の育成

具体的な取り組み

① 社会参加等を支援す

る人材の育成

障がいのある人のコミュニケーショ

ンや社会参加を支援するため、

手話通訳者や要約筆記者、盲

ろう者通訳・介助員や点訳・朗

読（音訳）奉仕員の養成を行

います。

①手話通訳奉

仕員養成事業

②手話通訳者

養成事業

③要約筆記者

養成事業

④盲ろう者通

訳・介助員養

成事業

⑤点訳・朗読

（音訳）奉仕

員養成事業
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課具体的な取り組み

R４年度 職場環境等が整っている対象事業所に対し、福

祉・介護職員処遇改善加算の算定を適切に行

い、取得促進を図る。

取得希望事業者からの問い合わせ等に対し、計

画書等の記載方法を丁寧に説明することで、取

得促進を促した。

A 今後も職場環境等が整っている

対象事業所に対し、福祉・介護

職員処遇改善加算及び福祉・

介護職員特定処遇改善加算の

取得促進を図る。

R５年度 引き続き職場環境等が整っている対象事業所に

対し、福祉・介護職員処遇改善加算の算定を適

切に行い、取得促進を図る。

引き続き介護予防・日常生活支援総合事業の

生活援助型訪問サービスに従事する新たな担い

手の育成のための養成研修を、研修のノウハウを

有する事業者へ委託して実施する。

各回定員20人×5回（定員100人）にて養成

研修を実施。参加者51人中、研修修了者50

人。

そのうち8人がヘルパー、5人がその他の介護職と

して就労した。

A 受講率50％、福祉分野への就

労率13％程度であるため、受講

率を上げるため、広報及び関係

機関との連携を強めていく必要が

ある。

①（特）基準緩

和型訪問サービス

研修経費

②介護職員実務

者研修業務委託

③熊本市地域再

犯防止推進モデル

事業に係る介護初

任者研修

介護保険課

介護福祉士実務者研修講座を受講料無料で

開講し、人材の育成と確保を促進する。

申込者11人に対し、6人を候補者として選考を

行い候補者6人を訓練生として採用した。受講

者が６人と伸び悩んだものの、６人全員が修了

し、介護系の職種に１人が就職した。

A 引き続き、広報に取り組むことで

受講者の増加を図り、介護人材

の輩出に努める。

①介護職員初任

者研修業務委託
雇用対策課

介護予防・日常生活支援総合事業の生活援助

型訪問サービスに従事する新たな担い手の育成

のための養成研修を、研修のノウハウを有する事

業者へ委託して実施する。

①（特）基準緩

和型訪問サービス

研修経費

②介護職員実務

者研修業務委託

③熊本市地域再

犯防止推進モデル

事業に係る介護初

任者研修

介護保険課

介護職員初任者研修講座を受講料無料で開

講し、人材の育成と確保を促進する。

①介護職員初任

者研修業務委託
雇用対策課

‐ 障がい福祉課

（自立支援

班）

④ 介護分野の人材不

足への対応

訪問介護分野の人材不足は喫

緊の課題であるため、介護職員

実務者研修を通じて人材の育

成と確保を行います。また、関係

機関と連携し、説明会やイベン

ト、就職面談会等を開催するこ

とで魅力ややりがいを発信しま

す。

R４年度

R５年度

③ 福祉に携わる職員の

処遇改善等

障害福祉サービス事業所等の職

員が安心して働きつづけられるよ

う、実地指導や集団指導を通じ

て、事業者等に対して職員の処

遇改善や職場環境の改善に向

けた取組を促します。
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

R４年度 新年度の情報を反映したふくしのしおりの作成に

取り組む。わかりやすく新しい説明を、より早く提供

できるよう心掛ける。

ふくしのしおりの内容の更新作業を行い、関係機

関等に配布を行うとともに、市ホームページを更新

した。

A 今後も新年度の情報を反映する

ため、照会・発行の時期の検討

を行う。あわせて新しい制度の情

報も取り入れていく。

R５年度 新年度の情報を反映したふくしのしおりの作成に

取り組む。随時掲載したい事項がないか、関係機

関からの相談を受けるとともに、わかりやすい説明

を心掛ける。

R４年度 各種手続きやイベント情報について、随時市ホー

ムページへ掲載し周知を行う。また、市LINE等の

SNSを活用した情報提供も積極的に行っていく。

障がい者に関する各種手続きや障害福祉サービ

ス事業所等の更新について、市ホームページに掲

載するとともに、障がいへの理解促進、相談支

援、就労支援、理解啓発イベント等に関する情

報を様々な情報媒体を用いて発信した。

また、精神障がいに関する相談窓口の情報や指

定自立支援医療機関の情報等について、随時

市ホームページへ掲載し、周知した。

A 市ホームページ等を活用した最

新の情報及びわかりやすい情報

の提供を行っていく。

R５年度 各種手続きやイベント情報について、随時市ホー

ムページへ掲載し周知を行う。また、市LINE等の

SNSを活用した情報提供も積極的に行っていく。

② 市ホームページ等にお

ける情報の充実

障がい福祉に関する各種サービ

スや相談窓口紹介をはじめ、施

設や事業者の情報等を市ホーム

ページ等で提供します。情報提

供にあたっては、ＳＮＳ等の新た

な情報提供手段への対応も進

めていきます。

- 障がい福祉課、

こころの健康セン

ター

障がい福祉課

（企画調整班）

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 利用者本位の地域生活支援

施策の方向性 情報提供の充実

具体的な取り組み

① ふくしのしおり 障がい福祉の制度内容や相談

窓口を分かりやすく説明したふくし

のしおりを配布して、事業・制度

の周知を図ります。

障がい福祉一

般管理経費
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

R４年度 引き続き、障がい者の社会参加促進のため、市

内を運行する路線バス・電車（ＪＲを除く）・市

電を1割負担で利用できるおでかけＩＣカードの

交付を行う。

移動が極めて困難な重度の障がいのある人に対

して、タクシー利用料金の一部を助成する利用

券の交付を行う。

市内を運行する路線バス・電車（ＪＲを除く）・

市電を1割負担で利用できるおでかけＩＣカード

を交付した。

移動が極めて困難な重度の障がいのある人に対

して、タクシー利用料金の一部を助成する利用

券を交付した。また、令和5年度からはタクシー利

用券の交付にあたり、所得税非課税の交付条

件にかかわらず、申請時点で生活保護を受給し

ている者を交付対象とした。

A 引き続き助成を実施する。

R５年度 引き続き、障がい者の社会参加促進のため、市

内を運行する路線バス・電車（ＪＲを除く）・市

電を1割負担で利用できるおでかけＩＣカードを

交付する。

移動が極めて困難な重度の障がいのある人に対

して、タクシー利用料金の一部を助成する利用

券を交付する。

引き続き、障がい者の社会参加促進のため、１

人で外出できない重度障がい者で、おでかけIC

カードおよび障がい者福祉タクシー利用券を利用

できない療育手帳A1～A2所持者（所得税非

課税）に燃料費の助成を行う。

１人で外出できない重度障がい者で、おでかけ

ICカード及び障がい者福祉タクシー利用券を利

用できない療育手帳A1～A2所持者（所得税

非課税）に燃料券を交付した。

A 引き続き助成を実施する。 熊本市障がい

者燃料費助成

事業

障がい福祉課

（総務班）

障がい者の運転免許取得費や身体障がい者が

自ら所有し、運転する自動車の改造費の一部を

助成する。いずれの助成も件数が年々増えてい

ることから、申請書等の様式を見直すことで、より

迅速な助成の実施につなげる。

以下の助成について適正に実施した。

（助成実績件数）

　　運転免許取得費：38件

　　自動車改造費：16件

A 引き続き助成を実施する。 ①障害者運転

免許取得費助

成

②身障者自動

車改造費助成

障がい福祉課

（地域生活支

援班）

引き続き、障がい者の社会参加促進のため、１

人で外出できない重度障がい者で、おでかけIC

カード及び障がい者福祉タクシー利用券を利用で

きない療育手帳A1～A2所持者（所得税非課

税）に燃料費を助成する。

熊本市障がい

者燃料費助成

事業

障がい福祉課

（総務班）

障がい者の運転免許取得費や身体障がい者が

自ら所有し、運転する自動車の改造費の一部を

助成する。申請書等の様式や申請方法を見直

し、利便性の向上を図る。

①障害者運転

免許取得費助

成

②身障者自動

車改造費助成

障がい福祉課

（地域生活支

援班）

② 自家用車による外出

の支援

障がいのある人の社会参加を促

進するため、運転免許取得費の

助成を行います。また、身体障

がいのある人に対する自動車改

造費の助成や、重度の知的障

がいのある人に対するガソリン券

の交付など、障がいの状態に応

じた支援を行います。

R４年度

R５年度

障がい福祉課

（総務班）

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 利用者本位の地域生活支援

施策の方向性 移動しやすい環境の整備

具体的な取り組み

① 公共交通機関等に

よる外出の支援

障がいのある人の外出を支援し

積極的な社会参加の促進を図

るため、市内公共交通機関の

乗車及び市の施設等が利用で

きる熊本市優待証（さくらカー

ド）を交付します。

また、移動が極めて困難な重度

の障がいのある人には、タクシー

利用料金の一部を助成する利

用券を交付します。

①熊本市優待

証交付事業

②熊本市障が

い者福祉タク

シー事業
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

R４年度 保育所等における障がい児保育の理解を深め、

保育の質の向上の図る研修を継続して行う。

医療的ケア児の子どもが安全に保育所等の利用

できるための体制や連携づくりに取り組む。

障がい児保育の知識スキル向上を目的とした研

修を、継続的にオンラインで行い、多くの参加が

あった。「保育所における医療的ケアの実施に関

するガイドライン」を策定し関連施設への周知を

行った。

A 障がい児保育に関する研修の実

施と、園内の体制と連携作りに

取り組んでいく。医療的ケア児受

け入れに関しては、ガイドラインに

沿って遂行しながら、課題の抽

出を行い改善に向けた検討を

行っていく。

R５年度 保育所等における障がい児保育の理解を深め、

保育の質の向上の図る研修を継続して行う。

医療的ケア児の子どもが安全に保育所等の利用

できるため、ガイドラインに沿った体制や連携づくり

に取り組む。

特別支援委教育室、教育相談室、子ども発達

支援センターとの連携会議を継続し、相談や評

価に関する役割の検討や、各部署が連携した支

援の方法を検討する。

特別支援教育室、教育相談室、こども発達支援

センターとの連携会議を行い、こども及び保護者

の相談がスムーズにつながるよう情報共有を行っ

た。

A 相談が増加傾向であるため、各

部署の状況を把握しながら相談

をつなげる。

子ども発達支援

センター運営経

費

子ども発達支援

センター

就学に向けての説明会を６月には全市の保護者

等を対象として、また１月に各区ごとに実施し、丁

寧な情報提供を行う。資料についてはホームペー

ジに掲載するとともに、関係機関とも連携しながら

相談しやすい環境づくりを進める。支援を要する

子どもに必要な支援内容や方法については保護

者と協力し「移行支援シート」等の活用により、新

たなライフステージへのスムーズな移行を目指す。

就学に向けた説明会について、新型コロナウイル

感染症の感染拡大の影響から、一部受け入れ

人数の制限は生じたものの、すべての説明会を対

面で実施することができた。説明会には、238人

（春季…44人、冬季194人）の方に参加して

いただき、情報提供を行った。資料はホームページ

にも掲載し、参加頂けなかった方にも情報提供を

行うことができた。

A 一部受け入れ人数の制限は生

じたものの、就学に向けた説明

会について、新型コロナウイル感

染症の影響も受けず、すべての

説明会を対面で実施することが

できた。

‐ 総合支援課

特別支援委教育室、教育相談室、こども発達支

援センターの連携会議を継続し、スムーズに支援

につなぐための方法を検討する。また、関係各課

による連携会議において、相談支援ファイル作成

と活用について検討する。

子ども発達支援

センター運営経

費

子ども発達支援

センター

全市の保護者等を対象とした就学に向けての説

明会を、令和５年６月と令和６年１月に開催

し、丁寧な情報提供を行う。資料についてはホー

ムページに掲載するとともに、関係機関に対して配

付して相談しやすい環境づくりを進める。支援を要

する子どもに必要な支援内容や方法については

保護者と協力し「移行支援シート」等の活用によ

り、新たなライフステージへのスムーズな移行を目

指す。

‐ 総合支援課

② 就学・進学における

支援

就学前から学校卒業後まで一

貫した支援を行っていくため、医

療・保育・福祉の関係機関が連

携して保護者、子ども及び教育

関係者の相談に応じます。また、

教育相談室と子ども発達支援セ

ンター等が連携して、発達や就

学に関する相談を実施します。さ

らに特別な支援が必要な子ども

や希望するすべての保護者を対

象に、就学説明会を各区で実

施し、情報提供の充実を図りま

す。

支援を要する子どもに必要な支

援内容や方法については、移行

支援シートを活用して就学先や

進学先に引き継ぐことにより、新

たなライフステージへのスムーズな

移行を目指します。

R４年度

R５年度

保育幼稚園課

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 障がい児支援の充実

施策の方向性 ライフステージに応じた切れ目のない支援体制の充実

具体的な取り組み

① 障がい児保育の充実 地域の保育所等において、障が

いのある子どもの受入れを促進し

ます。受入れにあたっては、専門

機関が有する障がい児処遇の知

識・技術を、保育所等において

活用できるよう、医療・福祉関係

機関との連携を図るとともに、保

育所等への訪問指導や研修等

の実施による職員のスキルアップ

を図ります。

①公立児童発

達支援事業

②私立保育所

障がい児保育

助成

※公立保育所

は加配で対応。
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引き続き、学校卒業後も地域で安心して生活で

きるよう、成人期への移行に係る障害福祉サービ

ス等の提供体制の充実を図る。また、ハローワーク

などの関係機関や熊本市障がい者就労・生活支

援センター及び発達障がい者支援センターが連携

し、学校卒業後の就労に向けた支援を行う。

学校卒業後も地域で安心して生活できるよう、障

害福祉サービス等の提供体制の充実を図った。ま

た、支援学校や一般高校の生徒に対する卒業

後の支援が、学校から熊本市障がい者就労・生

活支援センターにスムーズに移行し地域で定着で

きるよう、卒業前から連携を図った。

A 引き続き、関係機関で連携を図

り、成人期への移行支援を充実

させる。

障がい者就労・

生活支援セン

ター事業

障がい福祉課

（企画調整

班）

引き続き、ハローワークなどの関係機関や熊本市

障がい者就労・生活支援センター及び発達障が

い者支援センターが連携し、主に学校卒業後の

就労に向けた支援を行う。また、就労パスポート

等の資料を活用し、個々に応じた就労支援を行

う。

就労パスポートの作成支援等、関係機関と連携

し本人の特性に配慮した就労に向けての支援を

行った。

B 今後も同様に就労パスポート等

の作成支援や本人の特性に配

慮した就労支援を行う。

発達障がい者

支援センター運

営事業経費

子ども発達支援

センター

学校卒業後も地域で安心して生活できるよう、障

害福祉サービス等の提供体制の充実を図る。ま

た、ハローワークなどの関係機関や熊本市障がい

者就労・生活支援センター及び発達障がい者支

援センターが連携し、学校卒業後の就労に向け

た支援を行う。

障がい者就労・

生活支援セン

ター事業

障がい福祉課

（企画調整

班）

引き続き、ハローワークなどの関係機関や熊本市

障がい者就労・生活支援センター及び発達障が

い者支援センターが連携し、主に学校卒業後の

就労に向けた支援を行う。

発達障がい者

支援センター運

営事業経費

子ども発達支援

センター

③ 成人期への移行支

援

学校卒業後も地域で安心して

生活できるよう、障害福祉サービ

ス等の提供体制の充実を図りま

す。

また、ハローワークなどの関係機

関や熊本市障がい者就労・生

活支援センター及び発達障がい

者支援センターが連携し、学校

卒業後の就労に向けた支援を

行います。

R４年度

R５年度
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短期入所事業所、日中一時支援事業所につい

て、事業所開設の勧奨を行い、サービスの拡充を

図っていく。

短期入所事業所、日中一時支援事業所につい

て、事業所開設の勧奨を行い、R4年度は短期

入所を1事業所、日中一時支援を2事業所指定

し、サービスの拡充を図った。

A 今後も短期入所事業所、日中

一時支援事業所について、事業

所開設の勧奨を行い、サービス

の拡充を図る。

介護給付費等

支給決定事務

障がい福祉課

（自立支援

班）

ペアレントプログラムは３グループ、ペアレントプログ

ラムを５グループ実施する。また、外部支援者の

見学参加を受け入れたり、外部事業所等で開催

する際に支援をすることで普及を図る。

ペアレントプログラム及びペアレントトレーニングを所

内で実施し、各グループのフォローアップを行った。

また、児童発達支援センター等の外部事業所職

員の見学参加を受け入れや、外部事業所の利

用者を対象とした講話を行った。

A 所内で各プログラムを実施しなが

ら、地域の事業所等でプログラム

が実施できるような普及を図る。

ペアレントトレー

ニング事業

子ども発達支援

センター

人員や施設の確保を進めながら、熊本市児童育

成クラブ支援員配置基準に基づき加配支援員を

配置できるよう努める。また、マニュアルを活用した

巡回指導員による指導を行い、障がい児等配慮

を要する児童に関する研修会を実施して支援員

の資質向上を図る。

配慮を要する児童に対する支援員の加配は、配

置基準は満たしているものの、手厚い見守りまで

は実施できていない。支援員の資質向上について

は、巡回指導員が各クラブを巡回し、児童の特性

に合った見守りの指導やミーティングを実施すること

ができた。

B 人員や施設の確保を進めなが

ら、研修等を通じて支援員の資

質向上に努めていく。また、必要

に応じて保護者との面談を行

い、関係機関と連携を図りなが

ら、児童にとってよりよい環境の

場の提供を進めて行く。

熊本市放課後

児童健全育成

事業

放課後児童育

成課

引き続き、短期入所事業所、日中一時支援事

業所について、事業所開設の勧奨を行い、サービ

スの拡充を図っていく。

介護給付費等

支給決定事務

障がい福祉課

（自立支援

班）

所内でプログラムを継続するとともに、地域の事業

所等でプログラムが開催できるよう、外部支援者

の見学を受け入れる。

ペアレントトレー

ニング事業

子ども発達支援

センター

引き続き、熊本市児童育成クラブ支援員配置基

準に基づく加配支援員を配置し、関係機関との

連携やマニュアルの活用、巡回指導員による指導

及び障がい児等配慮を要する児童に関する研修

会を実施していく。

熊本市放課後

児童健全育成

事業

放課後児童育

成課

④ 家族に対する支援 保護者が子どもの障がい特性や

子育ての方法を学べる場を提供

し、保護者支援を行います。

子育ての難しさを感じる保護者

が、子どもの行動の理解の仕方

を学び、楽しく子育てする自信を

つけることを目的としたペアレント

プログラムや、保護者が子どもの

障がい特性を理解し、適切な対

応をするための知識や方法を学

ぶペアレントトレーニングを実施し

ます。

また、家族の介護負担の軽減を

図るため、短期入所、日中一時

支援事業、放課後児童クラブ

（児童育成クラブ）など家族に

対する支援の充実に努めます。

R４年度

R５年度
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引き続き、乳幼児健康診査等を通じて、障がいや

発達に遅れがある子どもを早期に発見し、適切な

療育や指導を行う。

療育の利用や園へのの加配のための意見書を発

行した。

また、各区の新任保健師を対象とした発達支援に

関する研修を行った。

A 今後も、各区の健診や心理相談

の現状を把握しながら、よりよい

連携の方法を検討する。

・子ども発達支援セ

ンター運営経費

・子育てスマイルサ

ポート事業

子ども発達支援

センター

学校生活への適応や言語面で不安を持っている

子どもを対象に、通級指導教室（あゆみの教室、

ことばの教室）にて通級による指導を実施する。ま

た、様々な子どもの実態に応じて相談・助言を行

い、スムーズな入学へつなげる。

今年度は、あゆみの教室で37人、ことばの教室で

157人の子どもを対象に指導を行った。子どもの実

態により、小学校への情報提供や小学校での通

級指導につなぐ取り組みを行った。

A 次年度からは、幼稚園の通級指

導教室が移転・拡大することか

ら、これまでの歩みを止めることな

く、取り組みを継続することができ

る環境整備に取り組む。

①幼稚園障がい児

教育経費（政

策）

②幼稚園障がい児

教育経費（経

常）

総合支援課

引き続き、乳幼児健康診査等を通じて、障がいや

発達に遅れがある子どもを早期に発見し、適切な

療育や指導を行う。また、各区の心理相談と連携

するための条交換を行う。

・子ども発達支援セ

ンター運営経費

・子育てスマイルサ

ポート事業

子ども発達支援

センター

引き続き、学校生活への適応や言語面で不安を

持っている子どもを対象に、通級指導教室（あゆ

みの教室、ことばの教室）にて通級による指導を

実施する。また、様々な子どもの実態に応じて相

談・助言を行い、スムーズな入学へつなげる。

①幼稚園障がい児

教育経費（政

策）

②幼稚園障がい児

教育経費（経

常）

総合支援課

引き続き、新型コロナウイルス感染症の状況に配

慮し、オンラインを活用しながら、障害児等が身近

な地域で療育を受けられるように障害児等療育支

援事業を実施し、在宅の障がい児(者)・保護者へ

療育支援を行う。

3施設で障害児等療育支援事業を実施し、地域

の障害児や保護者からの相談に対応した。

【年間実施件数】

訪問療育等指導事業：1件

外来療育等指導事業：448件

A 新型コロナウイルス感染対策を踏

まえ、オンラインを活用するなど柔

軟な相談体制を整備することがで

きた。

障害児等療育

支援事業

障がい福祉課

（企画調整

班）

引き続き、各地域で関係機関のネットワーク化を

図るための事業を検討する。また、各地域の取組

を共有する場を設ける。

各地域の関係機関のネットワークで、研修会等を

企画開催した。

A 各地域のニーズに合わせた研修

会や巡回相談、座談会等を企

画する。

地域療育関連

経費

子ども発達支援

センター

新型コロナウイルス感染症の状況に配慮しながら、

障害児等が身近な地域で療育を受けられるよう障

害児等療育支援事業を実施し、在宅の障がい児

(者)・保護者へ療育支援を行う。

障害児等療育

支援事業

障がい福祉課

（企画調整

班）

引き続き、各地域の関係機関のネットワーク化を

図るための事業を検討する（研修会、意見交換

会等）。

地域療育関連

経費

子ども発達支援

センター

② 地域療育体制の整

備

地域で通いながら生活訓練や支

援を受けることができるように、障

害児等療育支援事業を活用し、

家庭や施設における在宅支援を

充実していきます。さらに、子ども

発達支援センターとの連携によ

り、支援のための関係機関のネッ

トワーク化を推進します。また、障

がいのある子どもに対する理解を

促進し、地域での協力・支援を

促すため、療育に関係する機関

等と連携して、障がいに関する知

識の普及・啓発に努めます。

R４年度

R５年度

具体的な取り組み

① 早期療育の充実 乳幼児健康診査等を通じて、障

がいや発達に遅れがある子どもを

早期に発見し、適切な療育や指

導を行います。

また、市立幼稚園では、集団生

活の中で困りごとがあったり、就学

に向けて学校生活や学習面に不

安を持つ子どもを対象に通級指

導教室（あゆみの教室、ことばの

教室）を設置し、保護者や関係

機関等と連携をとりながら指導及

び相談・助言を行います。

R４年度

R５年度

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 障がい児支援の充実

施策の方向性 療育・相談支援体制の充実
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R４年度 児童発達支援や放課後等デイサービス事業所に

ついては、区ごとの必要量を見込み指定を行ってい

る。

重心型の児童発達支援・放課後等デイサービス

事業所の開設を促していく。

保育所等訪問支援事業については、学校と連携

効果的に事業を行えるよう、学校・事業所に働き

かけを行う。

【年間指定数】

児童発達　　　９件（再：重心型２件）

居宅型児童発達　２件

放デイ　２０件（再：重心型３件）

保育所等訪問支援　９件

教育委員会とも連携し、校長会で周知するととも

に、学校・事業所にも実施上の留意事項の周知

を行った。

A 引き続き、区ごとの必要量を見込

み、地域偏在が無いよう指定して

いく。

R５年度 引き続き、区ごとの必要量を見込み、地域福祉計

画に掲載するとともに地域偏在が無いよう指定して

いく。

指定に当たっては、重心児や、医療的ケア児の受

け入れについての対応も求めていく。

教育委員会とも連携し、学校・事業所に理解促

進を図るとともに、事業所に対して研修の機会を

設ける。

R４年度 引き続き、各分野の支援者を対象とした研修を行

い、支援の質の向上と、相互理解と連携を図る。

保育所・幼稚園関係者に対する研修を開催し、

講話や園訪問によるケース検討を通して、情報共

有や支援方法の検討を行った。

また、各地区の支援機関が連携して研修会を企

画し、保育所・幼稚園関係者、教職員、障害福

祉サービス事業者が意見交換する場を設けた。

A 保育・養育、福祉関係支援機関

の各々のニーズを把握しながら研

修を企画する。

R５年度 引き続き、各分野の支援者を対象とした研修を行

い、支援の質の向上と連携の推進を図る。

介護給付費等

支給決定事務

障がい福祉課

（自立支援

班）

④ 障がい児支援に携わ

る職員の質の向上

保育所・幼稚園関係者、教職

員、保健師、障害福祉サービス

事業者等を対象に、発達支援に

ついての正しい知識と具体的な

支援方法についての研修を行

い、サービス提供に係る技術的な

支援や質の向上を図るための研

修を実施し、資質の向上を図りま

す。

・地域療育関連

経費

・ペアレントト

レーニング事業

こども発達支援

センター

障がい福祉課

（地域生活支

援班）

③ 障がい児支援に関す

るサービスの充実

障がいのある子どもが早い段階か

ら必要な療育が受けられるよう、

日常生活における基本的な動作

の指導及びコミュニケーションや社

会性の発達を促す児童発達支

援、生活能力の向上のために必

要な訓練等を行う放課後等デイ

サービス、集団生活への適応のた

めの専門的な支援を行う保育所

等訪問支援を適切に提供しま

す。また、重度の障がい等の状態

にあり障害児通所支援を利用す

ることが難しい障がい児に対して

は、居宅訪問型児童発達支援

により発達支援を行います。サー

ビス提供にあたっては、国が策定

したガイドラインの活用を推進する

など、各事業所の質の確保及び

向上に努めます。
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R４年度 子どもの福祉の増進のため、子どもに関する様々な

相談支援を行うこと、専門的な援助を行うことを目

的として、以下の２点に努める。

①知的障害児施設等の障害児施設において、障

がいのある児童に対する保護・訓練等を行う。障

害児施設措置費等の支弁と障害児施設給付費

の支給を適切及び遅滞なく行う。

②利用者負担の軽減のため障害児施設利用負

担額の一部を助成する。

①知的障害児施設等の障害児施設において、障

がいのある児童に対する保護・訓練等を実施し、

それに伴う障害児施設措置費等の支弁と障害児

施設給付費の支給を行った。

②利用者負担の軽減のため障害児施設利用負

担額の一部助成を行った。

A ①②ともに引き続き相談・支援を

充実させ、障害児福祉の向上に

努める。

R５年度 子どもの福祉の増進のため、子どもに関する様々な

相談支援を行うこと、専門的な援助を行うことを目

的として、以下の２点に努める。

①知的障害児施設等の障害児施設において、障

がいのある児童に対する保護・訓練等を行う。障

害児施設措置費等の支弁と障害児施設給付費

の支給を適切及び遅滞なく行う。

②利用者負担の軽減のため障害児施設利用負

担額の一部を助成する。

R４年度 引き続き、障がい又はその疑いのある子どもが、家

庭や保育所、学校等での生活が円滑に送れるよ

う、医師や専門スタッフが個々の状況に応じた専門

的な支援を行う。

障がい又はその疑いのある子どもが、家庭や保育

所、学校等での生活が円滑に送れるよう、医師や

専門スタッフが個々の状況に応じた専門的な支援

を行った。

また、園や学校訪問によるケース検討の中で、

個々の状況に応じた専門的な支援・助言を行っ

た。

A 今後も引き続き、個々の状況に

応じた専門的な支援を行う。

R５年度 引き続き、障がい又はその疑いのある子どもが、家

庭や保育所、学校等での生活が円滑に送れるよ

う、医師や専門スタッフが個々の状況に応じた専門

的な支援を行う。

また、園や学校訪問によるケース検討の中で、子ど

もや環境に応じた支援・助言を行う。

⑤ 児童相談所による相

談支援

18歳未満の養護相談、障がい

相談、非行相談、育成相談など

子どもに関する様々な相談支援

を行います。また、子どもの福祉の

増進のため、増加・複雑化傾向

の児童虐待相談などに対して専

門的・効果的な援助を行えるよう

支援体制の充実を図ります。

①障害児施設

措置・給付経費

②障害児施設

利用負担助成

事業

児童相談所

⑥ 子ども発達支援セン

ターによる相談支援

障がい又は障がいの疑いのある子

どもが、家庭や保育所、学校等

での生活が円滑に送れるよう、医

師や心理相談員、言語聴覚士

等の専門のスタッフが個々の状況

に応じた専門的な支援を行いま

す。

子ども発達支援

センター運営経

費

子ども発達支援

センター
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R４年度 引き続き南区・東区において機能強化事業を実

施し、障がい児通所支援事業所の質の標準化を

図るとともに、地域の子どもたち、その保護者が安

心して暮らせるよう取り組んでいく。

また、情報の共有等を行う連絡会等の実施を支

援し、４か所の児童発達支援センターが連携でき

るよう取り組んでいく。

済生会なでしこ園および熊本県ひばり園に機能強

化員を配置し、区内の指定障がい児通所支援事

業所（78事業所）を巡回訪問し、活動状況を

把握・評価を行い、また状況に応じて、支援方法

の相談、助言を行った。

A 南区・東区において機能強化事

業を続けるとともに、市内の他の

児童発達支援センター（中央

区、北区）と連携し、児童の発

達支援に係る事業全体のベース

アップを図る。

R５年度 南区・東区に加えて北区へ機能強化事業を拡充

し、障がい児通所支援事業所の質の標準化を図

るとともに、障がい児福祉ネットワーク会議を開催

し、地域の療育機関の連携強化を図る。地域の

子どもたち、その保護者が安心して暮らせるよう取り

組んでいく。

⑦ 児童発達支援セン

ターの機能充実

主に未就学の障がいのある子ども

に対する身近な療育の場として、

機能訓練や療育指導などを行う

とともに、保護者に対して支援を

行います。また、子ども発達支援

センターと連携し、地域の児童発

達支援事業所等へ後方支援す

ることにより、療育機能の質の向

上を図ります。

児童発達支援

センター機能強

化事業

障がい福祉課

（企画調整

班）
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R４年度 学校全体で共通理解を図り、適切な支援につな

げられるよう、校内支援体制の充実を目指した研

修をコロナ禍においても工夫して実施する。

校内支援体制の充実を目指した研修をオンライン

等を活用しながらコロナ禍においても実施することが

できた。

県内外の特別支援学校、小中学校等において指

導の実際に触れ、学ぶスキルアップ派遣研修を実

施することができた。

A 各関係機関と連携しながら通常

の学級職員を含めた全教職員に

対し、特別支援教育の充実につ

いての研修を行う。

特別支援教育担当者や学校・

園の支援体制の推進を担当する

教職員に対して研修の充実を図

る。

R５年度 インクルーシブ教育の実現をめざして、学校全体で

共通理解を図り、適切な支援につなげられるよう、

学校、園内校内支援体制の充実を目指した件数

を実施する。

特別支援教育の専門性をより高められるよう、スキ

ルアップ派遣研修を実施する。

R４年度 審議件数の増加がみられることから、就学支援委

員会の回数を調整し、慎重かつ効率的に審議を

行う。また、審議や結果通知のあり方を検討し、教

育的ニーズに応じた適切な学びの場の選択が適

切に行われ、審議における委員からの助言が指導

や支援に生かされるように工夫する。

令和４年度は、1385件（対前年度比　62件

増(4.6%増)）の審議を行った。

審議件数の増加を受け、就学支援委員会の回

数調整を行い、効率的に審議を行う環境を整備

した。

A 審議会において、結果通知の在

り方について協議・検討を行った

が、具体的な改善を図るまでには

至っていない。結果通知のあり方

については継続して検討し、適切

な学びの場の検討と子どもの支援

につながるようにする。

R５年度 審議件数の増加が予見されることから、就学支援

委員会において、慎重かつ効率的に審議を行う環

境を整備する。また、審議や結果通知のあり方に

ついて、継続して検討を行い、教育的ニーズに応じ

た適切な学びの場の選択が適切に行われ、審議

における委員からの助言が指導や支援に生かされ

るように工夫する。

② 就学支援委員会 就学支援委員会において、保護

者の意見を踏まえながら、発達障

がいを含め、障がいのある児童生

徒一人ひとりの教育的ニーズに応

じた、就学のための審議を行いま

す。

- 総合支援課

総合支援課

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 障がい児支援の充実

施策の方向性 学校教育の充実

具体的な取り組み

① 教職員の専門性の向

上

障がいのある児童生徒に対して、

学校全体で共通理解のもと適切

な教育が展開できるよう、特別支

援教育コーディネーター※研修を

はじめ、全教職員に対する研修

の充実を図ります。また、特別支

援学級及び通級指導教室担当

教員を対象に、社会の変化に対

応した専門的な指導法の研修等

を実施し、子どもの状況に応じて

きめ細かな指導ができるよう指導

力と資質の向上を図ります。

①笑顔いきいき

特別支援教育

推進事業

②特別支援教

育担当者スキル

アップ派遣事業
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R４年度 特別支援教育の視点を明確に分かりやすく示すこ

とで、より充実した授業づくりの推進につなげる。ま

た、多様化する教育的ニーズを受け止め、学校規

模や各学校及び児童生徒の状況など把握し、総

合的な観点で学級支援員をより適切に配置す

る。

授業つくり支援訪問を通じて通常の学級、特別支

援学級の教職員に対して特別支援教育の視点を

生かした授業つくりの推進が図られた。

各学校の特別な支援を要する幼児児童生徒調

査を行い、状況を把握し、学級支援員の配置を

適切に行った。

A 通常の学級における特別支援教

育の視点を生かした授業つくりの

推進を図る。

学級支援員を学校規模等の総

合的な視点で配置する。

R５年度 特別支援教育の視点を明確に分かりやすく示すこ

とで、より充実した授業づくりの推進につなげる。ま

た、多様化する教育的ニーズを受け止め、学校規

模や各学校及び児童生徒の状況など把握し、総

合的な観点で学級支援員をより適切に配置す

る。

R４年度 障がいのある児童生徒の学習環境の向上のため、

スロープや車いす使用者用トイレといった、校舎等

の施設・設備の整備充実に引き続き努めます。

障がいのある児童生徒の学習環境向上のため、

特別支援学級設置工事並びにスロープ及び車椅

子使用者用トイレ等のバリアフリー整備工事を行っ

た。

・特別支援学級教室等改修　20件

・車椅子使用者用トイレ設置　７件

・校舎エレベーター整備　　　 　　3件

A 障がいのある児童生徒の学習環

境の向上のため、校舎等の施

設・設備の整備充実に努めま

す。

R５年度 障がいのある児童生徒の学習環境の向上のため、

スロープや車いす使用者用トイレといった、校舎等

の施設・設備の整備充実に引き続き努めます。

R４年度 「個別の教育支援計画」を基に、各種関係機関と

の連携のもと、一人一人の児童生徒の特性に応

じた適切な進路指導を実施する。

ブロック研修や特別支援教育コーディネーター研修

等で、「個別の教育支援計画」の作成と活用を

テーマに充実した取り組みを行い、一人一人の特

性に応じた進路指導を実施した。

A 校内で「個別の教育支援計画」

の作成と活用を取り組み、関係

機関との連携を図りながら適切な

進路指導を継続していく。

R５年度 校内委員会を強化し、各種関係機関との連携の

もと「個別の教育支援計画」を活用しながら社会

的自立に向けた進路指導を適切に実施する。

④ 施設等環境整備 障がいのある児童生徒の学習環

境の向上のため、校舎等の施

設・設備の整備充実に努めま

す。

・施設整備経費

・義務教育施設

整備経費

・特別支援教育

改修経費

・特別支援学校

建設事業（小

中学部）

総合支援課

(学校施設課）

⑤ 進路指導の充実 一人ひとりの児童生徒の進路希

望を踏まえ、特性に応じた進路を

保障するため、教育、福祉、労

働分野等の関係機関と連携を

図りながら、児童生徒の社会的

自立に向けた支援に取り組むな

ど、進路指導のより一層の充実を

図ります。

- 総合支援課

③ 校内支援体制の充

実

・相互理解の推進

障がいのある子どもとない子どもが

共に学びあい相互に理解を深め

るため、交流及び共同学習を進

めるとともに、通常の学級において

も、特別支援教育の視点を生か

した授業づくりを推進します。

・校内委員会等の設置

各学校内において、保護者の相

談窓口や関係機関との連絡調

整を行う特別支援教育コーディ

ネーターを指名するとともに、具体

的支援の計画・検討などを行う

校内委員会を設置します。さら

に、児童生徒の安全確保や学習

環境の改善を図るため教員を補

助する学級支援員や医療的ケア

を行う看護師を適切に配置しま

す。

①笑顔いきいき

特別支援教育

推進事業

②学級支援員

派遣経費

総合支援課
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R４年度 引き続き第２次熊本市特別支援教育整備計画

に沿って、通級指導教室の拡充や必要な特別支

援学級の新設を行うなど、多様な学びの場の整備

を進める。また、指導者メンター制度を導入し、指

導者の専門性向上を図る。

通級指導教室を小学校に２教室、中学校に２

教室を新増設することができた。また、特別支援学

級については、18学級の新設を行った。指導者メ

ンター制度により、指導経験年数が浅い職員の指

導力向上を図ることができた。

A 多様な学びの場の整備を進める

うえで、通級指導教室のさらなる

拡充は必須であることから、今年

度も学級新設に向けての取り組

みを継続する。

R５年度 第２次熊本市特別支援教育整備計画に沿っ

て、通級指導教室の拡充や必要な特別支援学

級の新設を行うなど、多様な学びの場の整備を継

続して推進する。指導者メンター制度の充実を図

り、指導者の専門性向上を図る。

R４年度 新型コロナ感染症の感染状況にも留意し、大学

等と連携を図りながら事業を実施する。

大学等においても後期日程からリアルでの講義が

増えたため、3大学からの申請を受理した。

【R4実績】 3大学（各1名）

A 重度障がい者の大学修学の機

会を確保するため、関係機関と

連携を図りながら進める。

R５年度 利用学生の要望も踏まえ、引き続き大学等と連

携を図りながら事業を実施する。

人員や施設の確保を進めながら、熊本市児童育

成クラブ支援員配置基準に基づき加配支援員を

配置できるよう努める。また、マニュアルを活用した

巡回指導員による指導を行い、障がい児等配慮

を要する児童に関する研修会を実施して支援員

の資質向上を図る。

配慮を要する児童に対する支援員の加配は、配

置基準は満たしているものの、手厚い見守りまでは

実施できていない。支援員の資質向上について

は、巡回指導員が各クラブを巡回し、児童の特性

に合った見守りの指導やミーティングを実施すること

ができた。

B 人員や施設の確保を進めなが

ら、研修等を通じて支援員の資

質向上に努めていく。また、必要

に応じて保護者との面談を行い、

関係機関と連携を図りながら、児

童にとってよりよい環境の場の提

供を進めて行く。

熊本市放課後

児童健全育成

事業

放課後児童育

成課

障がい児を日常的に介護している家族のレスパイ

トケア及び始業前や放課後に活動する場を確保

することを目的として、関係機関との連携を図りな

がら、障害児タイムケア事業を実施する。

令和4年度は、障害児タイムケア事業に3名が申

請し、延べ313回の利用があった。

A 家族の介護負担の軽減を図るた

めに、関係機関との連携を図りな

がら実施していく。

宇城市日中一

時支援事業

障がい福祉課

（自立支援

班）

引き続き、熊本市児童育成クラブ支援員配置基

準に基づく加配支援員を配置し、関係機関との連

携やマニュアルの活用、巡回指導員による指導及

び障がい児等配慮を要する児童に関する研修会

を実施していく。

熊本市放課後

児童健全育成

事業

放課後児童育

成課

引き続き、障がい児を日常的に介護している家族

のレスパイトケア及び始業前や放課後に活動する

場を確保することを目的として、関係機関との連携

を図りながら、障害児タイムケア事業を実施する。

宇城市日中一

時支援事業

障がい福祉課

（自立支援

班）

⑧ 家族に対する支援 ・放課後児童クラブ（児童育成

クラブ）における受入れ

障がいのある子どもの放課後児

童クラブの利用が増えていることか

ら、必要に応じて加配支援員を

配置するなどして受入れ環境を

整備します。あわせて、巡回指導

員による助言、支援についてのマ

ニュアル等の活用や研修を通し

て、クラブ支援員の資質の向上を

図ります。

・障害児タイムケア事業

障がい児を日常的にケアしている

家族のレスパイトケア及び始業前

や放課後に活動する場を確保す

ることを目的として、障害児タイム

ケア事業を実施します。

R４年度

R５年度

⑥ 多様な学びの場の整

備

障がいのある児童生徒が居住す

る身近な地域において適切な教

育を受けることができるよう努める

とともに、個別の教育的ニーズに

最も的確に応える指導を提供で

きるよう、特別支援学校や特別

支援学級、通級指導教室の整

備を行います。

- 総合支援課

⑦ 大学就学支援 重度訪問介護の利用者等の大

学修学の機会を確保するため、

大学側の受入れ体制の整備支

援を図ります。

- 障がい福祉課

（自立支援

班）
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R４年度 引き続き、障がい又はその疑いのある子どもが、

家庭や保育所、学校等での生活が円滑に送れ

るよう、医師や専門スタッフによる来所相談や電

話相談等にて、個々の状況に応じた専門的な支

援を行う。

障がい又はその疑いのある子どもが、家庭や保育

所、学校等での生活が円滑に送れるよう、医師

や専門スタッフが個々の状況に応じた専門的な

支援を行った。

・来所相談：3,869件

　（うち新規相談1,019件）

・電話相談5,241件

・訪問43件

・その他454件

・合計9,607件

A 今後も同様に個々の状況に応

じた専門的な支援を行う。

R５年度 引き続き、障がい又はその疑いのある子どもが、

家庭や保育所、学校等での生活が円滑に送れ

るよう、医師や専門スタッフが個々の状況に応じ

た専門的な支援を行う。

R４年度 引き続き、発達障がいのある子ども及びその家族

に対し、相談支援、発達支援、就労支援を行

う。また、高まる相談ニーズに対応するため、関係

機関と連携し、相談支援体制の充実を図る。特

に学齢期においては、教育機関との更なる連携

を図っていく。

さらに、研修会や講演会を通して、市民の発達

障がいへの理解啓発を行う。

発達障がいのある子どもやその家族に対し、相談

支援、発達支援、就労支援、研修会や講演会

等の普及啓発活動を行い、子ども発達支援セン

ターとの連携会議を実施した。

A 学齢期においては、教育機関と

の連携が重要となるため、更なる

連携を図る。

R５年度 引き続き、発達障がいのある子ども及びその家族

に対し、相談支援、発達支援、就労支援を行

う。また、高まる相談ニーズに対応するため、関係

機関と連携し、相談支援体制の充実を図り、研

修会や講演会を通して、市民の発達障がいへの

理解啓発を行う。

② 発達障がい者支援セ

ンターによる支援

発達障がいのある子ども及びその

家族に対し、相談支援、発達支

援、就労支援を行います。高ま

る相談ニーズに対応するため、関

係機関と連携し、相談支援体

制の充実を図ります。さらに、研

修会や講演会を通して、市民の

発達障がいへの理解啓発を行い

ます。

・発達障がい者

支援センター運

営事業経費

子ども発達支

援センター

子ども発達支

援センター

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 障がい児支援の充実

施策の方向性 発達障がい児への支援

具体的な取り組み

① 子ども発達支援セン

ターによる支援

障がい又は障がいの疑いのある

子どもが、家庭や保育所、学校

等での生活が円滑に送れるよ

う、医師や心理相談員、言語聴

覚士等の専門のスタッフが個々

の状況に応じた支援を行いま

す。

子ども発達支

援センター運営

経費
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引き続き様々な啓発機会をとらえ情報提供を

行っていくとともに、令和3年度に実施した健康ま

ちづくりアンケートの分析を行い、校区単位の健

康まちづくりに取り組む。

「循環器疾患悪化防止対策モデル事業」につい

ては、対象者のフォローアップと検証を行い、循環

器疾患の予防・悪化防止策を検討する。

・令和３年度循環器疾患悪化防止対策モデル

事業参加者の6か月後の運動実施状況等を検

証。仲間との運動が継続につながりやすいことが

分かった。

・高血圧や糖尿病等の生活習慣病の悪化により

発症する循環器疾患や慢性腎臓病（CKD）

対策として、市民講演会や地域イベント、SNS等

での啓発を実施した。

A 大学や市医師会、地域各種団

体等と連携し、生活習慣病の予

防・悪化防止の啓発を行う。

生活習慣病等

総合対策経費

健康づくり推進

課

各区保健子ども課や医療機関において、妊婦、

乳児、幼児の健康診査や健康教育、健康相談

等を引き続き実施し、疾病の予防についての啓

発や生活習慣に係る指導を行う。

妊婦・乳児健康診査は医療機関において、幼児

健康診査は各区役所保健子ども課で健診を実

施し、異常の早期発見、早期治療や療育へのつ

なぎ、相談対応を行うことができた。

A 健診の実施、異常の早期発

見、治療や療育へのつなぎ、相

談対応を行う。

①妊婦・乳健

康診査事業

②幼児健康診

査事業

こども支援課

引き続き情報提供を実施するとともに、校区単

位の健康まちづくり活動方針を改定し、地域での

健康づくりを支援する。

①生活習慣病

等総合対策経

費

②校区単位の

健康まちづくり

事業

健康づくり推進

課

各区保健こども課や医療機関において、妊婦、

乳児、幼児の健康診査や健康教育、健康相談

等を引き続き実施し、疾病の予防についての啓

発や生活習慣に係る指導を行う。

①妊婦・乳健

康診査事業

②幼児健康診

査事業

こども支援課

具体的な取り組み

① 疾病の予防 育児サークル、生活習慣病予防

教室などのライフステージに応じ

た健康教室や、健康相談、健

康診査などの様々な機会を通じ

て、疾病の予防についての意識

啓発を行います。

また、障がいの原因となる疾病の

予防と治療のために、周産期の

心身の健康管理・小児医療の

充実を図ります。

R４年度

R５年度

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 保健と医療サービスの適切な提供

施策の方向性 障害の原因となる疾病等の予防・早期発見
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これまで集団健診のみで実施していた肺がん検

診に新たに個別検診を導入し、コロナ禍でも安心

して受診できる環境整備を図る。

R5.2月より肺がん検診に新たに個別検診を導

入し、コロナ禍でも安心して受診できる環境整備

を図った。

A 様々な機会を捉え、肺がん個別

検診等の周知を行う。

①がん検診経

費

②がん検診推

進事業

③健康診査普

及（受診勧奨

経費）

健康づくり推進

課

妊婦・産婦健康診査や乳幼児健康診査を実施

により、疾病や発達障がいの早期発見に努める。

また、必要に応じて治療や療育のための医療機

関等へつなぎ、相談対応や事後指導を行う。

妊婦・乳児健康診査は医療機関において、幼児

健康診査は各区役所保健子ども課で健診を実

施し、異常の早期発見、早期治療や療育へのつ

なぎ、相談対応を行うことができた。

A 健診の実施、異常の早期発

見、治療や療育へのつなぎ、相

談対応を行う。

①妊婦・乳健

康診査事業

②幼児健康診

査事業

こども支援課

引き続き個別受診勧奨等の受診率向上の取組

を強化し、がんの早期発見・早期治療につなげて

いく。

①がん検診経

費

②がん検診推

進事業

③健康診査普

及（受診勧奨

経費）

健康づくり推進

課

妊婦・産婦健康診査や乳幼児健康診査を実施

し、疾病や発達障がいの早期発見に努めるととも

に、必要に応じて事後指導や医療機関等の紹

介を行う。

①妊婦・乳健

康診査事業

②幼児健康診

査事業

こども支援課

② 早期発見・適切な対

応

乳幼児健康診査、その他各種

健診等により、疾病の早期発見

と治療に努めます。障がいに対す

る理解不足によっておこる二次

障がいを防止するため、医療や

経過観察が必要とされた人への

事後指導の充実を図ります。

R４年度

R５年度
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令和4年度は、医療的ケア児等コーディネーター

養成研修修了者のうち、熊本市障がい者相談

支援センターの職員を対象とした専門研修を実

施し、年度中に医療的ケア児等コーディネーターと

して配置する。

また、令和4年度中に、感染対策を行ったうえで

重症心身障がい児等在宅ネットワーク会議を開

催する。

医療的ケア児等コーディネーター養成研修及び

フォローアップ研修を開催し、熊本市障がい者相

談支援センター9カ所の修了者を「熊本市医療的

ケア児等コーディネーター」として選任した。

また、重症心身障がい児等在宅ネットワーク会議

は、書面にて1回開催した。

B 引き続き医療的ケア児等コーディ

ネーター養成研修及びフォロー

アップ研修を実施し、「熊本市医

療的ケア児等コーディネーター」を

増やしていくとともに支援の充実

を図る。

また、次年度は対面による重症

心身障がい児等在宅ネットワー

ク会議を開催する。

重症心身障が

い児等在宅支

援事業

障がい福祉課

（地域生活支

援班）

事業所の開設について勧誘を行うとともに、集団

指導等を通じて、制度について事業所への周知

を行う。

集団指導において、医療的ケア児を受け入れた

場合の報酬制度について周知を行った。

A 引き続き制度内容の周知を行う

とともに、受入可能な事業所を

増やしていく。

介護給付費等

支給決定事務

障がい福祉課

（自立支援

班）

引き続き医療的ケア児等コーディネーター養成研

修及びフォローアップ研修を実施し、「熊本市医療

的ケア児等コーディネーター」を増やしていくとともに

支援の充実を図る。

また、重症心身障がい児等在宅ネットワーク会議

を開催し、ライフステージに応じた相談支援体制

の整備を進めていく。

重症心身障が

い児等在宅支

援事業

障がい福祉課

（地域生活支

援班）

事業所の開設について勧誘を行うとともに、集団

指導等を通じて、制度について事業所への周知

を行う。

介護給付費等

支給決定事務

障がい福祉課

（自立支援

班）

具体的な取り組み

① 重症心身障がい児・

者等の支援の充実

・総合的な支援体制の確保

　重症心身障がい児・者等の支

援に当たっては、医療・保健・福

祉などのそれぞれの分野の連携

により一体的な支援を行い、必

要とされるサービスが円滑に届く

支援の実現を目指します。

・重症心身障がい児等に対応し

た相談支援体制の整備

　医療・保健・福祉などにまたが

る相談支援を総合的に行うととも

に、それぞれのサービスをコーディ

ネートするなど、児から者に至る

一貫した、かつライフステージに応

じた相談支援体制を整備しま

す。また、医療的ケア児等の生

活システム構築のためのキーパー

ソンとなる医療的ケア児等コー

ディネーターの養成に取り組みま

す。

・療育、リハビリテーション機関の

確保、レスパイトケアの充実

　NICU退院後の生活モデルへ

の移行の視点も含めた指定児

童発達支援事業所など療育、リ

ハビリテーション機関の確保策を

図ります。また、自宅中心で医療

的ケアが必要な方が地域生活を

営んでいくために、医療型の短期

入所の整備など、レスパイトケア

の充実を図ります。

・行動障がいのある人に対する支

援

在宅の行動障がいのある人の支

援に携わる相談支援、行動援

護、重度訪問介護等の事業所

間の連携など行動障がいのある

人に対する支援の充実を図りま

す。

R４年度

R５年度

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 保健と医療サービスの適切な提供

施策の方向性 適切な保健・医療サービスの充実
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引き続き重度障がい者（児）が、各種健康保

険による医療を受けた場合、医療費の自己負担

額の一部を障がいの程度に応じて助成すること

で、医療を容易に受けることができるとともに、経

済的負担を軽減できるよう努める。

重度障がい者（児）が医療を容易に受けられる

ように、各種健康保険による医療を受けた場合、

医療費の自己負担額の一部を障がいの程度に

応じて助成した。

また、医療費助成申請手続き等の一部にオンライ

ン申請を導入し、より手続きの利便性を図った。

A 引き続き重度障がい者（児）

が医療を容易に受けられるよう

に、各種健康保険による医療を

受けた場合、医療費の自己負

担額の一部を障がいの程度に応

じて助成する。

重度心身障害

者医療費助成

事業

障がい福祉課

（地域生活支

援班）

引き続き、自立支援医療（精神通院医療）費

の申請があった際には、関係機関と連携しなが

ら、適切な給付を実施する

自立支援医療（精神通院医療）費の適切な

給付を実施できた。

A 適正な助成を行うため関係機関

との連携を図りながら実施継続し

ていく

自立支援医療

（精神通院医

療）事業

こころの健康セ

ンター

引き続き、自立支援医療（育成医療）費の申

請があった際に適切な給付を実施し、疾病の予

防や治療、障がいの除去等を必要とする人の経

済的負担を軽減できるよう努める。

障がいの原因となる疾病の予防と治療、障がいの

除去や進行防止等への経済的負担を軽減する

ため、医療費の助成を行うことが出来た。

A 自立支援医療（育成医療）

費の申請があった際に適切な給

付を実施する。

育成医療（自

立支援医療）

事業

こども支援課

引き続き重度障がい者（児）が医療を容易に

受けられるように、各種健康保険による医療を受

けた場合、医療費の自己負担額の一部を障がい

の程度に応じて助成する。

また、オンライン申請手続の周知を行ったり、手続

の拡充等を検討し、利便性の向上を図る。

重度心身障害

者医療費助成

事業

障がい福祉課

（地域生活支

援班）

引き続き自立支援医療（精神通院医療）費の

申請があった際に適切な給付を実施し、精神科

通院の経済的負担を軽減できるよう努める。

自立支援医療

（精神通院医

療）事業

こころの健康セ

ンター

自立支援医療（育成医療）費の申請があった

際に適切な給付を実施する。

育成医療（自

立支援医療）

事業

こども支援課

② 医療費の助成 障がいの原因となる疾病の予防

と治療、障がいの除去や進行防

止等への経済的負担を軽減す

るため、医療費の助成を行いま

す。

R４年度

R５年度
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○歯っぴー事業

引き続き、感染防止対策を講じて、各区役所で

実施する。

対象：障がい児等の未就学児

内容：歯科相談、フッ化物塗布と口腔ケア

〇歯科受診の推進

・障がい児（者）が受診できる歯科医療機関に

ついては、県及び歯科医師会の協力を得て、市

民へ情報提供する。

〇歯っぴー事業

感染防止対策を講じて各区役所で実施した。

参加者実人数２１名、延べ人数５０名

〇歯科受診の推進

歯科医師会のホームページを紹介するなどして障

がい児（者）が受診できる歯科医院の情報提

供を行った。

A 〇歯っぴー事業

引き続き幼児健診時などに対象

となる児の保護者に事業を紹介

するなどして啓発を行っていく。

〇歯科受診の推進

障がい児（者）が受診できる歯

科医療機関について市民へ情

報提供する

①歯っぴー事業 健康づくり推進

課

〇歯科保健医療体制の充実

本市の障がい児・者歯科診療体制を確保するた

め、熊本県歯科医師会立口腔保健センターを支

援する。

地域の歯科診療所での障がい児(者)歯科予防

の技術、知識の向上を図るため、熊本県歯科医

師会立口腔保健センターに対する運営支援を

行った。

なお、令和4年度は新型コロナの感染対策のため

の設備更新にも支援を行った。

A 引き続き、熊本県歯科医師会

立口腔保健センターの運営支援

を行っていく。

②口腔保健セ

ンター負担金

医療政策課

障害児（者）口腔ケアリーダー育成事業は、感

染症対策を施したうえで実施する。

感染症対策を講じて2つの施設で実施した（延

べ人数60人）。

A 引き続き感染症対策を講じたう

えで事業を実施し、歯科医師、

歯科衛生士、障がい児（者）、

施設従事者の口腔ケアの知識、

技術の習得を促す。

③障がい児

(者)口腔ケア

リーダー育成事

業

障がい福祉課

（地域生活支

援班）

○歯っぴー事業

引き続き、各区役所で実施する。

対象：障がい児等の未就学児

内容：歯科相談、フッ化物塗布と口腔ケア

〇歯科受診の推進

・障がい児（者）が受診できる歯科医療機関に

ついて、県及び歯科医師会の協力を得て市民へ

情報提供し歯科受診を勧める。

①歯っぴー事業 健康づくり推進

課

本市の障がい児・者歯科診療体制を確保するた

め、熊本県歯科医師会立口腔保健センターを支

援する。

②口腔保健セ

ンター負担金

医療政策課

引き続き、障害児（者）口腔ケアリーダー育成

事業は、感染症対策を施したうえで実施する。

③障がい児

(者)口腔ケア

リーダー育成事

業

障がい福祉課

（地域生活支

援班）

③ 歯科保健医療の推

進

・歯科疾患の予防

歯科保健に関する知識の普及

を図り、各区役所で障がいのある

未就学児等を対象にむし歯予

防に効果的なフッ化物の塗布を

行います。また、障がい児(者)団

体等と連携し、障がいのある人の

歯科疾患の予防に関する啓発

に取り組みます。

・歯科受診の推進

歯科医療については、障がいの

ある人が、身近な歯科診療所で

安心して診療を受けることができ

るよう、障がい児(者)口腔ケア事

業を実施し、障がい児(者)歯科

地域協力医での受診を推進しま

す。

・歯科保健医療体制の充実

熊本県歯科医師会立口腔保

健センター、市歯科医師会との

連携強化を図り、身近な地域で

受診可能な歯科保健医療体制

を充実します。

R４年度

R５年度
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障がい者サポーター研修等を通じ、市民および職

員へ障がいに関する正しい知識の提供を行う。

また、学童期に対するアプローチについて検討し、

より分かりやすい研修の実施に努める。

熊本市障がい者相談支援センターと連携して障

がい者サポーター研修出前講座を開催し、正しい

知識の普及のために研修内容の工夫ができた。

A 引き続き、市民への障がいに関

する正しい知識の普及に努め

る。

熊本市障がい

者理解促進事

業

障がい福祉課

（企画調整

班）

引き続き、電話や来所等にて相談支援の実施

と、関係機関への技術支援の実施を行っていく。

また、各研修会を通じ、障がいに関する正しい知

識の普及啓発に取り組む。

電話相談件数（延）7,938件、来所相談

（延）413件、訪問相談（延）25件、計

8,376件。

また、関係機関への技術支援について、1,020

件実施。

支援者向け研修会（20回、延べ3,748名参

加）、市民向け講演会（7回、延べ276名参

加）

A 今後も相談対応や普及啓発事

業を実施する。

①精神保健相

談支援事業経

費

②精神保健研

究・啓発事業

経費

こころの健康セ

ンター

家庭・地域へ配布する啓発リーフレットの内容をよ

り充実すると共に、学校における相談しやすい環

境づくり及び関係機関等相談先の紹介を行う。ま

た学級支援員の更なる専門性の向上を目指すと

ともに効果的活用により二次障がいの予防に努め

る。

リーフレットの内容を見直してより充実したものにす

るとともに、環境づくり及び関係機関等の相談先

の紹介を行った。

また、コロナ禍においても学級支援員の更なる専

門性の向上を図る研修の実施や効果的活用を

行うことができた。

A リーフレット内容の見直しや周知

の方法の検討を行う。また、学級

支援員の研修実施方法等の検

討を行う。

①笑顔いきいき

特別支援教育

推進事業

②学級支援員

派遣経費

総合支援課

障がい者サポーター研修等を通じ、市民および職

員へ障がいに関する正しい知識の提供を行う。

熊本市障がい

者理解促進事

業

障がい福祉課

（企画調整

班）

引き続き、相談対応、普及啓発に取り組む。 ①精神保健相

談支援事業経

費

②精神保健研

究・啓発事業

経費

こころの健康セ

ンター

家庭・地域へ配布する啓発リーフレットの内容をよ

り充実すると共に、学校における相談しやすい環

境づくり及び関係機関等相談先の紹介を行う。ま

た学級支援員の更なる専門性の向上を目指すと

ともに効果的活用により二次障がいの予防に努め

る。

①笑顔いきいき

特別支援教育

推進事業

②学級支援員

派遣経費

総合支援課

④ 二次障がいの予防 一次障がい（既存の障がい）か

ら生じる合併症や日常生活能

力の低下（二次障がい）を生

み出さないために、適切な相談

支援や研修等を通じて、障がい

の正しい知識の普及に努めま

す。

R４年度

R５年度
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小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請が

あった際には、患者の負担を軽減するため、遅滞

なく適切な給付を実施する。

 小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請

があった際に適切な給付を実施し、対象者の経

済的負担を軽減することができた。

A 小児慢性特定疾病医療費支

給認定の申請があった際に適切

な給付を実施する。

小児慢性特定

疾病医療支援

事業

こども支援課

①指定難病医療費助成における申請者はいま

だ増加傾向にあり、ニーズが高い。今後も制度の

周知等継続し、サービスを必要とする市民に情報

が届くよう、啓発活動を行う。

②今後も難病対策地域協議会等を通じて、関

係機関との緊密な連携を図る。

③熊本県難病相談・支援センターや患者会など

の当事者団体等と連携し、関係者への研修や

相談会、講演会等の実施を継続して行っていく。

また、患者同士のピアカウンセリングや就労支援

相談等の相談事業の強化を図る。

①指定難病医療費助成について、適正な支給

認定業務を行った。また、市政だよりによる広報

や患者会パネル展示など様々な機会において啓

発活動を行った。

②難病対策地域協議会にて関係機関との連携

をさらに図るとともに、協議会において「熊本市難

病患者・家族のための緊急時フローチャート」を作

成した。

③難病相談・支援センターと連携し、医療講演

会・相談会を3回、訪問相談員育成研修会を1

回開催した（WEBまたはハイブリッド開催）。

A ①指定難病医療費助成におけ

る申請者は増加傾向にあり、制

度等のより一層の周知等継続し

た啓発活動を行う。

②今後も難病対策地域協議会

にて関係機関との緊密な連携を

図る。

③熊本県難病相談・支援セン

ターや患者会などの当事者団体

等と連携し、関係者への研修や

相談会、講演会等の実施を継

続して行っていく。また、訪問相

談事業を実施していく。

①指定難病医

療費公費負担

経費

②指定難病関

係事務経費

（難病相談支

援センター事業

を除く）

③難病特別対

策事業経費

医療政策課

小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請が

あった際に適切な給付を実施する。

小児慢性特定

疾病医療支援

事業

こども支援課

①指定難病医療費助成における申請者は増加

傾向にあり、制度等のより一層の周知等継続し

た啓発活動を行う。

②今後も難病対策地域協議会にて関係機関と

の緊密な連携を図る。

③熊本県難病相談・支援センターや患者会など

の当事者団体等と連携し、関係者への研修や

相談会、講演会等の実施を継続して行っていく。

また、訪問相談事業を実施していく。

①指定難病医

療費公費負担

経費

②指定難病関

係事務経費

（難病相談支

援センター事業

を除く）

③難病特別対

策事業経費

医療政策課

具体的な取り組み

① 難病対策の推進 難病患者の療養上の不安や悩

みを解消するための状況の把握

や訪問相談、患者同士が支え

あい、情報交換や啓発を行うた

めの支援を行います。

難病の患者に対する医療等に

関する法律に基づき、指定され

る指定難病について、患者の負

担を軽減するため医療費の助成

を行うとともに、難病対策地域

協議会を設置し、地域の関係

機関（者）、指定医療機関、

熊本県難病相談・支援センター

等との連携を図ります。

また、難病に対する相互理解を

深めるため、市主催の研修会や

講演会、医療相談会等を開催

します。

R４年度

R５年度

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 保健と医療サービスの適切な提供

施策の方向性 難病に関する保健・医療施策の推進
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R４年度 障害者総合支援法の対象疾病の見直しが行わ

れた場合には、障害福祉サービス事業所等へ周

知を行い、随時質問等に対応し、障害福祉サー

ビス等の利用を促す。

令和4年度に変更なかったため実績なし。 A 引き続き障害者総合支援法の

対象疾病の見直しが行われた

場合には、迅速に周知を行う。

R５年度 障害者総合支援法の対象疾病の見直しが行わ

れた場合には、障害福祉サービス事業所等へ周

知を行い、随時質問等に対応し、障害福祉サー

ビス等の利用を促す。

② 難病患者等に対する

障害福祉サービス等

の利用支援

難病患者等に対する障害福祉

サービスの提供にあたっては、障

害福祉サービスや地域生活支

援事業に関する制度の周知を

行うとともに、難病等の特性

（病状の変化や進行、福祉

ニーズ等）に配慮しながら、適

切な利用を支援します。

介護給付費等

支給決定事務

障がい福祉課

（自立支援

班）
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R４年度 R3年度に引き続き、以下の事業を実施予定。

①熊本県精神科救急情報センター事業

　・精神科救急情報センター相談員研修会

②熊本県精神科二次救急医療確保事業

③熊本県身体合併症救急医療確保事業

R４年度実施件数（熊本県市合同事業）

①相談件数（熊本県市合計）：1444件

医療相談、患者振り分け及び医療機関紹介が

適切にできるように、精神科救急情報センター相

談員研修会を10月17日会場開催（参加者：

熊本県市合計51名）

②受診件数（熊本県市合計）：972件

③熊本医療センター実施件数：585件

地域生活への移行がスムーズにできるように、退

院前等に個別ケース検討会尾実施し、医療機

関や関係機関との連携を図った。

A 引き続き、緊急的に医療を必要

とする精神障がい者に対し、迅

速かつ適切な医療が提供できる

ように精神科救急医療体制の

充実を図っていく。

R５年度 R4年度に引き続き、以下の事業を実施予定。

①熊本県精神科救急情報センター事業

　・精神科救急情報センター相談員研修会

②熊本県精神科二次救急医療確保事業

③熊本県身体合併症救急医療確保事業

R４年度 今後もこころの健康相談から精神医療にかかる

相談等の様々な相談対応を行い、関係機関へ

の技術支援についても実施していく。

電話相談件数（延）7,938件、来所相談

（延）413件、訪問相談（延）25件、計

8,376件。また、関係機関への技術支援につい

て、1,020件実施。

A 引き続き相談対応に取り組む。

R５年度 今後もこころの健康相談から精神医療にかかる

相談等の様々な相談対応を行い、関係機関へ

の技術支援についても実施していく。

② 相談支援体制 区役所・こころの健康センター・

発達障がい者支援センター・相

談支援事業所等における相談

体制の充実に努めます。

精神保健相談

支援事業経費

こころの健康セ

ンター

こころの健康セ

ンター

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 保健と医療サービスの適切な提供

施策の方向性 精神保健・医療施策の強化

具体的な取り組み

① 精神科医療機関等

との連携の強化

緊急時における精神科救急医

療体制の整備や精神障がいの

状態に応じた適切な医療の提

供、さらには、退院前の個別ケー

ス検討など、精神科医療機関や

地域活動支援センター等との連

携による支援の充実を図ります。

精神科救急医

療体制整備事

業
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R４年度 引き続き相談対応・普及啓発に取り組む。

特に、市民の方に対しては予防の視点の研修、

支援者に対してはスキルアップを目的とした研修を

実施していく。

令和2年度より、依存症専門相談員を配置して

いる。

依存症家族教室21回105人、アディクション行

動変容グループプログラム24回51人参加。

市民向け講演会は1回38人、支援者向け研修

会は4回223人参加(うち共催3回128人)。

A 市民の方に対しては予防の視点

も取り入れた内容、支援者に対

しては、依存症治療拠点機関・

専門医療機関の協力を得なが

ら依存症からの回復・家族支援

についてスキルアップを目的とした

研修を実施する。

R５年度 相談対応体制を強化するため、今年度より、依

存症治療拠点機関・依存症専門医療機関から

派遣された依存症専門相談員による依存症相

談を開始。

普及啓発に関しては、市民の方に対して予防の

視点も取り入れた研修、支援者に対してはさらな

るスキルアップを目的とした研修を実施していく。

R４年度 引き続き、相談対応、普及啓発等に取り組み、

人材育成の観点から、職員の支援スキルアップを

目的とした研修を実施していく。

電話相談1,494件、メール223件、オンライン相

談16件、来所相談926件、訪問199件、計

2,858件。

当事者プログラム96回・310人、家族教室は12

回・　20人参加。

連絡協議会2回書面開催。ひきこもりサポーター

養成研修1回・4人参加。

A 今後も相談対応の継続、各関

係機関との連携をとりながら対応

していく。

R５年度 引き続き、相談対応、普及啓発、人材育成等に

取り組む。

R４年度 相談があった場合、関係機関との連携を図りなが

ら対応していく。

電話相談件数（延）2件、来所相談件数

（延）0件、訪問相談0件。

A 今後も随時対応を行う。

R５年度 引き続き、相談対応に取り組む。

④ ひきこもりへの対策 思春期・青年期における社会的

ひきこもりへの対策として、熊本

市ひきこもり支援センターを核

に、思春期・青年期における社

会的ひきこもりへ対応するととも

に、電話・メール・来所・訪問相

談や関係機関との連携し、長期

化するひきこもりに対する相談体

制の充実を図ります。

ひきこもり地域

支援センター

こころの健康セ

ンター

⑤ 高次脳機能障がいへ

の対応

高次脳機能障がいの相談があっ

た場合、熊本県高次脳機能障

害支援センター及び医療機関と

連携し、相談対応に努めます。

精神保健相談

支援事業経費

こころの健康セ

ンター

③ 依存症の対策 依存症（アルコール・薬物・ギャ

ンブル等）の理解を深めるため

の啓発や相談体制の充実、さら

には、関係機関とも連携し、回

復に向けた支援体制の充実を

図ります。

①精神保健相

談支援事業経

費

②精神保健研

究・啓発事業

経費

こころの健康セ

ンター
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R４年度 引き続き、子ども発達支援センターとして発達障

害者支援法を踏まえ、発達障がい等の相談や療

育を担当する職員の資質を向上し、現状の把握

とネットワークの構築を行う。また発達障がい者支

援センターにおいても、医療機関の体制や状況を

把握し、医療機関との連携を図る。

発達障がい等の相談や療育を担当する職員の

資質を向上するための講演会や研修会を開催し

た。また、地域の現状の把握とネットワークを構築

するための連携会議等を行った。

発達障がい者支援センターにおいても、医療機

関の体制や状況を把握し、医療機関との連携を

図った。

A 関係各課や関係機関等との協

力により、研修会や連絡会議等

の効率化を図る。

R５年度 引き続き、発達障がい等の相談や療育を担当す

る職員の資質を向上するための研修等を企画開

催するとともに、現状の把握とネットワーク構築の

ための連携会議等を行う。また発達障がい者支

援センターにおいても、医療機関の体制や状況を

把握し、医療機関との連携を図る。

R４年度 被災後のこころの変化へのケア、相談窓口案内

等を活用し、自殺予防に関する啓発等を行う。

また、市政だより等を用いた周知を図る。

SNS相談事業の拡充に努める。

ゲートキーパー養成講座の拡充に努める。

自殺予防週間、自殺対策強化月間には市役

所１階でのパネル展示他、熊本市公式ラジオ、

市政だより、リビング新聞等を利用し、啓発を行っ

た。また、SNS相談では、延べ4068件の相談を

受け、ゲートキーパー養成講座は298人が受講。

自殺対策連絡協議会では、関係機関と連携を

図ることができた。

A 引き続き、自殺予防の啓発およ

びSNS相談事業の拡充、ゲート

キーパー養成講座の拡充を図

る。

R５年度 うつ病等の早期発見の為のストレスチェックアプリ

の活用や相談窓口等の案内により自殺予防を

図る。また、市政だより等を用いた自殺予防啓発

を図る。

SNS相談事業の拡充に努める。

ゲートキーパー養成講座の拡充に努める。

⑥ 発達障がいへの対応 発達障害者支援法を踏まえ、

発達障がい等の相談や療育を

担当する職員の資質を向上し、

現状の把握とネットワークの構築

を行います。

・地域療育関

連経費

こども発達支援

センター

⑦ 自殺予防への対策 自殺対策基本法や自殺総合

対策大綱、熊本市自殺総合対

策計画等を踏まえ、自殺予防

週間等における啓発事業の実

施、ゲートキーパー養成等の人

材育成事業や自死遺族支援、

さらには熊本市自殺対策連絡

協議会等の実施による関係機

関との連携した取組を推進しま

す。

地域自殺対策

緊急強化事業

こころの健康セ

ンター
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

障がいのある人の一般就労の機会を確保するた

め、「市障がい者就労・生活支援センター」や「市

障がい者自立支援協議会（就労部会）」の活

動を通して、特に事業主を中心として障がい者雇

用に関する理解促進を図る。

市障がい者就労・生活支援センターにおいて、企

業に対して雇用推奨のための活動を実施した。

（雇用勧奨実施企業数：212件）

障がい者自立支援協議会就労部会においては、

障がい者雇用に関する意見交換及び情報共有を

行うとともに、事業主向けの「しごといく」を改定し、

関係機関へ配布した。また、企業や事業所に対

し、障がい者雇用に関するオンライン研修を開催し

た。

A 引き続き、事業主に対して障が

い者雇用に向けた積極的な啓

発活動に努めていく。

障がい者就労・

生活支援セン

ター事業

障がい福祉課

（企画調整

班）

本市に事業所を有し、国の特定求職者雇用開

発助成金の支給決定を受けた事業主に対し、本

市独自の雇用奨励金制度があることを周知してい

く。

特定求職者雇用開発助成金を所管する熊本労

働局と連携して制度を周知した結果、45件・

1,212千円の交付となった。

A 引き続き、制度の周知及び交付

を行う。

障がい者・母子

家庭の母等高

齢者雇用奨励

金

雇用対策課

障がいのある人の一般就労の機会を確保するた

め、「市障がい者就労・生活支援センター」や「市

障がい者自立支援協議会（就労部会）」の活

動を通して、障がい者雇用に関する理解促進を

図る。

障がい者就労・

生活支援セン

ター事業

障がい福祉課

（企画調整

班）

本市に事業所を有し、国の特定求職者雇用開

発助成金の支給決定を受けた事業主に対し、本

市独自の雇用奨励金制度があることを周知してい

く。

障がい者・母子

家庭の母等高

齢者雇用奨励

金

雇用対策課

具体的な取り組み

① 事業主への啓発 障がいのある人の一般就労の機

会を確保するため、熊本市障が

い者就労・生活支援センターや

熊本市障がい者自立支援協議

会（就労部会）の活動や、本

市独自の雇用奨励金の周知等

を通して障がい者雇用に対する

理解促進を図ります。

また、精神障がい者の雇用対策

強化の改正障害者雇用促進法

などの障がい者雇用に関する新

たな法制度の内容について周知

を図ります。

R４年度

R５年度

基本目標 質の高い地域生活の実現

1 雇用と就労の促進

施策の方向性 雇用の場の確保
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企業に対し、障がい者雇用を促進する各種制度

の周知を図るとともに、障がい者雇用に取り組む

企業への本市独自の助成や、職場定着支援を

実施していく。また、障がい者サポート企業・団体

の認定などにより、市民に向けて企業の活動を周

知し、応援していく。

市障がい者就労・生活支援センターにおいて、職

場開拓、求人と求職者のマッチングを図るととも

に、就労後の職場定着支援を実施した。(職場

定着支援件数：412件)

また、障がい者雇用を推進する企業に対して、障

がい者サポート企業・団体の認定を行った。（2団

体）

A 引き続き、市障がい者就労・生

活支援センターにおいて、ハロー

ワークや障害者職業センター等の

労働機関と連携し、求職者や求

人の情報を共有しながら両者の

マッチングを図っていく。

①障がい者就

労・生活支援セ

ンター事業

②熊本市障が

い者理解促進

事業

障がい福祉課

（企画調整

班）

障がい者を雇用している事業所に対する、主観的

数値の点数を加算する取扱いを、今後の工事等

入札参加資格審査申請の際にも継続する。

障がい者を雇用している事業者に対する、主観的

数値の点数を加算する取扱いを、令和4年度の

工事等入札参加資格審査申請の際に実施し

た。

A 障がい者を雇用している事業所

に対する、主観的数値の点数を

加算する取扱いを、今後の工事

等入札参加資格審査申請の際

にも継続する。

‐ 工事契約課

企業に対し、障がい者雇用を促進する各種制度

の周知を図るとともに、障がい者雇用に取り組む

企業への本市独自の助成や、職場定着支援の

実施、障がい者サポート企業・団体の認定などに

より、企業の活動を応援する。

①障がい者就

労・生活支援セ

ンター事業

②熊本市障が

い者理解促進

事業

障がい福祉課

（企画調整

班）

障がい者を雇用している事業所に対する、主観的

数値の点数を加算する取扱いを、今後の工事等

入札参加資格審査申請の際にも継続する。

‐ 工事契約課

② 雇用にあたっての支援 企業に対し、障がい者雇用を促

進する各種制度の周知を図ると

ともに、障がい者雇用に取り組む

企業への本市独自の助成や、障

がい者サポート企業・団体の認

定などにより、企業の活動を応援

します。さらに、市が行う物品調

達や工事・業務委託等につい

て、障がいのある人の雇用促進

に努めている企業に対し、業者

選定における優遇措置を検討し

ます。

R４年度

R５年度
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チャレンジ雇用の人員を4名増員することに伴い、

就労支援員を1名増員する。採用にあたっては、

試験の実施方法等において合理的配慮を行う。

また、障がいのある人が有する能力を有効に発揮

できるよう、ジョブコーチが中心となり、個々の体調

や特性等に応じて職場環境の整備に努める。

チャレンジ雇用の試験において、合理的配慮を行

うとともに、障がい特性や必要な配慮等について受

入課との情報共有を行った。また、ジョブコーチを配

置することで職場定着及び一般就労への各種支

援を行った。（新規4名、継続4名）

A 引き続き、試験における合理的

配慮を実施するとともに、障がい

者会計年度任用職員の体調を

考慮した職場環境を整え、一般

就労へ向けた支援を行う。

障がい者雇用

関係経費

障がい福祉課

（企画調整

班）

熊本市障がい者活躍推進計画次期(令和5年

度4月～）計画策定。

障がい者支援チーム(実務者）を設置し相談支

援体制の連携強化を図る。

令和4年5月に、実務者で構成する障がい者支

援チームを設置し障がい者の相談支援について検

討した。令和5年3月、熊本市障がい者活躍推

進計画（第2期）を策定。令和5年３月から聴

覚障かいのある職員が電話対応する事を可能に

する電話リレーサービスを試験的に導入。

A 障がい者支援チームと新たな関

係課との連携を強化する。

人事課（人事

委員会）

採用に関しては、法定雇用率の達成継続のた

め、他局と連携して採用募集を随時行っていく。ま

た、長く働き続けることのできる職場環境の整備等

に取り組む。

雇用については、特別支援学校の生徒の採用、

他局と連携し採用募集を行い、法定雇用率を達

成することができた。

障がい者を受け入れる部署においては、障害につ

いての基礎知識や、必要な配慮などを事前に共

有し、働きやすい環境整備を行った。

就労定着支援事業所等と連携し、就労後の適

正を確認したり、課題克服に向けての個人の目標

設定などを行った。

A 今後も継続して新規雇用を行い

法定雇用率の達成を継続する。

また、退職者も少なからずいるた

め、一人ひとりの特性に配慮して

働きやすい環境を整備するため

相談体制の強化を目指し、ジョブ

コーチの導入について検討を進め

る。

学校環境整備

事業

教育政策課

教員採用試験実施要項にある「障がいのある者

を対象とした特別選考」の案内を分かりやすい表

示に変更し、市ホームページ及び大学説明会にて

さらなるPRを行う。

実施要項の表示やフォントを分かりやすいものに変

更し、市ホームページや大学説明会においてPRを

行った。

A 引き続き、障がいのある者も教員

採用試験を受験し易いよう、工

夫していく。

採用試験 教職員課

市における障がい者雇用について、法定雇用率を

確保する。また、採用にあたっては、試験の実施

方法等において合理的配慮を行うとともに、障が

いのある人が有する能力を有効に発揮できるよう

な職場環境の整備に努める。

障がい者雇用

関係経費

障がい福祉課

（企画調整

班）

障がい者支援チームと関係課との連携を強化し、

障がいのある職員の就労の定着及び職場の理解

促進を図る。

人事課（人事

委員会）

採用に関しては、法定雇用率の達成継続のた

め、他局と連携して採用募集を随時行っていく。ま

た、長く働き続けることのできる職場環境の整備等

に取り組む。

学校環境整備

事業

教育政策課

教員採用試験実施要項にある「障がいのある者

を対象とした特別選考」の案内を分かりやすい表

示に変更し、市ホームページ及び大学説明会にて

さらなるPRを行う。

採用試験 教職員課

③ 公共機関での障がい

者雇用の促進

市における障がい者雇用について

は、一定の枠を設け法定雇用率

以上になるよう採用するとともに、

障がい者対象の採用試験につい

ても、精神障がい及び知的障が

いのある人への受験対象の拡大

に向け、検討を進めていきます。

さらに、障がいのある人が有する

能力を有効に発揮できるよう、働

きやすく、長く働き続けることので

きる職場環境の整備に取り組み

ます。また、この雇用を通じて、障

がいのある人の就労について、市

民や企業への啓発及び理解の

促進を図ります。

R４年度

R５年度
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引き続き、熊本市障がい者就労・生活支援セン

ターにおいて、ハローワーク等の関係機関と求人情

報を共有し、求職者への提供に努める。また、企

業訪問等による雇用推奨や職場開拓を図る。

熊本市障がい者就労・生活支援センターにおい

て、ハローワーク等の関係機関と連携し求人情報

を共有するとともに、企業に対して雇用推奨のため

の活動を実施した。（雇用勧奨件数212件）

A 熊本市障がい者就労・生活支

援センターにおいて、引き続き、

雇用勧奨や職場開拓等の活動

による仕事の創出に努める。

障がい者就労・

生活支援セン

ター事業

障がい福祉課

（企画調整

班）

引き続き、高等学校進路指導担当職員と企業と

の意見交換会の実施を通じて、相互理解を図り、

雇用促進を目指す。各企業のブースを設け、自

社のガイダンスおよび高等学校進路指導担当職

員との意見交換を実施する。

高等学校進路指導担当職員と企業との意見交

換会を実施した。企業65社、高校53校が参加

し、うち支援学校の参加は11校であった。

A 若者の就労促進のため、引き続

き、高等学校進路指導担当職

員と企業との意見交換会を実施

していく。

人手不足・多

様な働き方支

援就職面談会

事業

雇用対策課

熊本市障がい者就労・生活支援センターにおい

て、関係機関と求人情報を共有し、求職者への

提供に努めるとともに、企業訪問等による雇用推

奨や職場開拓を図る。

障がい者就労・

生活支援セン

ター事業

障がい福祉課

（企画調整

班）

高等学校進路指導担当職員と企業との意見交

換会を開催し、各企業のブースを設け、自社のガ

イダンスおよび高等学校進路指導担当職員との

意見交換を実施することで相互理解ひいては雇

用促進を図る。

人手不足・多

様な働き方支

援就職面談会

事業

雇用対策課

④ 障がい者の能力や特

性に応じた仕事の創

出

熊本市障がい者就労・生活支

援センターにおいて、関係機関と

求人情報を共有し、求職者への

提供に努めるとともに、企業訪問

による雇用勧奨や職場開拓を図

ります。

また、若者の就労促進として特

別支援学校の教諭と企業との意

見交換会を実施するほか、企業

と障がいのある人との雇用に関す

る新たな出会いの場の創出を検

討していきます。

R４年度

R５年度
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熊本市障がい者就労・生活支援センターにおい

て、関係機関と連携し、就労を希望する障がい

者からの相談に応じ、就労あるいはこれに伴う日

常生活上の問題について、必要な指導及び助

言その他の援助を行う。

熊本市障がい者就労・生活支援センターにおい

て、就労を希望する障がい者からの相談に応じ、

就労あるいはこれに伴う日常生活上の問題につ

いて、必要な指導及び助言その他の援助を行っ

た。（一般就労件数：109件）

A 引き続き、就労を希望する障が

い者の求職活動の支援を行って

いく。

障がい者就労・

生活支援セン

ター事業

障がい福祉課

（企画調整

班）

福祉サービスの水準を確保するため、事業所に

対し、制度改正や報酬改訂等に伴う最新情報

を迅速に発信していく。

実地指導や集団指導において、制度改正や報

酬改定についての情報発信を行うことが出来た。

また、新たな就労移行支援事業所を５ヵ所指定

し、一般就労先の選択肢を増やす事ができた。

B 引き続き制度内容等の周知を

行うとともに、就労移行支援事

業所の新規開設について勧奨を

行う。

就労移行支援

事業

障がい福祉課

（自立支援

班）

本市に事業所を有し、国の特定求職者雇用開

発助成金の支給決定を受けた事業主に対し、

本市独自の雇用奨励金制度があることを周知し

ていく。

特定求職者雇用開発助成金を所管する熊本

労働局と連携して制度を周知した結果、45件・

1,212千円の交付となった。

A 引き続き、制度の周知及び交付

を行う。

障がい者・母子

家庭の母等高

齢者雇用奨励

金

雇用対策課

関係機関との連携のもと、熊本市障がい者就

労・生活支援センターによる情報発信や就労を

希望する障がい者からの相談に応じ、就労あるい

はこれに伴う日常生活上の問題について、必要

な指導及び助言その他の援助を行う。

障がい者就労・

生活支援セン

ター事業

障がい福祉課

（企画調整

班）

福祉サービスの水準を確保するため、事業所に

対し、制度改正や報酬改訂等に伴う最新情報

を迅速に発信していく。

就労移行支援

事業

障がい福祉課

（自立支援

班）

本市に事業所を有し、国の特定求職者雇用開

発助成金の支給決定を受けた事業主に対し、

本市独自の雇用奨励金制度があることを周知し

ていく。

障がい者・母子

家庭の母等高

齢者雇用奨励

金

雇用対策課

具体的な取り組み

① 一般企業への就労の

促進

一般企業等への就労を希望す

る障がいのある人に、熊本市障

がい者就労・生活支援センター

において、関係機関（ハローワー

ク、職業センター等）と連携して

一般企業への就労を支援しま

す。また、就労移行支援事業所

において、一定期間、就労に必

要な知識及び能力向上のため

に必要な訓練・指導等を行うとと

もに、就労定着支援事業所にお

いて、就労移行支援等を経て一

般就労した者に対して就労を継

続するために必要な相談等の支

援を行います。

障がい者雇用に取り組む企業へ

の雇用奨励金を通して一般企

業への就労を促進します。

R４年度

R５年度

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 雇用と就労の促進

施策の方向性 一般就労への移行と定着の支援
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R４年度 障がいのある人の職場への定着を支援するため、

各種制度を周知徹底を図るとともに、ハローワー

クや熊本障害者職業センター等の関係機関と連

携して、職場開拓や職場定着の支援を実施す

る。

熊本市障がい者就労・生活支援センターにおい

て、実習時から巡回を行い、課題解決スキルの

習得を目的とした支援を行うことで、採用後の職

場定着を促進した。(職場定着支援件数：412

件)

A 引き続き、関係機関と連携しな

がら求職者と企業のマッチングを

図るとともに、各種制度の周知を

行う。

R５年度 障がいのある人の職場への定着を支援するため、

ハローワークや熊本障害者職業センター等の関

係機関と連携して、各種制度の周知や職場開

拓、職場定着の支援を実施する。

R４年度 熊本市障がい者就労・生活支援センターにおい

て、ハローワークや障害者職業センター等の労働

機関のほか、支援学校や就労移行支援事業所

等の関係機関とも情報を共有し、適切な求人・

求職者情報の提供に努める。

熊本市障がい者就労・生活支援センターにおい

て、ハローワークや障害者職業センター等の労働

機関と定期的に会議を実施し、適切な求人・求

職者情報の共有及び情報提供を行った。

A 引き続き、関係機関と連携しな

がら職場定着を支援していく。

R５年度 熊本市障がい者就労・生活支援センターにおい

て、ハローワークや障害者職業センター等の各種

関係機関と情報を共有し、適切な求人・求職者

情報の提供に努める。

R４年度 障がいのある方が働きながら自立生活を送れるよ

う、熊本市障がい者就労・生活支援センター及

び特別支援学校等の教育機関、その他の関係

機関との連携を強化し、就労に関する総合的な

相談支援を行う体制を整備する。

熊本市障がい者就労・生活支援センターにおい

て、ハローワークや障害者職業センター、移行支

援等の就労関係機関及び特別支援学校と連携

し、相談支援を実施した。（障がい者からの相談

件数：5,760件）

A 引き続き、関係機関と連携しな

がら相談支援を実施する。

R５年度 障がいのある方が働きながら自立生活を送れるよ

う、熊本市障がい者就労・生活支援センター及

びその他の関係機関との連携を強化し、就労に

関する総合的な相談支援を行う体制を整備す

る。

④ 関係機関との連携に

よる相談支援

熊本市障がい者就労・生活支

援センターにおいて、ハローワーク

や障害者職業センター、就労移

行支援事業所等の就労関係機

関及び特別支援学校などの教

育機関との連携を強化し、就労

に向けた段階から就労後の職場

定着・生活に関することまで、総

合的に相談を受けることができる

体制を整備します。

障がい者就労・

生活支援セン

ター事業

障がい福祉課

（企画調整

班）

② 職場定着の支援 障がいのある人の職場への定着

を支援するため、公共職業安定

所（ハローワーク熊本）や熊本

障害者職業センター等の関係

機関と連携して、トライアル雇用

（障害者試行雇用事業）や

職場適応援助者（ジョブコー

チ）等の障がいのある人・事業

主双方を支援する各種制度に

ついて、周知徹底と利用促進を

図ります。

また、熊本市障がい者就労・生

活支援センターを就労支援の核

として位置づけ、関係機関と連

携して就労・生活支援はもとよ

り、職場開拓や職場定着の支

援を実施します。

障がい者就労・

生活支援セン

ター事業

障がい福祉課

（企画調整

班）

③ 求人・求職者情報の

提供

熊本市障がい者就労・生活支

援センターにおいて、ハローワーク

や障害者職業センターと情報を

共有し、適切な求人・求職者情

報の提供に努めます。

障がい者就労・

生活支援セン

ター事業

障がい福祉課

（企画調整

班）
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R４年度 障がい者サポーター研修や障がい者自立支援協

議会就労部会及び就労フェア等の機会を通じ

て、特性に応じた就労支援について市民や企業

向けに理解啓発を行うとともに、実際の雇用事例

を周知していく。

障がい者自立支援協議会就労部会や就労フェ

ア等の機会を通じて、特性に応じた就労支援に

ついて市民や企業向けに理解啓発を行うととも

に、事例検討を実施することができた。また、障が

い者サポーター研修において、特性に応じた配慮

方法等について説明を行い、理解を促進した。

A 引き続き、特性に応じた就労支

援について市民や企業向けに理

解啓発を行う。

R５年度 障がい者自立支援協議会就労部会や、就労

フェア等の機会を通じて、特性に応じた就労支援

について市民や企業向けに理解啓発を行うととも

に、実際の雇用事例を周知していく。

⑤ 難病、発達障がい等

の特性に応じた就労

支援の充実

難病や発達障がい等の多様な

障がいについて、その特性や配

慮の方法等の周知により、企業

等の理解を促進し、就労の機会

の充実と雇用環境の整備を促

進します。

①相談支援事

業

②熊本市障が

い者理解促進

事業

障がい福祉課

（企画調整

班）
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R４年度 引き続き「おとなりマルシェ（障がい者就労施設

商品販売会）」を年に複数回開催し、障がい者

就労施設の販路拡大や工賃向上を目指し、障

がい者就労施設への理解促進も図っていく。

また、支援者向け研修会の開催により、職員のス

キルアップとネットワークの構築を目指す。

障がい者就労施設への理解促進及び工賃向上

を目的とした「おとなりマルシェ（障がい者就労施

設商品販売会）」を関係団体と協力して12回

開催するとともに、職員ネットワークの構築及びス

キルアップを目的とした障がい者就労支援施設従

事者研修会を開催した。

A 引き続き販売会を開催していくと

ともに、広報活動にも力を入れる

ことで、売り上げの向上につなげ

ていく。また、支援者向け研修会

等を開催し、職員のスキルアップ

を図っていく。

R５年度 今後も「おとなりマルシェ（障がい者就労施設商

品販売会）」を開催し、障がい者就労施設の販

路拡大や工賃向上、障がい者就労施設への理

解促進を図っていく。また、支援者向け研修会の

開催により、職員のスキルアップを目指す。

R４年度 本市における障がい者就労施設等からの物品等

の調達方針を策定し、庁内各課に対し優先調

達を促す。また、全庁的な調達推進体制を整備

するため、各局・区の調達目標の設定及び優先

調達推進委員の選任を行う。

調達方針の策定により庁内各課における積極的

な調達を推進した結果、調達実績が前年より上

回ることができた。

A 更なる調達の推進を図るため、

障がい者優先調達登録名簿の

活用方法について見直すととも

に、庁内及び企業への効果的な

周知に努める。

R５年度 本市における障がい者就労施設等からの物品等

の調達方針を策定し、庁内各課に対し優先調

達を促す。また、登録名簿や事業運営の見直し

を行い、より効果的な調達の推進を図る。

R４年度 共同受注窓口の積極的な活用について庁内各

課への周知に努める。また、共同受注窓口を優

先調達登録名簿に登録することで、より活用しや

すい体制を整備する。

関係機関と連携して、庁内における共同受注窓

口を活用した障がい者就労施設等からの調達実

績をつくることができた。

A 共同受注窓口の周知に努め、

庁内や民間での活用も促進して

いく。

R５年度 引き続き、関係機関等と連携して共同受注窓

口の取組を進めていく。また、共同受注窓口の積

極的な活用について庁内各課への周知に努め

る。

② 障がい者就労施設

等からの物品等の調

達の推進

障害者優先調達推進法に基づ

き、本市における障がい者就労

施設等からの物品等の調達方

針を毎年度策定し、庁内各課

における積極的な調達を推進し

ます。

また、企業等に対する施設で提

供できる物品等の情報提供によ

り、企業等における障がい者就

労施設等の物品等の需要の増

進を図ります。

障がい者優先

調達推進法関

係

障害保健福祉

課（企画調整

班）

③ 共同受注窓口の検

討

複数の障がい者就労施設等に

よる生産製品及び役務の共同

受注の仕組みを確立するため、

関係団体と連携し、共同受注

窓口の整備に向けた検討を進め

ます。

就労継続支援

Ａ型事業サ

ポート事業

障がい福祉課

（企画調整

班）

障がい福祉課

（企画調整

班）

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 雇用と就労の促進

施策の方向性 福祉的就労への支援

具体的な取り組み

① 福祉的就労の場の

充実

一般就労が困難な障がいのある

人に、福祉的な就労機会を提

供する就労継続支援事業所等

の充実を図るため、研修会の開

催等、事業所の適正な運営の

支援に取り組みます。また、販路

の拡大や工賃水準向上、福祉

的就労への理解促進を目的とし

て、販売会の開催等の支援に

取り組みます。

就労継続支援

Ａ型事業サ

ポート事業
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R４年度 引き続き、働き手を必要とする農業者の情報を

収集し、マッチング件数の増加につながるよう関係

機関と連携した取り組みを行う。また、双方のニー

ズのすり合わせが円滑に行えるよう努める。

農福連携のマッチング支援の取り組みをコロナ渦

中ではあるが、県、JA及び農業者と連携して行う

ことができた。　（令和４年度実績：契約成立

４件）

A 双方のニーズの相違により、マッ

チングに至らないことがあるため、

事前の情報提供等のより、綿密

な検討を行っていく。

R５年度 引き続き、働き手を必要とする農業者の情報を

収集し、マッチング件数の増加につながるよう関係

機関と連携した取り組みを行う。

④ 福祉の農業の連携の

検討

農福連携に実際に取り組んでい

る事例を参考にしながら、農業

法人等と障がいのある人の就労

支援機関が連携する体制を構

築するなど、農業分野における

障がいのある人の就労を推進す

るための具体的な取組を検討し

ます。

- 農業支援課
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

熊本県障害者スポーツ・文化協会に対し負担金

助成を行い、障がい者スポーツ及び文化の振興を

図る。

熊本県及び県内市町村の割合に基づき、熊本県

障害者スポーツ・文化協会への負担金助成を行っ

た。

A 引き続き障がい者スポーツ及び文

化の振興のために熊本県障害者

スポーツ・文化協会に対し負担金

助成を行う。

障がい福祉団

体助成

障がい福祉課

（総務班）

引き続き、芸術文化振興のため、アール・ブリュット

パートナーズ熊本を支援し、障がい者の文化芸術

活動を支援する。

障がい者の文化芸術活動を推進するアール・ブ

リュットパートナーズ熊本の活動を支援し、作品展

示会の運営やイベントの周知等に協力した。

A 引き続き、アール・ブリュットパート

ナーズ熊本の活動に協力してい

く。

- 障がい福祉課

（企画調整

班）

熊本県障害者スポーツ・文化協会に対し負担金

助成を行い、障がい者スポーツ及び文化の振興を

図る。

障がい福祉団

体助成

障がい福祉課

（総務班）

引き続き、芸術文化の発信、障がいのある方々の

活躍のため、アール・ブリュットパートナーズ熊本を

支援し、障がい者の文化芸術活動を支援する。

- 障がい福祉課

（企画調整

班）

参加者が安心して参加できるよう、新型コロナウイ

ルスの感染対策を講じながら、熊本県と共催し、

障がい者スポーツ大会を行う。

令和3年度まで新型コロナウイルスの影響で中止し

たが、令和4年度は感染拡大防止対策を行い、

安心安全に実施できる環境を整え実施した。

A 減少していた参加者数は新型コ

ロナウイルス感染症の5類移行に

より今後回復が見込まれることか

ら、さらに参加しやすい環境となる

よう取組を進める。

熊本県・熊本市

障がい者スポー

ツ大会経費

障がい福祉課

（総務班）

スポーツリーダーやスポーツ推進委員研修会におい

て、ニュースポーツをどんどん取り入れ、普及・啓発

に努める。

研修会などにおいてニュースポーツを紹介・実践指

導をし普及に努めた。また、ニュースポーツの道具

類を充実させ、無料貸し出しを行っている。

A ニュースポーツを通して障がいの有

無や年齢を問わず、誰もがスポー

ツを楽しむ機会を創出する。

総合型地域ス

ポーツクラブ推進

経費等

スポーツ振興課

参加者が安心して参加できるよう、新型コロナウイ

ルスの感染対策を講じながら、熊本県と共催し、

障がい者スポーツ大会を行う。

熊本県・熊本市

障がい者スポー

ツ大会経費

障がい福祉課

（総務班）

スポーツリーダーによる指導者の派遣やスポーツ推

進委員研修会、出前講座等において、ニュース

ポーツの普及・啓発を促進する。また、用具の無料

貸出についてさらなる充実を図る。

総合型地域ス

ポーツクラブ関係

経費等

スポーツ振興課

② スポーツ活動への支

援

障がいのある人がスポーツ活動を

楽しむ機会として、各種大会の開

催やスペシャルオリンピックスなどの

イベントの支援を行います。また、

市の公共施設等のバリアフリー化

を進めるほか、体育施設の個人

使用料の減免制度※を設ける

等、体育施設の利用しやすさを

充実します。

障がいの有無や年齢に関わらず

楽しめる障がい者スポーツの普及

のため、スポーツリーダーバンクによ

る指導者の派遣や用具の貸し出

しを行い、障がい者スポーツを通

じた障がいのある人とない人の相

互理解と交流の促進に取り組み

ます。

R４年度

R５年度

具体的な取り組み

① スポーツ、文化芸術

活動団体の支援

障がいのある人のスポーツ・文化

芸術活動を支援する各種団体に

対し、活動に関する情報提供、

アドバイス、補助などの支援を行

います。

R４年度

R５年度

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 スポーツ・文化芸術活動の推進

施策の方向性 スポーツ、文化芸術活動団体の支援
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希望荘チャレンジフェスタにあわせて作品を募集し、

優秀作品の展示を行う。

新型コロナウイルス感染防止対策を取りながら、開

催した希望荘チャレンジフェスタにあわせて作品を

募集し、希望荘で展示したほか、市庁舎１階ロ

ビーに個人最優秀と優秀賞作品の展示を行った。

A 引き続き、希望荘チャレンジフェス

タにあわせて作品を募集し、優秀

作品の展示を行う。

希望荘運営経

費

障がい福祉課

（総務班）

アール・ブリュットパートナーズ熊本を支援し、障がい

のある人が文化芸術活動を楽しむ機会として、作

品の展示会等のイベントの支援や販路拡大に向

けた協力を行っていく。また、アール・ブリュットパート

ナーズ熊本の活動について市HP等を活用して周

知できるよう努める。

アール・ブリュットパートナーズ熊本の取り組みを支

援した。展示会等のイベントにおいては、広報活動

や開催のサポートをした。

A 引き続き、アール・ブリュットパート

ナーズ熊本の活動に協力し、障

がい者の文化芸術活動への支援

に取り組む。

- 障がい福祉課

（企画調整

班）

展覧会の点字チラシや年間スケジュールの点字

リーフレットの作成・配布を引き続き行い、芸術文

化を楽しむ機会の提供を行う。

また、『アーティストスポット熊本』を継続しつつ、区

制10周年記念芸術祭等のイベントを行うことで、

障がい者を含め多くの市民が文化芸術に触れる機

会を創出していく。

展覧会の点字チラシや年間スケジュールの点字

リーフレットの作成・配布を行った。また、新規収蔵

した障がいをもつアーティストの作品を展示する展

覧会や、視覚に障がいをもつ人も楽しめるよう触覚

で作品を鑑賞する展覧会等を開催した。

『アーティストスポット熊本』については、区制10周

年を記念したイベント「KUMAMOTO CITY

ARTISTWEEK」を市内各地で開催し、登録アー

ティストである点字アーティストの作品や、障がいの

あるアーティストの絵画作品を展示し、文化芸術を

通して点字に親しむ機会や活動発表の機会を創

出した。

A 障がいのある人を含め、多くの市

民が文化芸術を楽しむ機会の提

供と、作品等の発表の機会の創

出を継続して行っていく。

美術館管理経

費（経常）

文化芸術支援

事業

文化政策課

希望荘チャレンジフェスタにあわせて作品を募集し、

優秀作品の展示を行う。

希望荘運営経

費

障がい福祉課

（総務班）

アール・ブリュットパートナーズ熊本を支援し、障がい

のある人が文化芸術活動を楽しむ機会として、作

品の展示会等のイベントの支援や販路拡大に向

けた協力を行っていく。また、アール・ブリュットパート

ナーズ熊本の活動について市HP等を活用して周

知できるよう努める。

- 障がい福祉課

（企画調整

班）

展覧会の点字チラシや年間スケジュールの点字

リーフレットの作成・配布を行う、映画の特別上映

会において、日本語字幕付きで上映し聴覚に障が

いをもつ人も参加可能にする等、障がいのある人を

含め芸術文化を楽しむ機会の提供を行う。

また、『アーティストスポット熊本』を引き続き継続

し、障がいの有無に関わらず多くの市民が文化芸

術に触れる機会を創出するとともに、関連イベント

の内容の充実を図り、作品等の発表や交流等を

促進する。

美術館管理経

費（経常）

文化芸術支援

事業

文化政策課

③ 文化芸術活動への支

援

障がいのある人が文化芸術活動

を楽しむ機会として、作品の展示

会等のイベントの開催を行いま

す。また、関係団体と連携・協力

し、アールブリュット※の普及に取

り組むなど、文化芸術活動を通し

た障がいのある人の新たな可能

性の追求などを支援します。

R４年度

R５年度
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R４年度 引き続き、国の動向や他都市の状況を踏まえなが

ら、文化政策課等本市の関係部署と連携して検

討を進めていく。

他自治体の状況を踏まえて、本市の文化部門の

部署との連携を検討することができた。

A 引き続き、国の動向や他都市の

状況を踏まえて、関係部署と検

討を進めていく。

R５年度 引き続き、国の動向や他都市の状況を踏まえなが

ら、関係部署と連携し、検討を進めていく。

現代美術館の展覧会において、各種障害者手帳

等をお持ちの方及び、付き添いの方について、減

免要綱に基づき免除対応を行う。

R4年度障がい者減免により展覧会入場料を減

免された人数は1,789人であった。

A 熊本市現代美術館における観覧

料の減免を行い、施設利用を促

進する。

美術館管理経

費

文化政策課

熊本城特別公開において、各種障害者手帳等を

お持ちの方、及び、付き添いの方について、熊本城

入園料免除基準に基づき免除対応を行う。

各種障害者手帳等をお持ちの方、及び、付き添

いの方について、熊本城入園料免除基準に基づ

き免除対応を行った。

A 熊本城天守閣内のエレベーター

について、車椅子利用の方(介添

者含む)、及び階段の利用が困

難な方がスムーズにご利用いただ

けるような案内・誘導を行ってい

く。

熊本城特別公

開

総務管理課

・対象の方には、入園料の減免制度を活用してい

ただく。

・市内の新型コロナウイルスの感染状況を鑑みなが

ら、感染対策を講じたうえで「ドリームナイトアットザ

ズー」を開催する。

・入園料の減免を実施した。

・感染対策を講じたうえで2回「ドリームナイトアット

ザズー」を開催し、参加者は合計1,461名であっ

た。

A 今後も実施予定 - 動植物園

現代美術館の展覧会において、各種障害者手帳

等をお持ちの方及び、付き添いの方について、減

免要綱に基づき免除対応を行う。

美術館管理経

費

文化政策課

引き続き、熊本城特別公開において、各種障害

者手帳等をお持ちの方、及び、付き添いの方につ

いて、熊本城入園料免除基準に基づき免除対応

を行う。

熊本城特別公

開

総務管理課

・対象の方には、入園料の減免制度を活用してい

ただく。

・「ドリームナイトアットザズー」を開催する。

- 動植物園

④ 障がい者による文化

芸術活動の推進に関

する計画の策定

障害者による文化芸術活動の推

進に関する法律に基づく国の基

本計画を勘案して、熊本市にお

ける計画を策定し、自主的かつ

主体的に地域の特性に応じた施

策を実施します。

- 障がい福祉課

（企画調整

班）

⑤ 文化施設等の利用

支援

熊本市現代美術館における観覧

料や、熊本城をはじめとした文化

施設等の入場料の減免制度※

を設け、文化施設等の利用を促

します。

また、熊本市動植物園において

は入園料の減免制度のほか、難

病や障がいのある子どもたちとその

家族を対象に、閉園後の動植物

園に招待する「ドリームナイトアット

ザズー」を実施します。

R４年度

R５年度
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

R４年度 オンラインによる出前講座の拡充を目指す。 出前講座一覧を更新する際にオンラインでの対

応について呼びかけた。

B 5類移行により、研修会の機会

が増加すると思われる。制度自

体の広報に力を入れたい。

R５年度 新型コロナウイルス感染症の５類移行後もオンラ

インなど多様な方法で開催してもらえるよう、出前

講座実施団体に呼びかける。また、各区の公設

公民館にて手話講座を開催し、ろう者についての

理解を促進する。

図書等の郵送サービスを引き続き行うとともに利

用者の利便性向上のための利用バッグを購入す

る。また、朗読サービスは対面だけでなく、電子図

書の読み上げ機能等の利用の周知を図る。

郵送貸出利用者用に専用バッグを20個購入し

た。　また、文字拡大や読み上げ機能がある電子

書籍の充実を図った。

A 電子書籍の文字拡大や反転・

読み上げ機能等の周知を図る

図書事業経費 熊本市立図書

館

昨年度より継続して、聴覚に障がいのある人も一

緒にプラネタリウムを楽しめるよう、熊本県聴覚障

害者情報提供センターの協力により、字幕付きプ

ラネタリウム投映会を年4回実施する。加えて聾

学校や支援学級向けの字幕付き学習投映につ

いても周知する。

(ア）「ぬすまれた月」

日時：5月21日（土）

観覧者：45名

（イ）「フライングモンスター」

日時：8月11日（木・祝）

観覧者：220名

（ウ）「まだ見ぬ宇宙へ」

日時：10月8日（土）

観覧者：51名

（エ）「VOYAGER」

日時：令和5年１月29日（日）

観覧者：95名

※学習投映については、要望校がなかったため実

施しなかった。

A 毎回聴覚障がい者の利用があ

るため、次年度も継続して、年4

回実施する。利用者の拡大のた

め、聾学校や支援学級向けの

字幕付き学習投映についても検

討する。

聴覚障がい者

用字幕投映プ

ログラム字幕打

込み作業

熊本博物館

引き続き、郵送貸出サービスを実施する。

電子図書館サービスも継続する。

図書事業経費 熊本市立図書

館

昨年度より継続して、聴覚に障がいのある人も一

緒にプラネタリウムを楽しめるよう、熊本県聴覚障

害者情報提供センターの協力により、字幕付きプ

ラネタリウム投映会を年4回実施する。利用者の

拡大のため、聾学校や支援学級向けの字幕付

き学習投映についても検討する。

聴覚障がい者

用字幕投映プ

ログラム字幕打

込み作業

熊本博物館

② 社会教育施設等の

利用支援

図書館に来館することが困難な

障がいのある人を対象に、図書

や朗読ＣＤ、カセットテープの郵

送貸出しを行います。

また、視覚障がいのある人を対

象に、熊本県点字図書館と協

力し、対面朗読サービスを提供

します。

熊本博物館では、聴覚に障がい

のある人も一緒にプラネタリウムを

楽しめるよう、熊本県聴覚障害

者情報提供センターの協力によ

り、字幕付きプラネタリウム投映

会を実施します。

R４年度

R５年度

生涯学習課

基本目標 質の高い地域生活の実現

分野別施策 スポーツ・文化芸術活動の推進

施策の方向性 学習の機会や余暇活動の推進

具体的な取り組み

① 学習機会の提供及

び講座等の実施

あらゆるライフステージに応じた学

習機会の充実を図る中で、障が

いのある人に対しての学習機会

の情報提供に取り組みます。ま

た、障がいを理解するための公

民館講座等を実施し、市民の

理解の促進を図ります。

生涯学習推進

経費
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R４年度 コロナウイルス感染症の感染状況を鑑みながら、

障がいのある人が気軽に余暇活動を行う居場所

づくりを継続し、社会交流の場を提供していく。各

センター同士の情報交換会を実施する。また、地

域活動支援センター事業を実施するために運営

費の補助を行う。

新型コロナウイルス感染症の拡大があったものの、

安定的なセンターの運営はできた。その安定的な

運営のために、地域活動支援センターへ運営費

の補助を行った。また、各センター同士で情報交

換を行う場として、地域活動支援センター連絡会

議をオンラインにて実施した。

A 今後も感染症対策を講じなが

ら、地域活動支援センターの安

定的な運営を図るとともに、各セ

ンター同士の情報交換の場を設

定していく

R５年度 コロナウイルス感染症拡大防止策を講じながら、

障がいのある人が気軽に余暇活動を行う居場所

づくりを継続するとともに、活動内容について各セ

ンター同士で情報交換を行う場を持つ。また、地

域活動支援センター事業を実施するために運営

費の補助を行う。

①地域活動支

援センター（Ⅰ

型）運営費助

成

②地域活動支

援センター（Ⅲ

型）運営費助

成

障がい福祉課

（企画調整

班）

③ 余暇活動の場・情報

の提供

障がいのある人が気軽に余暇活

動を行う場として、地域活動支

援センターの機能の充実を図る

とともに、余暇活動に関する多

様な情報を集約し提供します。
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R４年度 未設立の校区について、区役所と連携し設立を

促していくとともに、設立済の校区・地区について

は、震災対処実動訓練等を通じて、避難所の開

設運営体制等の強化を図っていく。

校区防災連絡会の未設立の校区・地区につい

て、区役所と連携し設立を促した結果、現在9

９.０%の校区・地区で校区防災連絡会が設立

されている。

B 未設立の校区に引き続き設立を

促していくとともに、設立済の校

区・地区については、震災対処

実動訓練等を通じて、避難所の

開設運営体制等の強化を図っ

ていく。

R５年度 未設立の校区について、区役所と連携し設立を

促していくとともに、設立済の校区・地区について

は、震災対処実動訓練等を通じて、避難所の開

設運営体制等の強化を図っていく。

要支援者の適切な避難に向けた対象者の整理

と個別避難計画の作成に向け、課題の洗い出し

や制度の見直しも含め、関係部局及び地域と連

携し進めていく。

関係部局との検討会を実施し、方向性や課題の

整理について協議した。また、全体的な仕組み見

直しの参考とするため、先進地視察を行った。

B 関係部局との協議を継続すると

ともに、個別避難計画作成にか

かるモデル事業の結果も踏まえ、

全体的な仕組みづくりについてさ

らに検討を進めていく。

- 防災計画課

「熊本市災害時要援護者避難支援制度」に未

登録の避難行動要支援者への登録勧奨を継続

して実施する。令和4年度は、要介護認定3～5

の対象者へ勧奨通知を送付予定。

制度登録者については、自治会等の地域関係

者への名簿の配付や、個別避難支援プランの策

定を行い、平時からの地域における要援護者支

援体制の整備を進める。

「熊本市災害時要援護者避難支援制度」に未

登録の避難行動要支援者への登録勧奨を継続

して実施。令和3年度は、要介護認定3～5の方

約2,200人へ勧奨通知を送付。年度内に、約

330人の新規登録申請があった。

制度登録者については、自治会等の地域関係

者への名簿の配付や、個別避難支援プランの策

定を行い、平時からの地域における要援護者支

援体制の整備を進めた。

A 避難行動要支援者名簿及び災

害時要援護者避難支援制度の

支援体制の整理。

災害時要援護

者支援経費

健康福祉政策

課

関係部局との協議を継続するとともに、個別避難

計画作成にかかるモデル事業の結果も踏まえ、全

体的な仕組みづくりについてさらに検討を進めてい

く。

- 防災計画課

「熊本市災害時要援護者避難支援制度」に未

登録の避難行動要支援者への登録勧奨を継続

して実施する。

制度登録者については、自治会等の地域関係

者への名簿の配付や、個別避難支援プランの策

定を行い、平時からの地域における要援護者支

援体制の整備を進める。

避難行動要支援者名簿及び災害時要援護者

避難支援制度の支援体制について、関係部署と

ともに整理を行う。

災害時要援護

者支援経費

健康福祉政策

課

② 避難行動要支援者

名簿及び災害時要

援護者避難支援制

度による支援体制の

構築

障がいのある人が地域で安心し

て暮らすことができるよう、熊本市

地域防災計画に基づき作成した

災害時に活用できる避難行動

要支援者名簿について、自治会

等の地域団体との名簿受け渡し

に関する覚書締結を進めること

で、災害時の支援体制を築きま

す。

加えて、本人同意に基づき平常

時から活用できる災害時要援護

者避難支援制度の名簿等につ

いて、名簿配布と併せ個別避難

支援プランの策定を進めること

で、より実行性の高い災害時の

支援体制を築きます。

災害時要援護者避難支援制

度未登録の避難行動要支援者

に対する制度の周知や登録勧

奨を進めるほか、地域における要

援護者の掘り起こしに努め、登

録者の増加を図ります。

R４年度

R５年度

防災計画課、

防災対策課

基本目標 安心して暮らせる社会体制の整備

分野別施策 安心・安全なまちづくり

施策の方向性 防災対策の推進（災害時の支援体制の充実）

具体的な取り組み

① 地域における避難支

援体制づくり

地域団体・避難所担当職員・

施設管理者などからなる校区防

災連絡会の設立を促し、平常時

から各避難所の開設・運営や情

報収集、物資供給体制を確立

するなど、災害発生に備えます。

-
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R４年度 今後も、実地指導対象事業所数を増やし、現時

点で実地指導を行えていない事業所についても、

防災体制の整備について情報提供を行っていく。

また、集団指導でも繰り返し情報提供を行ってい

く。

集団指導や実地指導を通し、障害者支援施設

等に対し、消防署とも連携しながら、集団指導資

料を市HPに掲載することにより、防災体制の整備

について情報提供を行った。また、浸水想定区域

または土砂災害警戒区域に位置する事業所へ、

洪水・土砂災害時避難確保計画を作成するよう

呼びかけを行った。

A 引き続き、障害者支援施設等に

対し、消防署とも連携しながら、

実地指導や集団指導を通し、

防災体制の整備について情報

提供を行う。

R５年度 今後も、実地指導対象事業所数を増やし、現時

点で実地指導を行えていない事業所についても、

防災体制の整備について情報提供を行っていく。

また、集団指導でも繰り返し情報提供を行ってい

く。

R４年度 障害者手帳保有者のうち、音声での通報が困難

な聴覚障害者等に該当する方、約2,700名に

向けてのチラシ（NET１１９）の郵送を完了す

ること。

・令和４年３月から障害者手帳保有者のうち、

音声での通報が困難な聴覚障害者等に該当す

る方約2,700名に向けてNET119チラシの郵送

を開始。（現在1,900名に郵送済み）

・ＦＡＸ119・・・通報件数：０件

・メール119・・・登録者：30名、通報件数：0

件

・ＮＥＴ119・・・登録者：136名、通報件数：

5件

A ・引き続きチラシの配布及び広

報媒体を活用し、登録・利用促

進を行う。

・障害者手帳保有者等へ郵送

（2,700名分）を完了するこ

と。

R５年度 引き続き、地域の防災行事や広報を用いて、該

当となる方の登録や利用促進を図る。

R４年度 引き続き、避難所ごとに福祉避難室の場所を検

討し、避難所運営委員会ごとにマニュアルの更新

を進め、支援体制の整備を図る。

新型コロナウイルス感染症の影響により避難所運

営委員会による協議等の活動が難しい状況が続

き、十分な取組ができたとは言えないが、避難所

ごとに福祉避難所の場所の検討・マニュアルの更

新に向け協議するよう周知した。

B 避難所ごとに福祉避難室の場

所を検討し、避難所運営委員

会ごとにマニュアルの追加更新を

進める。

R５年度 避難所ごとに福祉避難室の場所を検討し、避難

所運営委員会ごとにマニュアルの更新を進める。

⑤ 災害時の避難所にお

ける支援体制の整備

災害発生時には、熊本市避難

所開設運営マニュアルや、それを

基に各地域の実情にあわせて作

成される避難所運営マニュアル

等の活用により、配慮が必要な

人の支援情報を早急に把握し、

専用スペースの設置等、障がい

の特性に応じた配慮や支援の円

滑な提供に努めます。

- 防災対策課

- 障がい福祉課

（自立支援

班）

④ FAXや携帯メールを

活用した緊急通報の

利用促進

音声（言葉）での通報が困難

な人の利用を想定したＦＡＸや

携帯メールによる119番通報に

ついて、地域の防災行事等にお

いて周知を図り、利用を促進しま

す。

消防指令管制

システム維持管

理経費

情報司令課

③ 施設における防災体

制の整備

施設の所有者や管理者に対し、

障がいのある人の利用に配慮し

た改修や防災訓練の実施を働

きかけ、災害発生時の連絡通報

体制、避難誘導体制の確立を

図るとともに、防災・防火意識の

高揚に努めます。
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福祉避難所に関するマニュアルの記載内容につい

て、意見交換会での意見等を踏まえ検討する。

熊本市震災対処実動訓練に合わせ、福祉避難

所開設にあたっての手順確認を通じ、局対策部と

区対策部間の連絡調整に関する訓練を実施。

マニュアルの再構築については、訓練の振り返りを

踏まえ検討を継続することに留まった。

B マニュアルの再構成及び周知。 - 健康福祉政策

課

引き続き、震災対処実動訓練を実施や学校運

営協議会、校区防災連絡会への参加を行い、

災害時の連携体制の強化を図っていく。

熊本支援学校と連携し、福祉子ども避難所の震

災対処実働訓練を実施。併せて、特別支援学

校の学校運営協議会や校区防災連絡会に参加

し、災害時の連携体制について意見交換や情報

共有を行った。

A 訓練後の反省点や改善点をもと

に訓練内容や実施時期、またマ

ニュアルや様式の変更等を行う。

今後も学校運営協議会や校区

防災連絡会等に参加し福祉子

ども避難所の周知に努める。

- 障がい福祉課

（企画調整

班）

福祉避難所に関するマニュアルの記載内容につい

て、検討する。

- 健康福祉政策

課

引き続き、特別支援学校や関係団体と連携し、

福祉子ども避難所の震災対処実動訓練を実施

する。また、特別支援学校の学校運営協議会や

校区防災連絡会への参加を行い、災害時の連

携体制の強化を図っていく。

- 障がい福祉課

（企画調整

班）

⑥ 福祉避難所の拡充

及び福祉子ども避難

所の整備

災害救助法適用の災害発生時

に、一般避難所では避難生活を

送ることが困難な方（要配慮

者）の受入れを行う場として、関

係団体との協定に基づき福祉避

難所を開設することで、避難支

援体制の整備を行い、障がいの

特性に応じた対応を行います。

さらに、障がい児等とその家族が

避難する福祉子ども避難所を市

内の特別支援学校内に新たに

設けるなど、福祉避難所の拡充

を図ります。また、必要に応じて

関係機関や団体等と合同で訓

練等を実施し、災害時の連携体

制の強化を図ります。

R４年度

R５年度
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災害時に、熊本市障がい者相談支援センターや

関係団体等と連携し迅速に対応が図られるよう、

常時より連携関係を築いていく。

災害時に備えて、障がい者相談支援センターと常

時連携をとる体制を作ることができている。

A 引き続き、障がい者相談支援セ

ンターや関係機関等と連携を取

り、情報の共有に努める。

- 障がい福祉課

（企画調整

班）

・被災者に対する支援は、地域支え合いセンター

を中心としたものから既存事業の枠組みの中での

支援へと移行し、通常体制の中で引き続き切れ

目のない支援を行う。

・恒久住宅移行後も、高齢者や障がい者等の要

フォロー世帯については、各区の校区担当保健師

が中心となって支援を行い、必要に応じてささえり

あ・障がい者相談支援センター等の各種機関へ

のつなぎを行う

・令和2年度から継続してきた第５回仮設住宅

等退去者生活・健康調査を実施した。

・仮設住宅等退去者生活・健康調査の継続支

援世帯について、各区保健こども課において訪

問・電話等で状況を把握し、必要に応じて各種

支援へとつないできた。その結果、応急仮設住宅

退去世帯のうち、継続的な支援が必要な世帯が

令和4年10月末で0となり、生活・健康調査に基

づく支援が完了した。

A 令和4年10月末で生活・健康

調査に係る全ての世帯に対して

の支援は完了したが、引き続き、

福祉的な支援の充実及びコミュ

ニティの活性化に取り組むことで、

被災者が再建先で孤立せず、

健やかに暮らせる地域社会の実

現につなげていく。また、住宅再

建等について不安がある世帯に

ついては、各区の保健福祉部署

が各種機関と連携し、通常体制

の中で引き続き切れ目なく支援

していく。

（震災）仮設

住宅入居者くら

し再建経費

健康福祉政策

課

災害時に、熊本市障がい者相談支援センターや

関係団体等と連携し迅速に対応が図られるよう、

常時より連携関係を築いていく。

- 障がい福祉課

（企画調整

班）

・R4年度と同様に、被災者に対する支援は各区

の保健福祉部署が各種機関と連携し、既存事

業の枠組み中で引き続き切れ目なく支援してい

く。

・生活・健康調査に基づく支援は終了したが、住

宅再建について不安を抱える世帯に関しては、各

区の校区担当保健師が中心となり、引き続き通

常体制の中で支援を行っていく。

同様に熊本地震関連の相談があった場合には、

必要に応じて、支援制度・窓口へのつなぎを行

う。

（震災）仮設

住宅入居者くら

し再建経費

健康福祉政策

課

⑦ 災害時の生活再建に

向けた支援

建設型仮設住宅においては、可

能な限り個々の障がいのある人

の状態に応じた住宅の整備を行

います。

また、障がい者相談支援センター

やNPO法人等の関係機関・団

体と連携を図りながら被災者の

見守りを行い、生活再建に向け

た支援を実施します。

R４年度

R５年度
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R４年度 障がい者の自立促進と緊急時の迅速かつ適切な

対応のため、緊急通報システムを設置し、生活の

安全を確保する。ここ数年設置台数は変わってお

らず、引き続き事業の周知を図る。

令和4年度設置台数：6台（新規0台、撤去2

台）

A 引き続き、生活状況の把握のた

め、毎月の報告書の確認だけで

なく、委託先と連携して安全な

生活の提供を図る。

R５年度 引き続き、障がい者の自立促進と緊急時の迅速

かつ適切な対応のため、緊急通報システムを設置

し、生活の安全を確保する。

R４年度 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金を活

用し、防犯設備設置への補助を行い、必要な安

全対策への取組を支援する。

令和4年度整備分について、2件の交付決定を

行った。

A 引き続き、障がい者支援施設等

の防犯対策を強化するため、必

要な安全対策への取り組みの支

援を行う。

R５年度 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金を活

用し、防犯設備設置への補助を行い、必要な安

全対策への取組を支援する。

引き続き、成年後見制度を広く周知し、地域の

障がい者相談支援センター等と連携して、潜在

的なニーズの発掘及び早期の申請を促すととも

に、必要な方には市長申立による制度利用を行

う。

成年後見制度を広く周知し、地域の障がい者相

談支援センター等と連携して、潜在的なニーズの

発掘及び早期の申請を促した。特に必要な方に

は市長申立による制度利用を行った。

A 引き続き、地域の権利擁護と早

期の申請相談を促すとともに市

長申立も行う。

- 障がい福祉課

（地域生活支

援班）

消費生活相談において、成年後見制度が必要

な場合は、相談者へ適切に案内できるよう関係

機関と連携を図る。また、判断力が不十分となっ

た方の消費者被害を防ぐため、関係機関が連携

して見守り活動を行う「消費者安全確保地域協

議会」の設置を検討する。

必要に応じ、関係機関と連携を図り対応した。ま

た、「消費者安全確保地域協議会」開催要綱を

制定した。

A 引き続き、関係機関と連携し、

丁寧な対応に努める。

- 生活安全課

（消費者セン

ター）

引き続き、成年後見制度を広く周知し、地域の

障がい者相談支援センター等と連携して、潜在

的なニーズの発掘及び早期の申請を促すととも

に、必要な方には市長申立による制度利用を行

う。

- 障がい福祉課

（地域生活支

援班）

消費生活相談において、成年後見制度が必要

な場合は、相談者へ適切に案内できるよう関係

機関と連携を図る。また、判断力が不十分となっ

た方の消費者被害を防ぐため、関係機関が連携

して見守り活動を行う「消費者安全確保地域協

議会」において、情報提供を行う。

- 生活安全課

（消費者セン

ター）

② 障がい者支援施設

等における防犯対策

障がい者支援施設等の防犯対

策を強化するため、非常通報装

置や防犯カメラ設置など、必要な

安全対策への取組を支援しま

す。

社会福祉施設

等防犯対策強

化

障がい福祉課

（企画調整

班）

③ 消費者トラブルの未

然防止

障がいのある人を狙った消費者ト

ラブルの未然防止と早期発見に

よる被害拡大防止を図るため、

情報提供や助言、あっせん等に

よる相談対応を行います。また、

相談者の状況に応じた成年後

見制度の活用を図ります。

R４年度

R５年度

障がい福祉課

（地域生活支

援班）

基本目標 安心して暮らせる社会体制の整備

分野別施策 安心・安全なまちづくり

施策の方向性 防犯対策の推進

具体的な取り組み

① 緊急通報システム貸

与事業

単身または障がい者のみの世帯

で緊急時の連絡が困難な方に、

緊急通報システムの貸与を行

い、２４時間体制の対応を行い

ます。

熊本市在宅障

害者緊急通報

システム事業

76 ページ



3

1

（３）

プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

R４年度 住宅改造制度について広く周知し、事業を継続

する。

令和４年度の給付実績は計9件 A 引き続き、制度のわかりやすい説

明、周知に努め、スムーズな助

成を行う。

R５年度 在宅で生活する障がい者が快適な生活ができる

よう、引き続き住宅を改造する場合に必要な費

用の一部を助成する。申請書類や説明書類の

見直しをし、制度のわかりやすい説明、周知に努

め、速やかな助成につなげる。

R４年度 バリアフリーを進めるため、既存住戸の浴槽につい

て、利便性向上に配慮し、浅型浴槽に改修を行

う。（約200件）

既存住戸（約240戸）について浅型浴槽へ取

り替え、目標値（約200戸）を上回ることができ

た。

A 浅型浴槽の未設置住戸に対し

て年次計画により設置を進め

る。

R５年度 バリアフリーを進めるため、既存住戸の浴槽につい

て、利便性向上に配慮し、浅型浴槽に改修を行

う。（約200件）

② 公営住宅の活用 障がいのある人等に対し、１階

への優先的入居、単身者向け

住宅の供給を行います。

また、公営住宅の新たな整備や

建替え等にあたっては、居室等

の段差の解消や共有階段の手

すりの設置、通路幅の確保等、

バリアフリー化を推進します。

- 市営住宅課

障がい福祉課

（地域生活支

援班）

基本目標 安心して暮らせる社会体制の整備

分野別施策 安心・安全なまちづくり

施策の方向性 住まい・住環境の整備促進

具体的な取り組み

① 住宅改造に対する支

援

住宅を住みやすく改造する場合

に、リフォームヘルパーの派遣によ

る助言及び改造費用の一部助

成を行います。

高齢者及び障

害者住宅改造

費助成事業
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「熊本県公共施設ガイドライン」等に基づき、ニー

ズに応じ、ユニバーサルデザインに配慮した施設整

備を推進していく。

公共建築部で整備した公共建築部バリアフリー

設計マニュアルに基づき整備できているか、部の作

業部会により、設計時や工事中に確認をおこない

ユニバーサルデザインに配慮した施設整備を行っ

た。

A 引き続き、バリアフリー設計マニュ

アルの検証作業を行うとともに、

市民のニーズに答えられるよう整

備を行っていく。

- 営繕課

引き続き、民間建築物について熊本県のやさしい

まちづくり条例に基づいた協議を行い、障がいのあ

る人等が利用しやすい施設や設備となるように促

していく。

熊本県のやさしいまちづくり条例に基づいた協議を

247件行い、障がいのある人等が利用しやすい

施設や設備となるように促した。

A 条例に基づき、確実に協議を

行っていく

- 建築指導課

（建築審査

室）

「熊本県公共施設ガイドライン」や「公共建築部

バリアフリー設計マニュアル」等に基づき、ユニバー

サルデザインに配慮した施設整備を推進していく。

- 営繕課

引き続き、民間建築物について熊本県のやさしい

まちづくり条例に基づいた協議を行い、障がいのあ

る人等が利用しやすい施設や設備となるように促

していく。

- 建築指導課

（建築審査

室）

他部署や地元との連携を引き続き図り、不法占

用物件の撤去、改善指導を行うことによる安全な

通行動線の確保に努めるとともに、障がいの有無

に関わらず全ての歩行者の利便に資するバリアフ

リーな歩行空間の確保に努める。

他部署や地元との連携により、不法占用物件の

減少に繋げることが出来た。

A 他部署や地元との連携を継続

することで、障がいの有無に関わ

らず全ての歩行者の利便に資す

る歩行空間の確保に努める。

無許可占用物

件等調査及び

指導業務

土木総務課

引き続き、安全で快適な道づくりを進めるため、熊

本市移動円滑化基本構想に基づき、歩道の段

差解消や点字ブロックの設置等を行う。また、移

動円滑化を促進するため、指定したエリアの設置

箇所を重点的に点字ブロック等の設置を行う。

東区東町地区では、スムーズ横断歩道や交差

点ハンプを設置することで、歩道と車道の段差を

小さくし、バリアフリー化を図ることができた。

A バリアフリー法に基づく特定道路

に指定されている路線の整備状

況を把握し、引き続き計画的に

バリアフリー化を行う。

（国県道）交

通安全施設整

備経費

（市道）交通

安全施設整備

経費

道路保全課

他部署や地元との連携を引き続き図り、不法占

用物件の撤去、改善指導を行うことによる安全な

通行動線の確保に努めるとともに、障がいの有無

に関わらず全ての歩行者の利便に資するバリアフ

リーな歩行空間の確保に努める。

無許可占用物

件等調査及び

指導業務

土木総務課

引き続き、安全で快適な道づくりを進めるため、熊

本市移動円滑化基本構想に基づき、歩道の段

差解消や点字ブロックの設置等を行う。また、移

動円滑化を促進するため、指定したエリアの設置

箇所を重点的に点字ブロックの設置や段差の解

消等を行う。

（国県道）交

通安全施設整

備経費

（市道）交通

安全施設整備

経費

道路保全課

② 安全で快適な道づく

り

歩道の段差解消や点字ブロック

の設置等による安全で快適な道

づくりを進めます。

また、路上における放置自転車

の解消や不法占用物件の撤去

指導等を行い、バリアフリー空間

の確保に努めます。

R４年度

R５年度

具体的な取り組み

① 公共施設等の整備 市の公共施設等の整備にあたっ

ては、障がいのある人等の意見

を聴く機会を設けるなどしてニー

ズを把握し、誰もが利用しやすい

施設や設備、空間の整備に努

めます。

民間建築物においては、バリアフ

リー法（正式名称：高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律）による認定

や熊本県のやさしいまちづくり条

例（正式名称：熊本県高齢

者、障害者等の自立と社会的

活動への参加の促進に関する条

例）に基づいた協議を行い、障

がいのある人が利用しやすい施

設や設備となるよう促します。

R４年度

R５年度

基本目標 安心して暮らせる社会体制の整備

分野別施策 安心・安全なまちづくり

施策の方向性 ユニバーサルデザインの推進
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R４年度 （商業高校前 ）

　電停改良工事を実施（R5年度完成）

・新たにノンステップバス車両を17台導入（導入

率77％）および商業高校前の電停改良工事に

した着手した。

A 交通事業者と連携を図り、ノンス

テップバスなど低床車両の導入や

電停のバリアフリー化、バス停ベ

ンチの整備促進に努める。

R５年度 ・交通事業者の取組として、ノンステップバス車両

を適宜導入する。

・商業高校前・健軍校前の電停改良工事を実

施する。（R5年度完成）

・バス停にベンチを設置し、待合環境の改善を推

進することで、公共交通の利用促進を図る。

（R5年度100箇所）

電停改良経費

移動円滑化推

進経費

移動円滑推進

課

③ 公共交通・移動手段

の利便性の向上

障がいのある人が安心してバスや

市電を利用できるように、ノンス

テップバス等の導入を促進しま

す。

また、段差解消等、車椅子の利

用環境整備も含め電停のバリア

フリー化を推進します。

さらに、バス停にベンチを設置し

待合環境の改善に努めます。
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

R４年度 新年度の情報を反映し、わかりやすい説明を心掛

けた「ふくしのしおり」の作成に取り組む。また、関係

機関等への配付や市ホームページの更新を速やか

に行う。

「ふくしのしおり」の内容の更新作業を行い、関係

機関等に配布を行うとともに、市のホームページの

更新を行った。

A 今後も新年度の情報を反映する

ため、照会・発行の時期の検討

を行う。あわせて新しい制度の情

報も取り入れていく。

R５年度 新年度の情報を反映した「ふくしのしおり」の作成

に取り組む。随時掲載したい事項がないか、関係

機関からの相談を受けるとともに、わかりやすい説

明を心掛ける。

幅広く市の情報を発信するため、点字版・音声版

市政だよりを必要な方へ発行し、ホームページに

関しても音声読み上げ機能などアクセシビリティに

配慮した運用を継続する。

また、ラジオでも市政だよりの内容を読み上げる

「声の市政だより」の放送を継続する。

幅広く市の情報を発信するため、点字版・音声版

市政だよりを必要な方へ発行し、ホームページに

関しても音声読み上げ機能などアクセシビリティに

配慮した運用を行った。

また、ラジオでも市政だよりの内容を読み上げる

「声の市政だより」の放送を行った。

A 引き続き点字版・音声版市政だ

よりを発行する。

市ホームページについては、音声

読み上げ機能等を継続してアク

セシビリティに配慮した運用を行

う。ラジオについても、引き続き市

政だよりの内容を放送していく。

➀広報紙・ホー

ムページ関係経

費

②各種媒体を

使った広報経費

広報課

引き続き視覚障がいのある方への情報提供を行

う。

①議会広報紙の点字版・音声版を作成し、希望

者に配布。

②市議会ホームページの音声読み上げと文字拡

大。

議会広報紙及び市議会ホームページにおいて、障

がいのある方に配慮した情報提供を予定通り実

施した。

A 引き続き障がいのある方に配慮し

た情報提供を実施していく。

①議会及び事

務局関係経費

（政策）

②議会及び事

務局関係経費

政策調査課

幅広く市の情報を発信するため、引き続き以下の

取り組みを継続する。

①点字版・音声版市政だよりを作成し、必要な

方へ配布

②アクセシビリティに配慮したホームページの作成

（音声読み上げ機能など）

③市政だよりの内容を読み上げるラジオ番組「声

の市政だより」の放送

➀広報紙関係

経費

②ホームページ

関係経費

③各種媒体を

使った広報経費

広報課

引き続き視覚障がいのある方への情報提供を行

う。

①議会広報紙の点字版・音声版を作成し、希望

者に配布。

②市議会ホームページの音声読み上げと文字拡

大。

①議会及び事

務局関係経費

（政策）

②議会及び事

務局関係経費

政策調査課

② 点字・音声による市

政及び市議会情報の

提供

広報紙市政だよりや議会だよりの

点字版・音声版を作成し、視覚

障がいのある人への情報提供を

行います。

また、市ホームページや市議会

ホームページに音声読み上げ機

能や背景色変更機能、文字サ

イズ変更機能をつけ、サービスの

充実を図ります。

R４年度

R５年度

障がい福祉課

（企画調整班）

基本目標 安心して暮らせる社会体制の整備

分野別施策 情報提供、意思疎通支援の充実

施策の方向性 障がいのある人に配慮した情報提供の充実

具体的な取り組み

① ふくしのしおりによる情

報の提供

障がい福祉の制度内容を集約

し、分かりやすく説明したふくしの

しおりを配布することで、障がいの

ある人やその家族が必要とする情

報を円滑に取得できるよう支援し

ます。

障がい福祉一

般管理経費
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課具体的な取り組み

R４年度 分かりやすい情報提供を行うため、障がい者に関

する各種手続きや障害福祉サービス事業所等の

更新や通知、精神通院医療等について市ホーム

ページに掲載し、必要に応じて情報の更新を行

う。

障がい者に関する各種手続きや障害福祉サービ

ス事業所等の更新、相談窓口の情報や指定自

立支援医療機関の情報等について市ホームペー

ジに掲載するとともに、障がいへの理解促進、相

談支援、就労支援、理解啓発イベント等に関す

る情報をSNS等の様々な情報媒体を用いて発信

した。

A 市ホームページ等を通じて、最新

の情報及びわかりやすい情報の

提供を行っていく。

R５年度 分かりやすい情報提供を行うため、障がい者に関

する各種手続きや障害福祉サービス事業所等の

更新や通知、精神通院医療等について、市ホー

ムページに掲載し、必要に応じて情報の更新を行

う。また、ＳＮＳ等の様々な情報媒体を活用し、

効果的に発信する。

- 障がい福祉課、

こころの健康セン

ター

③ 市ホームページ及び

SNS等を活用した情

報提供の充実

障がい福祉に関する各種サービ

スや制度の紹介をはじめ、施設

や事業者の情報、障がい福祉に

関するイベントの情報等を市ホー

ムページやSNS等を活用して障

がいのある人に分かりやすく提供

します。
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プラン本文 取組予定 取組実績 評価 今後の方針／改善事項など 関連事業名 所管課

R４年度 手話通訳者等の派遣及び養成を継続する。ま

た、各区役所の総合案内に手話通訳者の設置

を継続し、行政手続きの際の意思疎通支援を行

う。

新型コロナウイルス感染症の感染防止を図りなが

ら、手話奉仕員(修了者24人）、手話通訳者

(修了者5人）、要約筆記者(修了者8人）、

盲ろう者通訳・介助員(修了者9人）、点訳

（音訳）奉仕員（修了者15人）の養成研修

は実施することができた。

また、手話通訳者等の派遣も継続し、手話通訳

派遣内で遠隔手話対応も実施した。

各区役所の総合案内に手話通訳者を設置し、

行政手続きの際の意思疎通支援を行った。

A 手話通訳者等の派遣及び養成

を継続する。

各区役所の総合案内に手話通

訳者を設置し、行政手続きの際

の意思疎通支援を継続する。

R５年度 手話通訳者等の派遣及び養成を継続する。ま

た、各区役所の総合案内に手話通訳者の設置

を継続し、行政手続きの際の意思疎通支援を行

う。

R４年度 「熊本市手話に関する施策の推進方針」に沿っ

て施策に取組み、また、施策の実施状況をについ

て検証を行う。

熊本市手話に関する施策の推進方針」に基づ

き、熊本市手話言語施策推進委員会を開催

し、取組状況の報告と検証を行った。

A 引き続き「熊本市手話に関する

施策の推進方針」に沿って施策

に取組み、また、施策の実施状

況について検証を行う。

R５年度 「熊本市手話に関する施策の推進方針」に沿っ

て施策に取組み、また、施策の実施状況につい

て検証を行う。

② 手話言語条例の制

定

手話を言語として認め、広く使え

る社会を目指し、手話言語条

例の制定に取り組みます。条例

に基づき手話への理解促進と普

及に取り組み、市民が手話にふ

れあう機会を増やし、手話を使

いやすい環境整備に努めます。

- 障がい福祉課

（総務班）

障がい福祉課

（総務班）

基本目標 安心して暮らせる社会体制の整備

分野別施策 情報提供、意思疎通支援の充実

施策の方向性 情報・意思疎通支援の充実

具体的な取り組み

① コミュニケーションの支

援を担う人材の育

成・確保

障がいの特性に応じたコミュニ

ケーションを支援するため、手話

通訳者や要約筆記者、盲ろう

者通訳・介助員、点訳・朗読

（音訳）奉仕員等の養成や派

遣を行います。また、区役所総

合案内に手話通訳者等を設置

し、公共機関での意思疎通を支

援します。

①手話通訳者設

置等事業

②手話通訳者派

遣事業・要約筆

記者派遣事業・

盲ろう者通訳介助

員派遣事業

③手話通訳奉仕

員養成事業・手

話通訳者養成事

業・要約筆記者

養成事業・盲ろう

者通訳介助員養

成事業・点訳朗

読（音訳）奉仕

員養成事業
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R４年度 障がい者サポーター研修や公共交通機関の車両

広告等による周知活動を行う。

また、新たに配布を開始したヘルプマークストラップ

について、周知方法等の新たな検討を行ってい

く。

障がい者サポーター研修での周知のほか、市電や

バスの車両広告やステッカーの貼付、熊本駅のデ

ジタルサイネージでの広告を活用し、幅広い世代

へ向けた周知を図った。

A 今後も、公共交通機関での周

知やその他の周知方法について

を県と連携しながら検討を進めて

いくとともに、ヘルプマークストラッ

プの配布についても検討を進め

ていく。

R５年度 市の広報媒体にて周知を行うとともに、公共交通

機関での広報を引き続き行う。また、ヘルプマーク

の効果的な広報手段について検討を行っていく。

R４年度 障がい特性に応じて誰もが使いやすい意思疎通

支援の充実に向けて、検討していく。

手話通訳者等の設置や、会議での拡大資料の

配布、刊行物におけるUDフォントの活用等、意

思疎通支援の充実を図った。

A 引き続き、だれもが使いやすい意

思疎通支援の充実を図ってい

く。

- 障がい福祉課

（企画調整

班）

R５年度 障がい特性に応じて誰もが使いやすい意思疎通

支援の充実に向けて、検討していく。

- 障がい福祉課

（企画調整

班）

④ 意思疎通支援の充

実に向けた検討

スマートフォンやタブレット端末の

活用等、情報通信技術や支援

機器の発展なども踏まえ、利用

者のニーズを適切に把握した新

たな意思疎通支援の充実に向

けて検討します。

③ ヘルプカードの利用促

進

内部障がいや難病等、外見から

わかりづらい障がいのある人が、

周囲の人に配慮や支援を求める

手段として活用するヘルプカード

を普及させ、コミュニケーション手

段の一つとしての利用を促進しま

す。

熊本市障がい

者理解促進事

業

障がい福祉課

（企画調整

班）
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